
泉大津市議会令和８年第１回定例会会議事項

（令和８年２月24日）



会 議 事 項 
 

種 別 番 号 事 件 名 ページ 

報 告 １ 専決処分報告の件（令和７年度泉大津市一般会計補正予算

の件） ５ 

同 ２ 専決処分報告の件（令和７年度泉大津市一般会計補正予算

の件） ２７ 

同 ３ 令和６年度健全化判断比率報告の件 ５３ 

同 ４ 令和６年度資金不足比率報告の件 ５５ 

議 案 １ 泉大津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例制定の件 ５７ 

同 ２ 泉大津市附属機関設置条例の一部改正の件 ６１ 

同 ３ 泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正の件 ６５ 

同 ４ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 ７１ 

同 ５ 泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正の件  

同 ６ 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件  

同 ７ 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正の件  

同 ８ 泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正の件  

同 ９ 泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正の件  

同 １０ 泉大津市介護保険条例の一部改正の件  

同 １１ 泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件  

同 １２ 泉大津市火災予防条例の一部改正の件  

９５

１０５

１１３

１２１

１２７

１３３

１５１

２０７
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種 別 番 号 事 件 名 ページ 

議 案 １３ 二田・寿市営住宅集約建替事業請負契約の一部変更の件  

同 １４ 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに

伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議の件  

同 １５ 第４次泉大津市男女共同参画推進計画を定める件  

同 １６ 動産買入れの件  

同 １７ 令和７年度泉大津市一般会計補正予算の件  

同 １８ 令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の

件  

同 １９ 令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件  

同 ２０ 令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件  

同 ２１ 令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算の件  

同 ２２ 令和８年度泉大津市一般会計予算の件 別 冊 

同 ２３ 令和８年度泉大津市土地取得事業特別会計予算の件 同 

同 ２４ 令和８年度泉大津市国民健康保険事業特別会計予算の件 同 

同 ２５ 令和８年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の件 同 

同 ２６ 令和８年度泉大津市後期高齢者医療特別会計予算の件 同 

同 ２７ 令和８年度泉大津市水道事業会計予算の件 同 

同 ２８ 令和８年度泉大津市下水道事業会計予算の件 同 

同 ２９ 令和８年度泉大津市病院事業会計予算の件 同 

 

２１７

２２１

２２５

２２７

２３３

２９５

３２１

３３７

３５７
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報告第１号

専 決 処 分 報 告 の 件

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

専 決 番 号 ５

専 決 年 月 日 令和７年１２月２３日

事 件 名
令和７年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第４

号）
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令 和 ７ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第４号）
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専決第５号

令和７年度泉大津市一般会計補正予算

令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２０，３９１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９，４１２，９２９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

令和７年１２月２３日専決

泉大津市長 南 出 賢 一

− 9 −



第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,228800,,994422 222200,,339911 99,,550011,,333333

22 国国庫庫補補助助金金 22,,223366,,003311 222200,,339911 22,,445566,,442222

歳歳 入入 合合 計計 3399,,119922,,553388 222200,,339911 3399,,441122,,992299

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

33 民民生生費費 1188,,550055,,661166 222200,,339911 1188,,772266,,000077

22 児児童童福福祉祉費費 66,,668833,,995577 222200,,339911 66,,990044,,334488

歳歳 出出 合合 計計 3399,,119922,,553388 222200,,339911 3399,,441122,,992299
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,228800,,994422 222200,,339911 99,,550011,,333333

22 国国庫庫補補助助金金 22,,223366,,003311 222200,,339911 22,,445566,,442222

歳歳 入入 合合 計計 3399,,119922,,553388 222200,,339911 3399,,441122,,992299

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

33 民民生生費費 1188,,550055,,661166 222200,,339911 1188,,772266,,000077

22 児児童童福福祉祉費費 66,,668833,,995577 222200,,339911 66,,990044,,334488

歳歳 出出 合合 計計 3399,,119922,,553388 222200,,339911 3399,,441122,,992299
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款 項

２ 児 童 福 祉 費

追加

事　　　　業　　　　名 金　　　　　額

220,391　千円

第 ２ 表　繰 越 明 許 費 補 正

物 価 高 対 応 子 育 て 応 援
手 当 支 給 事 業３ 民 生 費
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令和７年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第４号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，２２８８００，，９９４４２２ ２２２２００，，３３９９１１ ９９，，５５００１１，，３３３３３３

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，１１９９２２，，５５３３８８ ２２２２００，，３３９９１１ ３３９９，，４４１１２２，，９９２２９９
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，２２８８００，，９９４４２２ ２２２２００，，３３９９１１ ９９，，５５００１１，，３３３３３３

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，１１９９２２，，５５３３８８ ２２２２００，，３３９９１１ ３３９９，，４４１１２２，，９９２２９９
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33 民民生生費費 1188,,550055,,661166 222200,,339911 1188,,772266,,000077 222200,,339911

歳歳 出出 合合 計計 3399,,119922,,553388 222200,,339911 3399,,441122,,992299 222200,,339911
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33 民民生生費費 1188,,550055,,661166 222200,,339911 1188,,772266,,000077 222200,,339911

歳歳 出出 合合 計計 3399,,119922,,553388 222200,,339911 3399,,441122,,992299 222200,,339911
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,228800,,994422 222200,,339911 99,,550011,,333333

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 775533,,118811 222200,,339911 997733,,557722 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 222200,,339911 物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当支支給給事事業業費費補補助助金金 221144,,222200

物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当支支給給事事務務費費補補助助金金 66,,117711

計計 22,,223366,,003311 222200,,339911 22,,445566,,442222
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,228800,,994422 222200,,339911 99,,550011,,333333

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 775533,,118811 222200,,339911 997733,,557722 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 222200,,339911 物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当支支給給事事業業費費補補助助金金 221144,,222200

物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当支支給給事事務務費費補補助助金金 66,,117711

計計 22,,223366,,003311 222200,,339911 22,,445566,,442222

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,228800,,994422 222200,,339911 99,,550011,,333333

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 775533,,118811 222200,,339911 997733,,557722 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 222200,,339911 物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当支支給給事事業業費費補補助助金金 221144,,222200

物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当支支給給事事務務費費補補助助金金 66,,117711

計計 22,,223366,,003311 222200,,339911 22,,445566,,442222
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,550055,,661166 222200,,339911 1188,,772266,,000077

((款款)) 33 民民生生費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

222200,,339911 22 物物価価高高対対応応子子育育てて 33 職職員員手手当当等等 22660022 児児童童措措置置費費 11,,666677,,885555 222200,,339911 11,,888888,,224466 33 職職員員手手当当等等 226600

応応援援手手当当支支給給事事業業 222200,,339911 時時間間外外勤勤務務手手当当1100 需需用用費費 115588

1111 役役務務費費 22,,331100

1100 需需用用費費 1155881122 委委託託料料 33,,444433

消消耗耗品品費費 22221188 負負担担金金、、補補 221144,,222200

印印刷刷製製本本費費 113366助助及及びび交交付付

金金

1111 役役務務費費 22,,331100

通通信信運運搬搬費費 11,,110000

振振込込手手数数料料 11,,221100

1122 委委託託料料 33,,444433

シシスステテムム導導入入委委託託料料 22,,553300

封封入入封封緘緘委委託託料料 991133

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 221144,,222200

物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当

計計 66,,668833,,995577 222200,,339911 66,,990044,,334488 222200,,339911
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,550055,,661166 222200,,339911 1188,,772266,,000077

((款款)) 33 民民生生費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

222200,,339911 22 物物価価高高対対応応子子育育てて 33 職職員員手手当当等等 22660022 児児童童措措置置費費 11,,666677,,885555 222200,,339911 11,,888888,,224466 33 職職員員手手当当等等 226600

応応援援手手当当支支給給事事業業 222200,,339911 時時間間外外勤勤務務手手当当1100 需需用用費費 115588

1111 役役務務費費 22,,331100

1100 需需用用費費 1155881122 委委託託料料 33,,444433

消消耗耗品品費費 22221188 負負担担金金、、補補 221144,,222200

印印刷刷製製本本費費 113366助助及及びび交交付付

金金

1111 役役務務費費 22,,331100

通通信信運運搬搬費費 11,,110000

振振込込手手数数料料 11,,221100

1122 委委託託料料 33,,444433

シシスステテムム導導入入委委託託料料 22,,553300

封封入入封封緘緘委委託託料料 991133

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 221144,,222200

物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当

計計 66,,668833,,995577 222200,,339911 66,,990044,,334488 222200,,339911

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,550055,,661166 222200,,339911 1188,,772266,,000077

((款款)) 33 民民生生費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

222200,,339911 22 物物価価高高対対応応子子育育てて 33 職職員員手手当当等等 22660022 児児童童措措置置費費 11,,666677,,885555 222200,,339911 11,,888888,,224466 33 職職員員手手当当等等 226600

応応援援手手当当支支給給事事業業 222200,,339911 時時間間外外勤勤務務手手当当1100 需需用用費費 115588

1111 役役務務費費 22,,331100

1100 需需用用費費 1155881122 委委託託料料 33,,444433

消消耗耗品品費費 22221188 負負担担金金、、補補 221144,,222200

印印刷刷製製本本費費 113366助助及及びび交交付付

金金

1111 役役務務費費 22,,331100

通通信信運運搬搬費費 11,,110000

振振込込手手数数料料 11,,221100

1122 委委託託料料 33,,444433

シシスステテムム導導入入委委託託料料 22,,553300

封封入入封封緘緘委委託託料料 991133

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 221144,,222200

物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当

計計 66,,668833,,995577 222200,,339911 66,,990044,,334488 222200,,339911
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一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)    　    (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
（524）
530

939,661 1,979,189 1,935,154 4,854,004 925,546 5,779,550

補 正 前
（524）
530

939,661 1,979,189 1,934,894 4,853,744 925,546 5,779,290

比　 較
（0）
0

0 0 260 260 0 260

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 53,713 196,583 1,168,823 88,872 49,184 41,299 132,466 12,312

補   正   前 53,713 196,583 1,168,823 88,872 49,184 41,299 132,206 12,312

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 260 0

 管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務  特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 165,944 4,530 0 0 19,745 1,683 1,935,154

補   正   前 165,944 4,530 0 0 19,745 1,683 1,934,894

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 260

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

職

員

手

当

の

内

訳

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

備　　　　　考

　 合　　計

          (千円)
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
（8）
518

1,948,853 1,628,148 3,577,001 713,824 4,290,825

補 正 前
（8）
518

1,948,853 1,627,888 3,576,741 713,824 4,290,565

比　 較 （0）
0

0 260 260 0 260

（　　）内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 53,713 194,070 872,974 88,872 48,184 41,299 132,466 12,312

補   正   前 53,713 194,070 872,974 88,872 48,184 41,299 132,206 12,312

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 260 0

 管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務  特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 158,300 4,530 0 0 19,745 1,683 1,628,148

補   正   前 158,300 4,530 0 0 19,745 1,683 1,627,888

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 260

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

職　員　手　当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
(516)
12

939,661 30,336 307,006 1,277,003 211,722 1,488,725

補 正 前
(516)
12

939,661 30,336 307,006 1,277,003 211,722 1,488,725

比　 較
(0)
0

0 0 0 0 0 0

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期 末 勤 勉 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務   退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 2,513 295,849 1,000 0 0 7,644 0 307,006

補   正   前 2,513 295,849 1,000 0 0 7,644 0 307,006

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 0 0

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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(2) 　給与費の増減額の明細

 区　　分   増減額(千円) 　増減事由別内訳（千円）    　 説　　明 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

職員手当 260 260
その他の
増減分

手当支給事務
による増
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報告第２号

専 決 処 分 報 告 の 件

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

専 決 番 号 １

専 決 年 月 日 令和８年１月１６日

事 件 名
令和７年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第５

号）
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令 和 ７ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第５号）
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専決第１号

令和７年度泉大津市一般会計補正予算

令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５ ９４０千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９ ４７８ ８６９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年１月１６日専決

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,550011,,333333 4411,,992266 99,,554433,,225599

33 委委託託金金 7733,,994477 4411,,992266 111155,,887733

1155 府府支支出出金金 22,,776644,,772299 2244,,001144 22,,778888,,774433

33 委委託託金金 118888,,778811 2244,,001144 221122,,779955

歳歳 入入 合合 計計 3399,,441122,,992299 6655,,994400 3399,,447788,,886699

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 総総務務費費 55,,555500,,551166 6655,,994400 55,,661166,,445566

55 選選挙挙費費 6666,,559966 6655,,994400 113322,,553366

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441122,,992299 6655,,994400 3399,,447788,,886699
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,550011,,333333 4411,,992266 99,,554433,,225599

33 委委託託金金 7733,,994477 4411,,992266 111155,,887733

1155 府府支支出出金金 22,,776644,,772299 2244,,001144 22,,778888,,774433

33 委委託託金金 118888,,778811 2244,,001144 221122,,779955

歳歳 入入 合合 計計 3399,,441122,,992299 6655,,994400 3399,,447788,,886699

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 総総務務費費 55,,555500,,551166 6655,,994400 55,,661166,,445566

55 選選挙挙費費 6666,,559966 6655,,994400 113322,,553366

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441122,,992299 6655,,994400 3399,,447788,,886699
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令和７年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第５号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，５５００１１，，３３３３３３ ４４１１，，９９２２６６ ９９，，５５４４３３，，２２５５９９

1155 府府支支出出金金 ２２，，７７６６４４，，７７２２９９ ２２４４，，００１１４４ ２２，，７７８８８８，，７７４４３３

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，４４１１２２，，９９２２９９ ６６５５，，９９４４００ ３３９９，，４４７７８８，，８８６６９９
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，５５００１１，，３３３３３３ ４４１１，，９９２２６６ ９９，，５５４４３３，，２２５５９９

1155 府府支支出出金金 ２２，，７７６６４４，，７７２２９９ ２２４４，，００１１４４ ２２，，７７８８８８，，７７４４３３

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，４４１１２２，，９９２２９９ ６６５５，，９９４４００ ３３９９，，４４７７８８，，８８６６９９

− 37 −



歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 総総務務費費 55,,555500,,551166 6655,,994400 55,,661166,,445566 6655,,994400

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441122,,992299 6655,,994400 3399,,447788,,886699 6655,,994400
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 総総務務費費 55,,555500,,551166 6655,,994400 55,,661166,,445566 6655,,994400

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441122,,992299 6655,,994400 3399,,447788,,886699 6655,,994400
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,550011,,333333 4411,,992266 99,,554433,,225599

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 33 委委託託金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 4499,,004400 4411,,992266 9900,,996666 33 選選挙挙費費委委託託金金 4411,,992266 衆衆議議院院議議員員総総選選挙挙及及びび最最高高裁裁裁裁判判官官国国民民審審査査委委託託金金

計計 7733,,994477 4411,,992266 111155,,887733

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,776644,,772299 2244,,001144 22,,778888,,774433

((款款)) 1155 府府支支出出金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 118888,,113300 2244,,001144 221122,,114444 44 選選挙挙委委託託金金 2244,,001144 大大阪阪府府知知事事選選挙挙委委託託金金

計計 118888,,778811 2244,,001144 221122,,779955

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,550011,,333333 4411,,992266 99,,554433,,225599

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 33 委委託託金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 4499,,004400 4411,,992266 9900,,996666 33 選選挙挙費費委委託託金金 4411,,992266 衆衆議議院院議議員員総総選選挙挙及及びび最最高高裁裁裁裁判判官官国国民民審審査査委委託託金金

計計 7733,,994477 4411,,992266 111155,,887733

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,776644,,772299 2244,,001144 22,,778888,,774433

((款款)) 1155 府府支支出出金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 118888,,113300 2244,,001144 221122,,114444 44 選選挙挙委委託託金金 2244,,001144 大大阪阪府府知知事事選選挙挙委委託託金金

計計 118888,,778811 2244,,001144 221122,,779955
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,550011,,333333 4411,,992266 99,,554433,,225599

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 33 委委託託金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 4499,,004400 4411,,992266 9900,,996666 33 選選挙挙費費委委託託金金 4411,,992266 衆衆議議院院議議員員総総選選挙挙及及びび最最高高裁裁裁裁判判官官国国民民審審査査委委託託金金

計計 7733,,994477 4411,,992266 111155,,887733

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,776644,,772299 2244,,001144 22,,778888,,774433

((款款)) 1155 府府支支出出金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 118888,,113300 2244,,001144 221122,,114444 44 選選挙挙委委託託金金 2244,,001144 大大阪阪府府知知事事選選挙挙委委託託金金

計計 118888,,778811 2244,,001144 221122,,779955

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,550011,,333333 4411,,992266 99,,554433,,225599

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 33 委委託託金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 4499,,004400 4411,,992266 9900,,996666 33 選選挙挙費費委委託託金金 4411,,992266 衆衆議議院院議議員員総総選選挙挙及及びび最最高高裁裁裁裁判判官官国国民民審審査査委委託託金金

計計 7733,,994477 4411,,992266 111155,,887733

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,776644,,772299 2244,,001144 22,,778888,,774433

((款款)) 1155 府府支支出出金金

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 118888,,113300 2244,,001144 221122,,114444 44 選選挙挙委委託託金金 2244,,001144 大大阪阪府府知知事事選選挙挙委委託託金金

計計 118888,,778811 2244,,001144 221122,,779955
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,555500,,551166 6655,,994400 55,,661166,,445566

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

((項項)) 55 選選挙挙費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

4411,,992266 11 衆衆議議院院議議員員総総選選挙挙及及 11 報報酬酬 33,,11336644 衆衆議議院院議議員員 00 4411,,992266 4411,,992266 11 報報酬酬 33,,113366

びび最最高高裁裁裁裁判判官官国国民民 投投票票管管理理者者等等報報酬酬 444400総総選選挙挙及及びび 33 職職員員手手当当等等 99,,777744

審審査査事事業業 4411,,992266 投投票票立立会会人人等等報報酬酬 11,,226600最最高高裁裁裁裁判判 44 共共済済費費 2233

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 11,,443366官官国国民民審審査査 77 報報償償費費 11,,116644

費費 88 旅旅費費 9966

33 職職員員手手当当等等 99,,7777441100 需需用用費費 33,,226666

時時間間外外勤勤務務手手当当 99,,5588551111 役役務務費費 1177,,669944

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 1188991122 委委託託料料 33,,335500

1133 使使用用料料及及びび 22,,992233

44 共共済済費費 2233賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 550000

77 報報償償費費 11,,116644

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 3300

従従事事者者報報償償費費 11,,113344

88 旅旅費費 9966

普普通通旅旅費費 66

費費用用弁弁償償 9900

1100 需需用用費費 33,,226666

消消耗耗品品費費 11,,550000

食食糧糧費費 9933

印印刷刷製製本本費費 11,,554499

修修繕繕料料 112244

1111 役役務務費費 1177,,669944

通通信信運運搬搬費費 44,,114477

選選挙挙広広報報配配布布手手数数料料 22,,770000

選選挙挙用用啓啓発発ビビララ配配布布手手数数料料 881100

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 885544

人人材材派派遣遣料料 88,,331177

選選挙挙用用備備品品清清掃掃手手数数料料 2233

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 224488

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 1177

当当日日選選挙挙受受付付シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 441133

回回線線敷敷設設手手数数料料 116655

1122 委委託託料料 33,,335500

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 33,,330000

横横断断幕幕設設置置業業務務委委託託料料 5500

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 22,,992233
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,555500,,551166 6655,,994400 55,,661166,,445566

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

((項項)) 55 選選挙挙費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

4411,,992266 11 衆衆議議院院議議員員総総選選挙挙及及 11 報報酬酬 33,,11336644 衆衆議議院院議議員員 00 4411,,992266 4411,,992266 11 報報酬酬 33,,113366

びび最最高高裁裁裁裁判判官官国国民民 投投票票管管理理者者等等報報酬酬 444400総総選選挙挙及及びび 33 職職員員手手当当等等 99,,777744

審審査査事事業業 4411,,992266 投投票票立立会会人人等等報報酬酬 11,,226600最最高高裁裁裁裁判判 44 共共済済費費 2233

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 11,,443366官官国国民民審審査査 77 報報償償費費 11,,116644

費費 88 旅旅費費 9966

33 職職員員手手当当等等 99,,7777441100 需需用用費費 33,,226666

時時間間外外勤勤務務手手当当 99,,5588551111 役役務務費費 1177,,669944

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 1188991122 委委託託料料 33,,335500

1133 使使用用料料及及びび 22,,992233

44 共共済済費費 2233賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 550000

77 報報償償費費 11,,116644

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 3300

従従事事者者報報償償費費 11,,113344

88 旅旅費費 9966

普普通通旅旅費費 66

費費用用弁弁償償 9900

1100 需需用用費費 33,,226666

消消耗耗品品費費 11,,550000

食食糧糧費費 9933

印印刷刷製製本本費費 11,,554499

修修繕繕料料 112244

1111 役役務務費費 1177,,669944

通通信信運運搬搬費費 44,,114477

選選挙挙広広報報配配布布手手数数料料 22,,770000

選選挙挙用用啓啓発発ビビララ配配布布手手数数料料 881100

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 885544

人人材材派派遣遣料料 88,,331177

選選挙挙用用備備品品清清掃掃手手数数料料 2233

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 224488

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 1177

当当日日選選挙挙受受付付シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 441133

回回線線敷敷設設手手数数料料 116655

1122 委委託託料料 33,,335500

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 33,,330000

横横断断幕幕設設置置業業務務委委託託料料 5500

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 22,,992233

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,555500,,551166 6655,,994400 55,,661166,,445566

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

((項項)) 55 選選挙挙費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

4411,,992266 11 衆衆議議院院議議員員総総選選挙挙及及 11 報報酬酬 33,,11336644 衆衆議議院院議議員員 00 4411,,992266 4411,,992266 11 報報酬酬 33,,113366

びび最最高高裁裁裁裁判判官官国国民民 投投票票管管理理者者等等報報酬酬 444400総総選選挙挙及及びび 33 職職員員手手当当等等 99,,777744

審審査査事事業業 4411,,992266 投投票票立立会会人人等等報報酬酬 11,,226600最最高高裁裁裁裁判判 44 共共済済費費 2233

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 11,,443366官官国国民民審審査査 77 報報償償費費 11,,116644

費費 88 旅旅費費 9966

33 職職員員手手当当等等 99,,7777441100 需需用用費費 33,,226666

時時間間外外勤勤務務手手当当 99,,5588551111 役役務務費費 1177,,669944

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 1188991122 委委託託料料 33,,335500

1133 使使用用料料及及びび 22,,992233

44 共共済済費費 2233賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 550000

77 報報償償費費 11,,116644

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 3300

従従事事者者報報償償費費 11,,113344

88 旅旅費費 9966

普普通通旅旅費費 66

費費用用弁弁償償 9900

1100 需需用用費費 33,,226666

消消耗耗品品費費 11,,550000

食食糧糧費費 9933

印印刷刷製製本本費費 11,,554499

修修繕繕料料 112244

1111 役役務務費費 1177,,669944

通通信信運運搬搬費費 44,,114477

選選挙挙広広報報配配布布手手数数料料 22,,770000

選選挙挙用用啓啓発発ビビララ配配布布手手数数料料 881100

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 885544

人人材材派派遣遣料料 88,,331177

選選挙挙用用備備品品清清掃掃手手数数料料 2233

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 224488

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 1177

当当日日選選挙挙受受付付シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 441133

回回線線敷敷設設手手数数料料 116655

1122 委委託託料料 33,,335500

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 33,,330000

横横断断幕幕設設置置業業務務委委託託料料 5500

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 22,,992233

− 43 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

電電子子複複写写機機使使用用料料 4455

選選挙挙用用備備品品借借上上料料 11,,667733

投投開開票票所所借借上上料料 441199

会会場場借借上上料料 332288

タタククシシーー借借上上料料 445588

1177 備備品品購購入入費費 550000

機機械械器器具具費費

2244,,001144 11 大大阪阪府府知知事事選選挙挙事事業業 2244,,001144 11 報報酬酬 11,,00443355 大大阪阪府府知知事事 00 2244,,001144 2244,,001144 11 報報酬酬 11,,004433

投投票票管管理理者者等等報報酬酬 114466選選挙挙費費 33 職職員員手手当当等等 33,,225577

投投票票立立会会人人等等報報酬酬 44119944 共共済済費費 77

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 44778877 報報償償費費 338888

88 旅旅費費 3322

33 職職員員手手当当等等 33,,2255771100 需需用用費費 11,,008888

時時間間外外勤勤務務手手当当 33,,1199441111 役役務務費費 55,,889944

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 66331122 委委託託料料 33,,331166

1133 使使用用料料及及びび 997722

44 共共済済費費 77賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 88,,001177

77 報報償償費費 338888

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 1100

従従事事者者報報償償費費 337788

88 旅旅費費 3322

普普通通旅旅費費 22

費費用用弁弁償償 3300

1100 需需用用費費 11,,008888

消消耗耗品品費費 550000

食食糧糧費費 3311

印印刷刷製製本本費費 551166

修修繕繕料料 4411

1111 役役務務費費 55,,889944

通通信信運運搬搬費費 11,,338822

選選挙挙広広報報配配布布手手数数料料 990000

選選挙挙用用啓啓発発ビビララ配配布布手手数数料料 227700

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 228844

人人材材派派遣遣料料 22,,777722

選選挙挙用用備備品品清清掃掃手手数数料料 77

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 8822

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 55

当当日日選選挙挙受受付付シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 113377

回回線線敷敷設設手手数数料料 5555

1122 委委託託料料 33,,331166

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 33,,330000

横横断断幕幕設設置置業業務務委委託託料料 1166

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 997722

− 44 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

電電子子複複写写機機使使用用料料 4455

選選挙挙用用備備品品借借上上料料 11,,667733

投投開開票票所所借借上上料料 441199

会会場場借借上上料料 332288

タタククシシーー借借上上料料 445588

1177 備備品品購購入入費費 550000

機機械械器器具具費費

2244,,001144 11 大大阪阪府府知知事事選選挙挙事事業業 2244,,001144 11 報報酬酬 11,,00443355 大大阪阪府府知知事事 00 2244,,001144 2244,,001144 11 報報酬酬 11,,004433

投投票票管管理理者者等等報報酬酬 114466選選挙挙費費 33 職職員員手手当当等等 33,,225577

投投票票立立会会人人等等報報酬酬 44119944 共共済済費費 77

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 44778877 報報償償費費 338888

88 旅旅費費 3322

33 職職員員手手当当等等 33,,2255771100 需需用用費費 11,,008888

時時間間外外勤勤務務手手当当 33,,1199441111 役役務務費費 55,,889944

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 66331122 委委託託料料 33,,331166

1133 使使用用料料及及びび 997722

44 共共済済費費 77賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 88,,001177

77 報報償償費費 338888

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 1100

従従事事者者報報償償費費 337788

88 旅旅費費 3322

普普通通旅旅費費 22

費費用用弁弁償償 3300

1100 需需用用費費 11,,008888

消消耗耗品品費費 550000

食食糧糧費費 3311

印印刷刷製製本本費費 551166

修修繕繕料料 4411

1111 役役務務費費 55,,889944

通通信信運運搬搬費費 11,,338822

選選挙挙広広報報配配布布手手数数料料 990000

選選挙挙用用啓啓発発ビビララ配配布布手手数数料料 227700

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 228844

人人材材派派遣遣料料 22,,777722

選選挙挙用用備備品品清清掃掃手手数数料料 77

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 8822

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 55

当当日日選選挙挙受受付付シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 113377

回回線線敷敷設設手手数数料料 5555

1122 委委託託料料 33,,331166

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 33,,330000

横横断断幕幕設設置置業業務務委委託託料料 1166

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 997722

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

電電子子複複写写機機使使用用料料 4455

選選挙挙用用備備品品借借上上料料 11,,667733

投投開開票票所所借借上上料料 441199

会会場場借借上上料料 332288

タタククシシーー借借上上料料 445588

1177 備備品品購購入入費費 550000

機機械械器器具具費費

2244,,001144 11 大大阪阪府府知知事事選選挙挙事事業業 2244,,001144 11 報報酬酬 11,,00443355 大大阪阪府府知知事事 00 2244,,001144 2244,,001144 11 報報酬酬 11,,004433

投投票票管管理理者者等等報報酬酬 114466選選挙挙費費 33 職職員員手手当当等等 33,,225577

投投票票立立会会人人等等報報酬酬 44119944 共共済済費費 77

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 44778877 報報償償費費 338888

88 旅旅費費 3322

33 職職員員手手当当等等 33,,2255771100 需需用用費費 11,,008888

時時間間外外勤勤務務手手当当 33,,1199441111 役役務務費費 55,,889944

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 66331122 委委託託料料 33,,331166

1133 使使用用料料及及びび 997722

44 共共済済費費 77賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 88,,001177

77 報報償償費費 338888

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 1100

従従事事者者報報償償費費 337788

88 旅旅費費 3322

普普通通旅旅費費 22

費費用用弁弁償償 3300

1100 需需用用費費 11,,008888

消消耗耗品品費費 550000

食食糧糧費費 3311

印印刷刷製製本本費費 551166

修修繕繕料料 4411

1111 役役務務費費 55,,889944

通通信信運運搬搬費費 11,,338822

選選挙挙広広報報配配布布手手数数料料 990000

選選挙挙用用啓啓発発ビビララ配配布布手手数数料料 227700

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 228844

人人材材派派遣遣料料 22,,777722

選選挙挙用用備備品品清清掃掃手手数数料料 77

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 8822

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 55

当当日日選選挙挙受受付付シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 113377

回回線線敷敷設設手手数数料料 5555

1122 委委託託料料 33,,331166

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 33,,330000

横横断断幕幕設設置置業業務務委委託託料料 1166

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 997722
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

電電子子複複写写機機使使用用料料 1155

選選挙挙用用備備品品借借上上料料 555577

投投開開票票所所借借上上料料 113399

会会場場借借上上料料 110099

タタククシシーー借借上上料料 115522

1177 備備品品購購入入費費 88,,001177

機機械械器器具具費費

計計 6666,,559966 6655,,994400 113322,,553366 6655,,994400
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

電電子子複複写写機機使使用用料料 1155

選選挙挙用用備備品品借借上上料料 555577

投投開開票票所所借借上上料料 113399

会会場場借借上上料料 110099

タタククシシーー借借上上料料 115522

1177 備備品品購購入入費費 88,,001177

機機械械器器具具費費

計計 6666,,559966 6655,,994400 113322,,553366 6655,,994400

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

電電子子複複写写機機使使用用料料 1155

選選挙挙用用備備品品借借上上料料 555577

投投開開票票所所借借上上料料 113399

会会場場借借上上料料 110099

タタククシシーー借借上上料料 115522

1177 備備品品購購入入費費 88,,001177

機機械械器器具具費費

計計 6666,,559966 6655,,994400 113322,,553366 6655,,994400
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給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書
１　特 　別 　職

給　　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　　費

区        分 職員数 期末手当 その他の 共　済　費 合　　計 備　考

報　　 酬 給　　 料 （年間支給率分） 地域手当 手当 合　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

長 等 3 28,560 13,473 1,714 192 43,939 7,175 51,114

補

議 員 16 106,683 48,540 155,223 28,615 183,838

正

その他の

後 1,511 103,341 103,341 103,341
特 別 職

計 1,530 210,024 28,560 62,013 1,714 192 302,503 35,790 338,293

長 等 3 28,560 13,473 1,714 192 43,939 7,175 51,114

補

議 員 16 106,683 48,540 155,223 28,615 183,838

正

その他の

前 1,207 101,076 101,076 101,076
特 別 職

計 1,226 207,759 28,560 62,013 1,714 192 300,238 35,790 336,028

長 等

比

議 員

その他の

304 2,265 2,265 2,265

較 特 別 職

計 304 2,265 2,265 2,265
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２　一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)    　    (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
（527）
530

941,575 1,979,189 1,948,185 4,868,949 925,576 5,794,525

補 正 前
（524）
530

939,661 1,979,189 1,935,154 4,854,004 925,546 5,779,550

比　 較
（3）
0

1,914 0 13,031 14,945 30 14,975

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 53,713 196,583 1,168,823 88,872 49,184 41,299 145,245 12,312

補   正   前 53,713 196,583 1,168,823 88,872 49,184 41,299 132,466 12,312

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 12,779 0

 管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務  特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 165,944 4,530 0 0 19,745 1,935 1,948,185

補   正   前 165,944 4,530 0 0 19,745 1,683 1,935,154

比　　　 較 0 0 0 0 0 252 13,031

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

職

員

手

当

の

内

訳

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

備　　　　　考

　 合　　計

          (千円)
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
（8）
518

1,948,853 1,641,179 3,590,032 713,854 4,303,886

補 正 前
（8）
518

1,948,853 1,628,148 3,577,001 713,824 4,290,825

比　 較 （0）
0

0 13,031 13,031 30 13,061

（　　）内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 53,713 194,070 872,974 88,872 48,184 41,299 145,245 12,312

補   正   前 53,713 194,070 872,974 88,872 48,184 41,299 132,466 12,312

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 12,779 0

 管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務  特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 158,300 4,530 0 0 19,745 1,935 1,641,179

補   正   前 158,300 4,530 0 0 19,745 1,683 1,628,148

比　　　 較 0 0 0 0 0 252 13,031

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

職　員　手　当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
(519)
12

941,575 30,336 307,006 1,278,917 211,722 1,490,639

補 正 前
(516)
12

939,661 30,336 307,006 1,277,003 211,722 1,488,725

比　 較
(3)
0

1,914 0 0 1,914 0 1,914

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期 末 勤 勉 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務   退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 2,513 295,849 1,000 0 0 7,644 0 307,006

補   正   前 2,513 295,849 1,000 0 0 7,644 0 307,006

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 0 0

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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(2) 　給与費の増減額の明細

 区　　分   増減額(千円) 　増減事由別内訳（千円）    　 説　　明 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

報酬 1,914 1,914

職員手当 13,031 13,031

その他の
増減分

選挙事務
による増

選挙事務
による増

その他の
増減分
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報告第３号

令和６年度健全化判断比率報告の件

令和６年度健全化判断比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１

９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、市議会に報告する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－ －

備考 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額がない

ため、「－」と表記している。
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報告第４号

令和６年度資金不足比率報告の件

 

令和６年度資金不足比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９

年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、市議会に報告する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一 

記

（単位：％）

特別会計の名 称 資 金 不 足 比 率

水 道 事 業 会 計 －

下 水 道 事 業 会 計 －

病 院 事 業 会 計

備考 資金不足がない会計については、「－」と表記している。
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議案第１号

泉大津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例制定の件

泉大津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとお

り制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）による

改正後の子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５４条の３において

準用する同法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準について必要な事項を定める必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例（案）

（趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定

乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

（特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準）

第２条 法第５４条の３において準用する法第４６条第２項の条例で定める基準は、

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第９５号）に定

めるとおりとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ 法第５４条の２第１項に規定する乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者

である旨の市町村長の確認に関し必要な行為その他この条例の施行に必要な準備

行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
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（参 考）

泉大津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例（案）要綱

本条例（案）は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による改正後の

子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第５４条の３において準用する法第４

６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について

必要な事項を定めるものであること。

１ 趣旨

この条例（案）は、法第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定

に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものであること。

（第１条）

２ 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

法第５４条の３において準用する法第４６条第２項の条例で定める基準は、特

定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第９５号）に定め

るとおりとするものであること。（第２条）

３ 附則に関する事項

⑴ 施行期日

この条例（案）は、令和８年４月１日から施行するものであること。（附則第

１項）

⑵ 準備行為

法第５４条の２第１項に規定する乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う

者である旨の市町村長の確認に関し必要な行為その他この条例（案）の施行に

必要な準備行為は、この条例（案）の施行の日前においても行うことができる

とするものであること。（附則第２項）
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議案第２号

泉大津市附属機関設置条例の一部改正の件

泉大津市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡公園の適切な運営を図

ることを目的とする泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡公園

運営委員会を、本市の附属機関として位置付けるため、所要の改正を行うものであ

る。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市附属機関設置条例の一部を改正する条例

（案）

泉大津市附属機関設置条例（令和２年泉大津市条例第１号）の一部を次のように

改正する。

別表第２項教育委員会の附属機関の表に次のように加える。

泉大津市立池上曽根弥生学

習館及び泉大津市池上曽根

史跡公園運営委員会

泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市

池上曽根史跡公園の管理運営についての調査

審議に関する事務

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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（参 考）

泉大津市附属機関設置条例新旧対照表

改 正 案 現 行

別表

１ 市長の附属機関

（略）

２ 教育委員会の附属機関

名 称 担 任 事 務

（略） （略）

泉 大 津 市 ス

ポーツ施設運

営委員会

スポーツ施設の管理

運営についての調査

審議に関する事務

泉大津市立池

上曽根弥生学

習館及び泉大

津市池上曽根

史跡公園運営

委員会

泉大津市立池上曽根

弥生学習館及び泉大

津市池上曽根史跡公

園の管理運営につい

ての調査審議に関す

る事務

別表

１ 市長の附属機関

（略）

２ 教育委員会の附属機関

名 称 担 任 事 務

（略） （略）

泉 大 津 市 ス

ポーツ施設運

営委員会

スポーツ施設の管理

運営についての調査

審議に関する事務
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議案第３号

泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正

の件

泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）が改正されたことに伴う引用条例の

条項ずれについて、規定の整備を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例（案）

泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例（平成５年泉大津市条例第９号）の一部

を次のように改正する。

第１５条の２中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号

ロ」に改める。

附 則

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を

改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日から施行する。
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（参 考）

泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付）

第１５条の２ 前条の規定にかかわら

ず、印鑑登録者は、個人番号カード

用利用者証明用電子証明書（電子署

名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平

成１４年法律第１５３号）第２２条

第１項に規定する個人番号カード用

利用者証明用電子証明書をいう。）

が記録された個人番号カード（行政

手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条

第７項に規定する個人番号カードを

いう。）又は移動端末設備用利用者

証明用電子証明書（電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の

認証業務に関する法律第３５条の２

第１項に規定する移動端末設備用利

用者証明用電子証明書をいう。）を

記録した電磁的記録媒体（同項に規

定する電磁的記録媒体をいう。）が

組み込まれた移動端末設備（電気通

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付）

第１５条の２ 前条の規定にかかわら

ず、印鑑登録者は、個人番号カード

用利用者証明用電子証明書（電子署

名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平

成１４年法律第１５３号）第２２条

第１項に規定する個人番号カード用

利用者証明用電子証明書をいう。）

が記録された個人番号カード（行政

手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条

第７項に規定する個人番号カードを

いう。）又は移動端末設備用利用者

証明用電子証明書（電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の

認証業務に関する法律第３５条の２

第１項に規定する移動端末設備用利

用者証明用電子証明書をいう。）を

記録した電磁的記録媒体（同項に規

定する電磁的記録媒体をいう。）が

組み込まれた移動端末設備（電気通
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改 正 案 現 行

信事業法（昭和５９年法律第８６

号）第１２条の２第４項第３号ロに

規定する移動端末設備をいう。）を

使用して、多機能端末機（地方公共

団体情報システム機構の使用に係る

電子計算機を経由して、本市の電子

計算機と電気通信回線により接続さ

れた端末機であって、利用者自らが

必要な操作を行うことにより、印鑑

登録証明書等を交付する機能を有す

るものをいう。）を利用することに

より、印鑑登録証明書の交付を申請

し、その交付を受けることができ

る。

信事業法（昭和５９年法律第８６

号）第１２条の２第４項第２号ロに

規定する移動端末設備をいう。）を

使用して、多機能端末機（地方公共

団体情報システム機構の使用に係る

電子計算機を経由して、本市の電子

計算機と電気通信回線により接続さ

れた端末機であって、利用者自らが

必要な操作を行うことにより、印鑑

登録証明書等を交付する機能を有す

るものをいう。）を利用することに

より、印鑑登録証明書の交付を申請

し、その交付を受けることができ

る。
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議案第４号

一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が実施されることに伴い、本市職員の

給与について適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（案）

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年泉大津市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。

第２０条の３第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００円」に改め、

同号エ中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、同号オ中「１２，９

００円」を「１３，５００円」に改め、同号カ中「１５，８００円」を「１６，

６００円」に改め、同号キ中「１８，７００円」を「１９，７００円」に改め、

同号ク中「２１，６００円」を「２２，８００円」に改め、同号ケ中「２４，４

００円」を「２５，９００円」に改め、同号コ中「２６，２００円」を「２９，

１００円」に改め、同号サ中「２８，０００円」を「３２，３００円」に改め、

同号シ中「２９，８００円」を「３５，５００円」に改め、同号ス中「３１，６

００円」を「３８，７００円」に改める。

第２５条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に改める。

第３４条第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７．５」に改め、同条第

３項中「１００分の７０」と」の次に「、「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の７２．５」と」を加える。

第３５条第２項第１号中「１００分の１０５」を「、６月に支給する場合には

１００分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」に改め、

同項第２号中「１００分の５０」を「、６月に支給する場合には１００分の５０、

１２月に支給する場合には１００分の５２．５」に改める。

別表第２を次のように改める。
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別表第２（第７条関係）

職員の 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

区　分 号     給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100

18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400

19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700

20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900

21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100

22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900

23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700

24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500

25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100

26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700

27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500

33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200

37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600

38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800

42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700

45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000

行　政　職　給　料　表

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員
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職員の 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

区　分 号     給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100

47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200
51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400
52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700
53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900
54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200
55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500
56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800
57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000
58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300
59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600
60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800
61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000
62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300
63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600
64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800
65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000
66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300
67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600
68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800
69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000
70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300
71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600
72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800
73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000
74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300
75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600
76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800
77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000
78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300
79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600
80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800
81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000
82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300
83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600
84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800
85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000
86 266,200 305,800 355,700
87 266,500 306,100 356,100
88 266,800 306,400 356,500
89 267,100 306,700 356,700
90 267,400 307,000 357,100
91 267,700 307,300 357,500
92 268,000 307,600 357,900
93 268,300 307,800 358,100
94 308,000 358,400
95 308,300 358,800
96 308,700 359,100
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職員の 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

区　分 号     給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

97 308,900 359,400
98 309,200 359,800
99 309,500 360,200
100 309,900 360,600
101 310,100 361,100
102 310,400 361,500
103 310,700 361,900
104 311,000 362,300
105 311,200 362,800
106 311,500 363,200
107 311,800 363,500
108 312,100 363,800
109 312,300 364,200
110 312,600
111 313,000
112 313,300
113 313,500
114 313,700
115 314,000
116 314,400
117 314,600
118 314,800
119 315,100
120 315,400
121 315,700
122 315,900
123 316,200
124 316,500
125 316,800

基準給料月
額

基準給料月
額

基準給料月
額

基準給料月
額

基準給料月
額

基準給料月
額

基準給料月
額

基準給料月
額

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200

定年前
再任用
短時間
勤務職
員
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第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第２０条の３第２項第１号中「次項」を「第４項」に改め、同項第２号ス中

「以上」の次に「６５キロメートル未満」を加え、同号に次のように加える。

セ 使用距離が片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満である職員

４２，２００円

ソ 使用距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満である職員

４５，７００円

タ 使用距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満である職員

４９，２００円

チ 使用距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満である職員

５２，７００円

ツ 使用距離が片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満である職員

５６，２００円

テ 使用距離が片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満である職員

５９，６００円

ト 使用距離が片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満である職

員 ６３，０００円

ナ 使用距離が片道１００キロメートル以上である職員 ６６，４００円

第２０条の３第７項を同条第８項とし、同条第６項中「自転車等」の次に「及

び駐車場等」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同

条第４項中「月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合とし

て市長が別に定める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第５項と

し、同条第３項中「及び前項第２号」を「、第２項第２号」に改め、「定める額」

の次に「及び前項第１号に定める額」を加え、「前項の」を「第２項の」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自転車等の駐車のための施設（そ

の所在地及び利用形態が市長が別に定める要件を満たすものに限る。以下「駐

車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（市

長が別に定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない

範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として市長が別に定め

る額

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

第３４条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支

給する場合には１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２６．２５」に、「１００

分の７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」を

「１００分の７１．２５」に改める。

第３５条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０５、１２

月に支給する場合には１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に

改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１００分の５０、１２月に支給

する場合には１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月

１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（次項において

「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。

（給与の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の一般職

の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の

規定による給与の内払とみなす。

（市長への委任）

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
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（参 考）

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（案）要綱

本条例（案）は、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が実施されることに

伴い、本市職員の給与について適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うもので

あること。

１ 給料表の改定

国家公務員の給料表の改定に準じて行政職の給料表を改定するものであり、そ

の切替えについては、別紙資料の切替表のとおり行うものであること。

なお、この改定により、職員の給料月額を、次の表のとおり引き上げるもので

あること。（第１条の規定による別表第２関係）

改定前の平均給料月額 ３１７，３８７円

改定後の平均給料月額 ３２８，０９４円

平 均 引 上 額 １０，７０７円

給料表の平均引上率 ３．３％

２ 期末手当の改定

⑴ 令和７年１２月期の期末手当の支給割合を、次の表のとおり引き上げるもの

であること。（第１条の規定による第３４条第２項及び第３項関係）

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期 １００分の１２５
１００分の１２５

１２月期 １００分の１２７．５

イ 定年前再任用短時間勤務職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期 １００分の７０
１００分の７０

１２月期 １００分の７２．５

− 79 −



⑵ 令和８年４月１日から施行する期末手当の支給割合を、次の表のとおり改定

するものであること。（第２条の規定による第３４条第２項及び第３項関係）

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期
１００分の１２６．２５

１００分の１２５

１２月期 １００分の１２７．５

イ 定年前再任用短時間勤務職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期
１００分の７１．２５

１００分の７０

１２月期 １００分の７２．５

３ 勤勉手当の改定

⑴ 令和７年１２月期の勤勉手当の支給割合を、次の表のとおり引き上げるもの

であること。（第１条の規定による第３５条第２項関係）

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期 １００分の１０５
１００分の１０５

１２月期 １００分の１０７．５

イ 定年前再任用短時間勤務職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期 １００分の５０
１００分の５０

１２月期 １００分の５２．５

⑵ 令和８年４月１日から施行する勤勉手当の支給割合を、次の表のとおり改定

するものであること。（第２条の規定による第３５条第２項関係）

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期
１００分の１０６．２５

１００分の１０５

１２月期 １００分の１０７．５
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イ 定年前再任用短時間勤務職員

区 分 改定後の支給割合 改定前の支給割合

６月期
１００分の５１．２５

１００分の５０

１２月期 １００分の５２．５

４ 通勤手当の見直し

自転車等の交通用具を使用して通勤する職員の通勤手当の額について、国家

公務員の通勤手当に準じ、次のとおり改正するものであること。

⑴ 支給額の改定及び距離区分の追加に伴う上限額の改定

ア 支給額の改定

自転車等使用者の通勤距離に応じて支給している通勤手当の支給額につい

て、一部の距離区分で見直しを行うものであること。（第１条の規定による

第２０条の３第２項関係）

イ 距離区分の新設に伴う上限額の改定

国家公務員の自動車等の交通用具を使用して通勤する職員の通勤手当に係

る距離区分の上限が、現行の６０キロメートル以上から１００キロメートル

以上とされたことを踏まえ、本市においても、国家公務員に準じて距離区分

の上限を改めるとともに、その上限額を６６，４００円に改定するものであ

ること。（第２条の規定による第２０条の３第２項関係）

⑵ 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設

通勤のため自転車等の交通用具を使用する職員が、自らの負担により借り受

けている駐車場等を利用する場合、市長が定める要件を満たすものに限り、１

箇月当たり５，０００円を上限として駐車場等の利用に対する通勤手当を支給

するものであること。（第２条の規定による第２０条の３第３項関係）

５ 宿日直手当の上限額の改定

宿日直手当の上限額を勤務１回につき４，４００円から４，７００円に改定す

るものであること。（第１条の規定による第２５条関係）

６ 附則に関する事項

⑴ 施行期日等

ア この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。ただし、２の
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⑵、３の⑵、４の⑴のイ及び４の⑵に規定するものは、令和８年４月１日か

ら施行するものであること。（改正条例附則第１項）

イ １、２の⑴、３の⑴、４の⑴のア及び５による改正後の一般職の職員の給

与に関する条例（⑵において「改正後の条例」という。）の規定は、令和７

年４月１日から適用するものであること。（改正条例附則第２項）

⑵ 給与の内払

改正後の条例の規定を適用する場合には、１、２の⑴、３の⑴、４の⑴のア

及び５による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給

された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなすものであること。

（改正条例附則第３項）

⑶ 市長への委任

この条例（案）の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものであること。

（改正条例附則第４項）
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旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率

行政職給料表新旧切替表

号

１等級

号

２等級

号

３等級

号

４等級

資料

1 ページ
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旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率

行政職給料表新旧切替表

号

１等級

号

２等級

号

３等級

号

４等級

資料

再任用職員の給料表新旧切替表

2 ページ
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旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
号

５等級

号

６等級

号

７等級

行政職給料表新旧切替表

号

８等級

3 ページ
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旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
号

５等級

号

６等級

号

７等級

行政職給料表新旧切替表

号

８等級

再任用職員の給料表新旧切替表

4 ページ
− 86 −



一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表

第１ 一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条関係）

改 正 案 現 行

（通勤手当）

第２０条の３ （略）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴ （略）

⑵ （略）

ア及びイ （略）

ウ 使用距離が片道１０キロメー

トル以上１５キロメートル未満

である職員 ７，３００円

エ 使用距離が片道１５キロメー

トル以上２０キロメートル未満

である職員 １０，４００円

オ 使用距離が片道２０キロメー

トル以上２５キロメートル未満

である職員 １３，５００円

カ 使用距離が片道２５キロメー

トル以上３０キロメートル未満

である職員 １６，６００円

キ 使用距離が片道３０キロメー

トル以上３５キロメートル未満

である職員 １９，７００円

ク 使用距離が片道３５キロメー

トル以上４０キロメートル未満

（通勤手当）

第２０条の３ （略）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴ （略）

⑵ （略）

ア及びイ （略）

ウ 使用距離が片道１０キロメー

トル以上１５キロメートル未満

である職員 ７，１００円

エ 使用距離が片道１５キロメー

トル以上２０キロメートル未満

である職員 １０，０００円

オ 使用距離が片道２０キロメー

トル以上２５キロメートル未満

である職員 １２，９００円

カ 使用距離が片道２５キロメー

トル以上３０キロメートル未満

である職員 １５，８００円

キ 使用距離が片道３０キロメー

トル以上３５キロメートル未満

である職員 １８，７００円

ク 使用距離が片道３５キロメー

トル以上４０キロメートル未満
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改 正 案 現 行

である職員 ２２，８００円

ケ 使用距離が片道４０キロメー

トル以上４５キロメートル未満

である職員 ２５，９００円

コ 使用距離が片道４５キロメー

トル以上５０キロメートル未満

である職員 ２９，１００円

サ 使用距離が片道５０キロメー

トル以上５５キロメートル未満

である職員 ３２，３００円

シ 使用距離が片道５５キロメー

トル以上６０キロメートル未満

である職員 ３５，５００円

ス 使用距離が片道６０キロメー

トル以上である職員 ３８，７

００円

⑶ （略）

３～７ （略）

（宿日直手当）

第２５条 宿日直勤務を命ぜられた職

員には、その勤務１回につき、４，

７００円を超えない範囲内において

規則で定める額を宿日直手当として

支給する。

２ （略）

（期末手当）

第３４条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

である職員 ２１，６００円

ケ 使用距離が片道４０キロメー

トル以上４５キロメートル未満

である職員 ２４，４００円

コ 使用距離が片道４５キロメー

トル以上５０キロメートル未満

である職員 ２６，２００円

サ 使用距離が片道５０キロメー

トル以上５５キロメートル未満

である職員 ２８，０００円

シ 使用距離が片道５５キロメー

トル以上６０キロメートル未満

である職員 ２９，８００円

ス 使用距離が片道６０キロメー

トル以上である職員 ３１，６

００円

⑶ （略）

３～７ （略）

（宿日直手当）

第２５条 宿日直勤務を命ぜられた職

員には、その勤務１回につき、４，

４００円を超えない範囲内において

規則で定める額を宿日直手当として

支給する。

２ （略）

（期末手当）

第３４条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額
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改 正 案 現 行

に、６月に支給する場合には１００

分の１２５、１２月に支給する場合

には１００分の１２７．５を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額と

する。

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２５」とある

のは「１００分の７０」と、「１００

分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の７２．５」とする。

４及び５ （略）

（勤勉手当）

第３５条 （略）

２ （略）

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に、６月に

支給する場合には１００分の１０

５、１２月に支給する場合には１

００分の１０７．５を乗じて得た

額の総額

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員 当該定年前再任

に１００分の１２５を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間に

おける当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２５」とある

のは「１００分の７０」とする。

４及び５ （略）

（勤勉手当）

第３５条 （略）

２ （略）

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に１００分

の１０５を乗じて得た額の総額

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員 当該定年前再任
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改 正 案 現 行

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎

額に、６月に支給する場合には１

００分の５０、１２月に支給する

場合には１００分の５２．５を乗

じて得た額の総額

３～６ （略）

別表第２ （略）

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎

額に１００分の５０を乗じて得た

額の総額

３～６ （略）

別表第２ （略）

第２ 一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条関係）

改 正 案 現 行

（通勤手当）

第２０条の３ （略）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給

単位期間につき、市長が別に定め

るところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額（第４項に

おいて「運賃等相当額」という。）

⑵ （略）

ア～シ （略）

ス 使用距離が片道６０キロメー

トル以上６５キロメートル未満

である職員 ３８，７００円

（通勤手当）

第２０条の３ （略）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給

単位期間につき、市長が別に定め

るところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額（次項にお

いて「運賃等相当額」という。）

⑵ （略）

ア～シ （略）

ス 使用距離が片道６０キロメー

トル以上である職員 ３８，７

００円
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改 正 案 現 行

セ 使用距離が片道６５キロメー

トル以上７０キロメートル未満

である職員 ４２，２００円

ソ 使用距離が片道７０キロメー

トル以上７５キロメートル未満

である職員 ４５，７００円

タ 使用距離が片道７５キロメー

トル以上８０キロメートル未満

である職員 ４９，２００円

チ 使用距離が片道８０キロメー

トル以上８５キロメートル未満

である職員 ５２，７００円

ツ 使用距離が片道８５キロメー

トル以上９０キロメートル未満

である職員 ５６，２００円

テ 使用距離が片道９０キロメー

トル以上９５キロメートル未満

である職員 ５９，６００円

ト 使用距離が片道９５キロメー

トル以上１００キロメートル未

満である職員 ６３，０００円

ナ 使用距離が片道１００キロ

メートル以上である職員 ６

６，４００円

⑶ （略）

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる

職員で、自転車等の駐車のための施

設（その所在地及び利用形態が市長

⑶ （略）
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改 正 案 現 行

が別に定める要件を満たすものに限

る。以下「駐車場等」という。）を利

用し、その料金を負担することを常

例とするもの（市長が別に定める職

員を除く。）の通勤手当の額は、前項

の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる通勤手当の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給

単位期間につき、５，０００円を

超えない範囲内で１箇月当たりの

駐車場等の料金に相当する額とし

て市長が別に定める額

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通

勤手当 前項の規定による額

４ 運賃等相当額をその支給単位期間

の月数で除して得た額（交通機関等

が２以上ある場合においては、その

合計額）、第２項第２号に定める額及

び前項第１号に定める額の合計額が

１５万円を超える職員の通勤手当の

額は、第２項の規定にかかわらず、

当該職員の通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間に

つき、１５万円に当該支給単位期間

の月数を乗じて得た額とする。

５ 通勤手当は、支給単位期間（市長

が別に定める通勤手当にあっては、

３ 運賃等相当額をその支給単位期間

の月数で除して得た額（交通機関等

が２以上ある場合においては、その

合計額）及び前項第２号に定める額

の合計額が１５万円を超える職員の

通勤手当の額は、前項の規定にかか

わらず、当該職員の通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単

位期間につき、１５万円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額とす

る。

４ 通勤手当は、支給単位期間（市長

が別に定める通勤手当にあっては、
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改 正 案 現 行

市長が別に定める期間）に係る最初

の月（当該月に通勤手当を支給する

ことが困難な場合として市長が別に

定める場合にあっては、その翌月）

の市長が別に定める日に支給する。

６ （略）

７ この条において「支給単位期間」

とは、通勤手当の支給の単位となる

期間として６箇月を超えない範囲内

で１箇月を単位として市長が別に定

める期間（自転車等及び駐車場等に

係る通勤手当にあっては、１箇月）

をいう。

８ （略）

（期末手当）

第３４条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に１００分の１２６．２５を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額と

する。

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、

市長が別に定める期間）に係る最初

の月の市長が別に定める日に支給す

る。

５ （略）

６ この条において「支給単位期間」

とは、通勤手当の支給の単位となる

期間として６箇月を超えない範囲内

で１箇月を単位として市長が別に定

める期間（自転車等に係る通勤手当

にあっては、１箇月）をいう。

７ （略）

（期末手当）

第３４条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に、６月に支給する場合には１００

分の１２５、１２月に支給する場合

には１００分の１２７．５を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の

期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額と

する。

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、
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改 正 案 現 行

同項中「１００分の１２６．２５」

とあるのは「１００分の７１．２

５」とする。

４及び５ （略）

（勤勉手当）

第３５条 （略）

２ （略）

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に１００分

の１０６．２５を乗じて得た額の

総額

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎

額に１００分の５１．２５を乗じ

て得た額の総額

３～６ （略）

同項中「１００分の１２５」とある

のは「１００分の７０」と、「１００

分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の７２．５」とする。

４及び５ （略）

（勤勉手当）

第３５条 （略）

２ （略）

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に、６月に

支給する場合には１００分の１０

５、１２月に支給する場合には１

００分の１０７．５を乗じて得た

額の総額

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎

額に、６月に支給する場合には１

００分の５０、１２月に支給する

場合には１００分の５２．５を乗

じて得た額の総額

３～６ （略）
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議案第５号

泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部改正の件

泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

一般職の職員の給与改定が実施されることに伴い、本市会計年度任用職員の給与

についても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年泉大津市

条例第９号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

行政職給料表

職務の級 １級 ２級

号給 給料月額 給料月額

円 円

１ １９５，８００ ２４２，０００

２ １９６，９００ ２４３，３００

３ １９８，１００ ２４４，７００

４ １９９，２００ ２４６，１００

５ ２００，３００ ２４７，５００

６ ２０２，０００ ２４８，９００

７ ２０３，６００ ２５０，３００

８ ２０５，２００ ２５１，７００

９ ２０６，７００ ２５３，１００

１０ ２０８，４００ ２５４，３００

１１ ２１０，０００ ２５５，６００

１２ ２１１，６００ ２５６，９００

１３ ２１３，１００ ２５８，１００

１４ ２１４，８００ ２５９，３００

１５ ２１６，５００ ２６０，５００

１６ ２１８，２００ ２６１，７００
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１７ ２１９，４００ ２６２，８００

１８ ２２１，０００ ２６３，９００

１９ ２２２，６００ ２６５，０００

２０ ２２４，１００ ２６６，１００

２１ ２２５，６００ ２６７，０００

２２ ２２７，２００ ２６８，０００

２３ ２２８，８００ ２６９，０００

２４ ２３０，４００ ２７０，０００

２５ ２３２，０００ ２７１，０００

２６ ２３３，７００ ２７１，９００

２７ ２３５，０００ ２７２，７００

２８ ２３６，３００ ２７３，６００

２９ ２３７，６００ ２７４，４００

３０ ２３８，７００ ２７５，２００

３１ ２３９，８００ ２７６，０００

３２ ２４０，９００ ２７６，７００

３３ ２４２，０００ ２７７，４００

３４ ２４２，９００ ２７８，２００

３５ ２４３，８００ ２７９，０００

３６ ２４４，８００ ２７９，６００

３７ ２４５，８００ ２８０，３００

３８ ２４６，７００ ２８１，１００

３９ ２４７，６００ ２８１，８００

４０ ２４８，４００ ２８２，５００

４１ ２４９，２００ ２８３，２００

４２ ２４９，９００ ２８３，９００

４３ ２５０，５００ ２８４，６００

４４ ２５１，１００ ２８５，３００

４５ ２５１，８００ ２８６，０００
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４６ ２５２，４００ ２８６，６００

４７ ２５３，０００ ２８７，３００

４８ ２５３，６００ ２８７，９００

４９ ２５４，１００ ２８８，６００

５０ ２５４，７００ ２８９，２００

５１ ２５５，３００ ２８９，９００

５２ ２５５，８００ ２９０，６００

５３ ２５６，２００ ２９１，１００

５４ ２５６，６００ ２９１，７００

５５ ２５６，９００ ２９２，３００

５６ ２５７，２００ ２９３，０００

５７ ２５７，５００ ２９３，６００

５８ ２５７，８００ ２９４，２００

５９ ２５８，１００ ２９４，８００

６０ ２５８，４００ ２９５，５００

６１ ２５８，７００

６２ ２５９，０００

６３ ２５９，３００

６４ ２５９，６００

６５ ２５９，９００

６６ ２６０，２００

６７ ２６０，５００

６８ ２６０，８００

６９ ２６１，１００

７０ ２６１，４００

７１ ２６１，７００

７２ ２６２，０００

７３ ２６２，３００

７４ ２６２，６００
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７５ ２６２，９００

７６ ２６３，２００

７７ ２６３，５００

７８ ２６３，８００

７９ ２６４，１００

８０ ２６４，４００

８１ ２６４，７００

８２ ２６５，０００

８３ ２６５，３００

８４ ２６５，６００

８５ ２６５，９００

８６ ２６６，２００

８７ ２６６，５００

８８ ２６６，８００

８９ ２６７，１００

９０ ２６７，４００

９１ ２６７，７００

９２ ２６８，０００

９３ ２６８，３００

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。

（給与の内払）

２ 改正後の泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合には、改正前の泉大津市会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与

は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

（市長への委任）

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
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（参 考）

泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例（案）要綱

本条例（案）は、一般職の職員の給与改定が実施されることに伴い、本市会計年

度任用職員の給与についても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものであ

ること。

１ 給料表の改定

一般職の職員の給料表の改定に準じて会計年度任用職員の給料表を改定するも

のであり、その切替えについては、別紙資料の切替表のとおり行うものであるこ

と。

なお、この改定により、職員の給料月額を、次の表のとおり引き上げるもので

あること。（別表第１関係）

改定前の平均給料月額 ２１７，８０７円

改定後の平均給料月額 ２２９，６２８円

平 均 引 上 額 １１，８２２円

給料表の平均引上率 ４．４％

２ 附則に関する事項

⑴ 施行期日等

この条例（案）は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用するも

のであること。（改正条例附則第１項）

⑵ 給与の内払

改正後の泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合には、改正前の泉大津市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなすものであること。（改

正条例附則第２項）
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⑶ 市長への委任

⑵のほか、この条例（案）の施行に関し必要な事項は、市長が定めるもので

あること。（改正条例附則第３項）
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旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率
旧給料
月　額

新給料
月　額

改定
差額

改定率

1 183,500 195,800 12,300 6.70 1 230,000 242,000 12,000 5.22 49 243,800 254,100 10,300 4.22 49 278,800 288,600 9,800 3.52

2 184,600 196,900 12,300 6.66 2 231,500 243,300 11,800 5.10 50 244,400 254,700 10,300 4.21 50 279,500 289,200 9,700 3.47

3 185,800 198,100 12,300 6.62 3 233,000 244,700 11,700 5.02 51 245,000 255,300 10,300 4.20 51 280,200 289,900 9,700 3.46

4 186,900 199,200 12,300 6.58 4 234,500 246,100 11,600 4.95 52 245,500 255,800 10,300 4.20 52 280,900 290,600 9,700 3.45

5 188,000 200,300 12,300 6.54 5 236,000 247,500 11,500 4.87 53 246,000 256,200 10,200 4.15 53 281,500 291,100 9,600 3.41

6 189,700 202,000 12,300 6.48 6 237,500 248,900 11,400 4.80 54 246,400 256,600 10,200 4.14 54 282,200 291,700 9,500 3.37

7 191,300 203,600 12,300 6.43 7 239,000 250,300 11,300 4.73 55 246,700 256,900 10,200 4.13 55 282,800 292,300 9,500 3.36

8 192,900 205,200 12,300 6.38 8 240,500 251,700 11,200 4.66 56 247,000 257,200 10,200 4.13 56 283,500 293,000 9,500 3.35

9 194,500 206,700 12,200 6.27 9 242,000 253,100 11,100 4.59 57 247,300 257,500 10,200 4.12 57 284,100 293,600 9,500 3.34

10 196,200 208,400 12,200 6.22 10 243,400 254,300 10,900 4.48 58 247,600 257,800 10,200 4.12 58 284,800 294,200 9,400 3.30

11 197,800 210,000 12,200 6.17 11 244,800 255,600 10,800 4.41 59 247,900 258,100 10,200 4.11 59 285,400 294,800 9,400 3.29

12 199,400 211,600 12,200 6.12 12 246,200 256,900 10,700 4.35 60 248,200 258,400 10,200 4.11 60 286,100 295,500 9,400 3.29

13 201,000 213,100 12,100 6.02 13 247,400 258,100 10,700 4.32 61 248,500 258,700 10,200 4.10

14 202,700 214,800 12,100 5.97 14 248,600 259,300 10,700 4.30 62 248,800 259,000 10,200 4.10

15 204,400 216,500 12,100 5.92 15 249,800 260,500 10,700 4.28 63 249,100 259,300 10,200 4.09

16 206,100 218,200 12,100 5.87 16 251,000 261,700 10,700 4.26 64 249,400 259,600 10,200 4.09

17 207,400 219,400 12,000 5.79 17 252,100 262,800 10,700 4.24 65 249,700 259,900 10,200 4.08

18 209,000 221,000 12,000 5.74 18 253,200 263,900 10,700 4.23 66 250,000 260,200 10,200 4.08

19 210,600 222,600 12,000 5.70 19 254,300 265,000 10,700 4.21 67 250,300 260,500 10,200 4.08

20 212,100 224,100 12,000 5.66 20 255,400 266,100 10,700 4.19 68 250,600 260,800 10,200 4.07

21 213,600 225,600 12,000 5.62 21 256,400 267,000 10,600 4.13 69 250,900 261,100 10,200 4.07

22 215,200 227,200 12,000 5.58 22 257,400 268,000 10,600 4.12 70 251,200 261,400 10,200 4.06

23 216,800 228,800 12,000 5.54 23 258,400 269,000 10,600 4.10 71 251,500 261,700 10,200 4.06

24 218,400 230,400 12,000 5.49 24 259,400 270,000 10,600 4.09 72 251,800 262,000 10,200 4.05

25 220,000 232,000 12,000 5.45 25 260,400 271,000 10,600 4.07 73 252,100 262,300 10,200 4.05

26 221,700 233,700 12,000 5.41 26 261,300 271,900 10,600 4.06 74 252,400 262,600 10,200 4.04

27 223,000 235,000 12,000 5.38 27 262,200 272,700 10,500 4.00 75 252,700 262,900 10,200 4.04

28 224,300 236,300 12,000 5.35 28 263,100 273,600 10,500 3.99 76 253,000 263,200 10,200 4.03

29 225,600 237,600 12,000 5.32 29 263,900 274,400 10,500 3.98 77 253,300 263,500 10,200 4.03

30 226,700 238,700 12,000 5.29 30 264,700 275,200 10,500 3.97 78 253,600 263,800 10,200 4.02

31 227,800 239,800 12,000 5.27 31 265,500 276,000 10,500 3.95 79 253,900 264,100 10,200 4.02

32 228,900 240,900 12,000 5.24 32 266,300 276,700 10,400 3.91 80 254,200 264,400 10,200 4.01

33 230,000 242,000 12,000 5.22 33 267,000 277,400 10,400 3.90 81 254,500 264,700 10,200 4.01

34 231,100 242,900 11,800 5.11 34 267,800 278,200 10,400 3.88 82 254,800 265,000 10,200 4.00

35 232,200 243,800 11,600 5.00 35 268,600 279,000 10,400 3.87 83 255,100 265,300 10,200 4.00

36 233,300 244,800 11,500 4.93 36 269,300 279,600 10,300 3.82 84 255,400 265,600 10,200 3.99

37 234,400 245,800 11,400 4.86 37 270,000 280,300 10,300 3.81 85 255,700 265,900 10,200 3.99

38 235,400 246,700 11,300 4.80 38 270,800 281,100 10,300 3.80 86 256,000 266,200 10,200 3.98

39 236,400 247,600 11,200 4.74 39 271,600 281,800 10,200 3.76 87 256,300 266,500 10,200 3.98

40 237,300 248,400 11,100 4.68 40 272,300 282,500 10,200 3.75 88 256,600 266,800 10,200 3.98

41 238,200 249,200 11,000 4.62 41 273,000 283,200 10,200 3.74 89 256,900 267,100 10,200 3.97

42 239,100 249,900 10,800 4.52 42 273,800 283,900 10,100 3.69 90 257,200 267,400 10,200 3.97

43 239,900 250,500 10,600 4.42 43 274,600 284,600 10,000 3.64 91 257,500 267,700 10,200 3.96

44 240,700 251,100 10,400 4.32 44 275,300 285,300 10,000 3.63 92 257,800 268,000 10,200 3.96

45 241,400 251,800 10,400 4.31 45 276,000 286,000 10,000 3.62 93 258,100 268,300 10,200 3.95

46 242,000 252,400 10,400 4.30 46 276,700 286,600 9,900 3.58

47 242,600 253,000 10,400 4.29 47 277,400 287,300 9,900 3.57

48 243,200 253,600 10,400 4.28 48 278,100 287,900 9,800 3.52

資　料

号

１級

号

２級

行政職給料表新旧切替表

号

１級

号

２級

資 料
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議案第６号

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

一般職の職員の給与改定が実施されることに伴い、特別職の職員の期末手当につ

いても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（案）

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年泉大津市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

第４条の２第２項中「１００分の２２７．５」を「、６月に支給する場合には

１００分の２２７．５、１２月に支給する場合には１００分の２３２．５」に改

める。

第２条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第４条の２第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２２７．５、１２

月に支給する場合には１００分の２３２．５」を「１００分の２３０」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月

１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例（次項において

「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から適用する。

（期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の特別職

の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和７年１２月に支給された期末手

当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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（参 考）

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（案）要綱

本条例（案）は、一般職の職員の給与改定が実施されることに伴い、特別職の職

員の期末手当についても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものであるこ

と。

１ 期末手当の改定

⑴ 令和７年１２月期の期末手当の支給割合を次の表のとおり引き上げるもので

あること。（第１条の規定による第４条の２第２項関係）

令和７年度 改定後 改定前

６月期 １００分の２２７．５ １００分の２２７．５

１２月期 １００分の２３２．５ １００分の２２７．５

計 １００分の４６０ １００分の４５５

⑵ 令和８年度以降の期末手当の支給割合を次の表のとおり改定するものである

こと。（第２条の規定による第４条の２第２項関係）

令和８年度以降 改定後 改定前

６月期 １００分の２３０ １００分の２２７．５

１２月期 １００分の２３０ １００分の２３２．５

計 １００分の４６０ １００分の４６０

２ 附則に関する事項

⑴ 施行期日等

ア この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。ただし、１の

⑵は、令和８年４月１日から施行するものであること。（改正条例附則第１項）

イ １の⑴による改正後の特別職の職員の給与に関する条例（⑵において「改

正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から適用するものであ

ること。（改正条例附則第２項）
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⑵ 期末手当の内払

改正後の条例の規定を適用する場合には、１の⑴による改正前の特別職の職

員の給与に関する条例の規定に基づいて令和７年１２月期分として支給された

期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなすものであるこ

と。（改正条例附則第３項）
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特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表

第１ 特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条関係）

改 正 案 現 行

（期末手当の額等）

第４条の２ （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に、６月に支給する場合には１００

分の２２７．５、１２月に支給する

場合には１００分の２３２．５を乗

じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。

⑴～⑷ （略）

３及び４ （略）

（期末手当の額等）

第４条の２ （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に１００分の２２７．５を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とす

る。

⑴～⑷ （略）

３及び４ （略）

第２ 特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条関係）

改 正 案 現 行

（期末手当の額等）

第４条の２ （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に１００分の２３０を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。

（期末手当の額等）

第４条の２ （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に、６月に支給する場合には１００

分の２２７．５、１２月に支給する

場合には１００分の２３２．５を乗

じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間
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改 正 案 現 行

⑴～⑷ （略）

３及び４ （略）

の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。

⑴～⑷ （略）

３及び４ （略）
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議案第７号

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正の件

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

一般職の職員の給与改定が実施されることに伴い、議会の議員の期末手当につい

ても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例（案）

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年泉大津市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「１００分の２２７．５」を「、６月に支給する場合には１０

０分の２２７．５、１２月に支給する場合には１００分の２３２．５」に改める。

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。

第４条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２２７．５、１２月に

支給する場合には１００分の２３２．５」を「１００分の２３０」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月

１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例（次項において「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から

適用する。

（期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和７年１２月に

支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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（参 考）

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例（案）要綱

本条例（案）は、一般職の職員の給与改定が実施されることに伴い、議会の議員

の期末手当についても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものであること。

１ 期末手当の改定

⑴ 令和７年１２月期の期末手当の支給割合を次の表のとおり引き上げるもので

あること。（第１条の規定による第４条第２項関係）

令和７年度 改定後 改定前

６月期 １００分の２２７．５ １００分の２２７．５

１２月期 １００分の２３２．５ １００分の２２７．５

計 １００分の４６０ １００分の４５５

⑵ 令和８年度以降の期末手当の支給割合を次の表のとおり改定するものである

こと。（第２条の規定による第４条第２項関係）

令和８年度以降 改定後 改定前

６月期 １００分の２３０ １００分の２２７．５

１２月期 １００分の２３０ １００分の２３２．５

計 １００分の４６０ １００分の４６０

２ 附則に関する事項

⑴ 施行期日等

ア この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。ただし、１の

⑵は、令和８年４月１日から施行するものであること。（改正条例附則第１項）

イ １の⑴による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（⑵において「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から

適用するものであること。（改正条例附則第２項）

⑵ 期末手当の内払

改正後の条例の規定を適用する場合には、１の⑴による改正前の議会の議員
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の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和７年１２月期分

として支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみ

なすものであること。（改正条例附則第３項）
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議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

新旧対照表

第１ 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表

（第１条関係）

改 正 案 現 行

（期末手当）

第４条 （略）

２ 期末手当の額は、それぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡したもの

にあっては、退職し、又は死亡した

日現在）において前項に規定する者

が受けるべき議員報酬の月額及びそ

の議員報酬の月額に１００分の２０

を乗じて得た額の合計額に、６月に

支給する場合には１００分の２２

７．５、１２月に支給する場合には

１００分の２３２．５を乗じて得た

額に基準日以前６箇月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。こ

の場合において、任期満了の日又は

議会の解散による任期終了の日に在

職した議長、副議長及び議員で当該

任期満了又は議会の解散による選挙

により再び議員となったものの受け

る当該期末手当に係る在職期間の計

算については、これらの者は引き続

（期末手当）

第４条 （略）

２ 期末手当の額は、それぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡したもの

にあっては、退職し、又は死亡した

日現在）において前項に規定する者

が受けるべき議員報酬の月額及びそ

の議員報酬の月額に１００分の２０

を乗じて得た額の合計額に１００分

の２２７．５を乗じて得た額に基準

日以前６箇月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、任期満了の日又は議会の解

散による任期終了の日に在職した議

長、副議長及び議員で当該任期満了

又は議会の解散による選挙により再

び議員となったものの受ける当該期

末手当に係る在職期間の計算につい

ては、これらの者は引き続き議員の

職にあったものとする。
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改 正 案 現 行

き議員の職にあったものとする。

⑴～⑷ （略）

３ （略）

⑴～⑷ （略）

３ （略）

第２ 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表

（第２条関係）

改 正 案 現 行

（期末手当）

第４条 （略）

２ 期末手当の額は、それぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡したもの

にあっては、退職し、又は死亡した

日現在）において前項に規定する者

が受けるべき議員報酬の月額及びそ

の議員報酬の月額に１００分の２０

を乗じて得た額の合計額に１００分

の２３０を乗じて得た額に基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。この場合におい

て、任期満了の日又は議会の解散に

よる任期終了の日に在職した議長、

副議長及び議員で当該任期満了又は

議会の解散による選挙により再び議

員となったものの受ける当該期末手

当に係る在職期間の計算について

（期末手当）

第４条 （略）

２ 期末手当の額は、それぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡したもの

にあっては、退職し、又は死亡した

日現在）において前項に規定する者

が受けるべき議員報酬の月額及びそ

の議員報酬の月額に１００分の２０

を乗じて得た額の合計額に、６月に

支給する場合には１００分の２２

７．５、１２月に支給する場合には

１００分の２３２．５を乗じて得た

額に基準日以前６箇月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。こ

の場合において、任期満了の日又は

議会の解散による任期終了の日に在

職した議長、副議長及び議員で当該

任期満了又は議会の解散による選挙
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改 正 案 現 行

は、これらの者は引き続き議員の職

にあったものとする。

⑴～⑷ （略）

３ （略）

により再び議員となったものの受け

る当該期末手当に係る在職期間の計

算については、これらの者は引き続

き議員の職にあったものとする。

⑴～⑷ （略）

３ （略）
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議案第８号

泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部改正の件

泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

一般職の職員の扶養手当の支給の対象となる扶養親族が見直されたことに伴い、

水道企業職員の扶養手当についても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うも

のである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年泉大津市

条例第５号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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（参 考）

泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例（案）要綱

本条例（案）は、一般職の職員の扶養手当の支給の対象となる扶養親族が見直さ

れたことに伴い、水道企業職員の扶養手当についても適切な措置を講ずるため、所

要の改正を行うものであること。

１ 改正内容

扶養手当について、一般職の職員の給与制度に準じて、配偶者に係る扶養手当

を廃止するものであること。（第５条関係）

２ 施行期日

この条例（案）は、令和８年４月１日から施行するものであること。
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泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（扶養手当）

第５条 扶養手当は、扶養親族のある

職員に対して支給する。

２ 扶養手当の支給については、次の

各号に掲げる者で他に生計の途がな

く主としてその職員の扶養を受けて

いるものを扶養親族とする。

⑴ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子

⑵ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある孫

⑶ 満６０歳以上の父母及び祖父母

⑷ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある弟妹

⑸ 身体又は精神に著しい障がいの

ある者

（扶養手当）

第５条 扶養手当は、扶養親族のある

職員に対して支給する。

２ 扶養手当の支給については、次の

各号に掲げる者で他に生計の途がな

く主としてその職員の扶養を受けて

いるものを扶養親族とする。

⑴ 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）

⑵ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子

⑶ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある孫

⑷ 満６０歳以上の父母及び祖父母

⑸ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある弟妹

⑹ 身体又は精神に著しい障がいの

ある者
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議案第９号

泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部改正の件

泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

一般職の職員の扶養手当の支給の対象となる扶養親族が見直されたことに伴い、

病院企業職員の扶養手当についても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うも

のである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２５年泉大津市

条例第２４号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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（参 考）

泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例（案）要綱

本条例（案）は、一般職の職員の扶養手当の支給の対象となる扶養親族が見直さ

れたことに伴い、病院企業職員の扶養手当についても適切な措置を講ずるため、所

要の改正を行うものであること。

１ 改正内容

扶養手当について、一般職の職員の給与制度に準じて、配偶者に係る扶養手当

を廃止するものであること。（第５条関係）

２ 施行期日

この条例（案）は、令和８年４月１日から施行するものであること。
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泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（扶養手当）

第５条 扶養手当は、扶養親族のある

職員に対して支給する。

２ 扶養手当の支給については、次の

各号に掲げる者で他に生計の途がな

く主としてその職員の扶養を受けて

いるものを扶養親族とする。

⑴ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子

⑵ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある孫

⑶ 満６０歳以上の父母及び祖父母

⑷ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある弟妹

⑸ 身体又は精神に著しい障がいの

ある者

（扶養手当）

第５条 扶養手当は、扶養親族のある

職員に対して支給する。

２ 扶養手当の支給については、次の

各号に掲げる者で他に生計の途がな

く主としてその職員の扶養を受けて

いるものを扶養親族とする。

⑴ 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）

⑵ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子

⑶ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある孫

⑷ 満６０歳以上の父母及び祖父母

⑸ 満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある弟妹

⑹ 身体又は精神に著しい障がいの

ある者
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議案第１０号

泉大津市介護保険条例の一部改正の件

泉大津市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部が改正されたことに伴い、

令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額及び基準の特例について定める必要

がある。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市介護保険条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市介護保険条例（平成１２年泉大津市条例第９号）の一部を次のように改

正する。

附則に次の２条を加える。

令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例

第１３条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料

を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による

市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者

（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されてい

る者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）

のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等

（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５

５１，０００円以上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度におけ

る保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第

９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第

１５号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金

額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第

３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を

下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の

同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた

− 135 −



額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満

である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１

２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除

して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所

得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定

によって計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法に

よる特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下同じ。）」とする。

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１９０万円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６

号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、

第１３号ア、第１４号ア及び第１５号に係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条
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第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあ

るのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によ

って計算した金額に６５万円から令和７年給与所得控除額を控除して得た額を加

えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」と

する。

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）

第１４条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び

全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に

掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の

地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除

く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日に

おいて当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同法第２９４条第３

項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者

を含む。）

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円

未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合
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イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，００

０円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た

額が１０万円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１９０万円未

満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得

税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による

改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額とし

て、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給

与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円

未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準

に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下であ

る場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，００

０円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める

基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が１０万円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１９０万円未

満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に

従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額

を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた

別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た

額以下である場合

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項
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の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、

かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１

号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者と

みなす。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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（参 考）

泉大津市介護保険条例の一部を改正する条例（案）

要綱

本条例（案）は、介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、令和８年度

の保険料率の算定に関する所得の額及び基準の特例について定めるものであること。

１ 改正内容

令和７年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応

するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を５５万円から６５万円に

１０万円引き上げる見直し（以下「令和７年度見直し」という。）が行われたこと

に伴い、介護保険法施行令において、介護保険の第１号保険料の標準段階を判定

する際に、令和７年度見直しの影響により第１号保険料の標準段階が変わりうる

第１号被保険者については、令和７年度見直し前と同様の判定となるよう、保険

料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特例並びに保険料率の算定に関す

る市町村民税世帯非課税者及び市町村民税が課されていない者の基準の特例が設

けられたことを踏まえ、本市条例においても同様の規定を定めるものであること。

（附則第１３条及び第１４条関係）

２ 施行期日

この条例（案）は、令和８年４月１日から施行するものであること。
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泉大津市介護保険条例新旧対照表

改 正 案 現 行

附 則

第１条～第１２条 （略）

（令和８年度の保険料率の算定に関す

る所得の額の算定方法の特例）

第１３条 第１号被保険者（令和８年

度分の保険料の賦課期日において当

該保険料を賦課する市町村に住所を

有しない者を除き、同年度分の地方

税法の規定による市町村民税の賦課

期日において当該保険料を賦課する

市町村に住所を有する者（同法第２

９４条第３項の規定により当該市町

村の住民基本台帳に記録されている

者とみなされた者を含む。）に限る。

以下この条及び次条第１項において

同じ。）のうち、令和７年の合計所得

金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等（所得税法第２８

条第１項に規定する給与等をいう。

以下同じ。）の収入金額が５５１，０

００円以上６５１，０００円未満で

ある者に限る。）の令和８年度におけ

る保険料率の算定についての第４条

第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１

１号ア、第１２号ア、第１３号ア、

附 則

第１条～第１２条 （略）
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改 正 案 現 行

第１４号ア及び第１５号に係る部分

に限る。）の規定の適用については、

同項第６号ア中「地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金

額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３

４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２

第１項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零と

する。以下同じ。）」とあるのは、「合

計所得金額（地方税法第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金

額をいい、当該合計所得金額に所得

税法第２８条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該

給与所得の金額については、同条第

２項の規定によって計算した金額に

令和７年中の同条第１項に規定する

給与等の収入金額から５５万円を控

除して得た額を加えた額によるもの
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改 正 案 現 行

とし、租税特別措置法による特別控

除の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項

に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を

下回る場合には、零とする。以下同

じ。）」とする。

２ 第１号被保険者のうち、令和７年

の合計所得金額に給与所得が含まれ

ている者（同年中の給与等の収入金

額が６５１，０００円以上１，６１

９，０００円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算

定についての第４条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号

ア、第１０号ア、第１１号ア、第１

２号ア、第１３号ア、第１４号ア及

び第１５号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第６号ア

中「地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３
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改 正 案 現 行

５条の３第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第２２条の２第２項に

規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下

回る場合には、零とする。以下同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額

（地方税法第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第２項の規定

によって計算した金額に１０万円を

加えた額によるものとし、租税特別

措置法による特別控除の適用がある

場合には、当該合計所得金額から令

第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下同じ。）」とす

る。

３ 第１号被保険者のうち、令和７年

の合計所得金額に給与所得が含まれ

ている者（同年中の給与等の収入金

額が１，６１９，０００円以上１９

０万円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定につ
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改 正 案 現 行

いての第４条第１項（第６号ア、第

７号ア、第８号ア、第９号ア、第１

０号ア、第１１号ア、第１２号ア、

第１３号ア、第１４号ア及び第１５

号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第６号ア中「地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし、

当該合計所得金額が零を下回る場合

には、零とする。以下同じ。）」とあ

るのは、「合計所得金額（地方税法第

２９２条第１項第１３号に規定する

合計所得金額をいい、当該合計所得

金額に所得税法第２８条第１項に規

定する給与所得が含まれている場合

には、当該給与所得の金額について

は、同条第２項の規定によって計算
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改 正 案 現 行

した金額に６５万円から令和７年給

与所得控除額を控除して得た額を加

えた額によるものとし、租税特別措

置法による特別控除の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、

零とする。以下同じ。）」とする。

（令和８年度の保険料率の算定に関す

る基準の特例）

第１４条 第１号被保険者の令和８年

度における保険料率の算定について

の第４条第１項の規定の適用につい

ては、当該第１号被保険者の属する

世帯の世帯主及び全ての世帯員のう

ちに、第１号に掲げる者に該当し、

かつ、第２号又は第３号に掲げる者

のいずれかに該当する者があるとき

は、当該該当する者は、同年度分の

地方税法の規定による市町村民税が

課されている者とみなす。

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与

所得が含まれている者（令和８年

度分の保険料の賦課期日において

当該保険料を賦課する市町村に住

所を有しない者を除く。）であっ

て、令和８年度分の地方税法の規
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改 正 案 現 行

定による市町村民税の賦課期日に

おいて当該保険料を賦課する市町

村に住所を有するもの（同法第２

９４条第３項の規定により当該市

町村の住民基本台帳に記録されて

いる者とみなされた者を含む。）

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２

号に掲げる者に該当し、かつ、令

和８年度分の同法の規定による市

町村民税が課されていない者で

あって、次のアからウまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金

額が５５１，０００円以上６５

１，０００円未満であり、か

つ、１３５万円から同年の合計

所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から

５５万円を控除して得た額以下

である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金

額が６５１，０００円以上１，

６１９，０００円未満であり、

かつ、１３５万円から同年の合

計所得金額を控除して得た額が

１０万円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金

額が１，６１９，０００円以上
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改 正 案 現 行

１９０万円未満であり、かつ、

１３５万円から同年の合計所得

金額を控除して得た額が、６５

万円から、同年中の給与等の収

入金額から当該給与等の収入金

額を所得税法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１３

号）第１条の規定による改正前

の所得税法別表第５（以下「別

表第５」という。）の給与等の金

額として、別表第５により当該

金額に応じて求めた別表第５の

給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額を控除して得

た額以下である場合

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号

に掲げる者に該当せず、かつ、令

和８年度分の同法の規定による市

町村民税が課されていない者で

あって、次のアからウまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金

額が５５１，０００円以上６５

１，０００円未満であり、か

つ、地方税法第２９５条第３項

に規定する政令で定める基準に

従い当該市町村の条例で定める

金額から同年の合計所得金額を
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改 正 案 現 行

控除して得た額が、同年中の給

与等の収入金額から５５万円を

控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金

額が６５１，０００円以上１，

６１９，０００円未満であり、

かつ、地方税法第２９５条第３

項に規定する政令で定める基準

に従い当該市町村の条例で定め

る金額から同年の合計所得金額

を控除して得た額が１０万円以

下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金

額が１，６１９，０００円以上

１９０万円未満であり、かつ、

地方税法第２９５条第３項に規

定する政令で定める基準に従い

当該市町村の条例で定める金額

から同年の合計所得金額を控除

して得た額が、６５万円から、

同年中の給与等の収入金額から

当該給与等の収入金額を別表第

５の給与等の金額として、別表

第５により当該金額に応じて求

めた別表第５の給与所得控除後

の給与等の金額を控除して得た

額を控除して得た額以下である

場合
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改 正 案 現 行

２ 第１号被保険者の令和８年度にお

ける保険料率の算定についての第４

条第１項の規定の適用については、

当該第１号被保険者が前項第１号に

掲げる者に該当し、かつ、同項第２

号又は第３号に掲げる者のいずれか

に該当するときは、当該第１号被保

険者は、同年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されている者

とみなす。
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議案第１１号

泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件

泉大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

子ども・子育て支援金制度の創設及び国民健康保険法施行令及び国民健康保険の

国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令（令和８年政令第２号）の

公布に伴い、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の改正により新た

に設けられた子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための子ども・

子育て支援納付金賦課額、賦課割合及び賦課限度額の設定等について定めるととも

に、低所得世帯に対し講じている国民健康保険料の軽減措置に係る賦課限度額及び

軽減措置対象世帯の所得判定基準の金額について、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（案）

泉大津市国民健康保険条例（令和５年泉大津市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。

目次中「第４８条」を「第５４条」に、「第４９条」を「第５５条」に、「第５０

条―第５３条」を「第５６条―第５９条」に改める。

第１１条第１項を次のように改める。

保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

⑴ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法

施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「施行令」という。）第２９条の７第

１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）

⑵ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額

（施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をい

う。以下同じ。）

⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（施行令第２９条の７第１項

第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した

介護納付金賦課額（施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦

課額をいう。以下同じ。）

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦

課額（施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金

賦課額をいう。以下同じ。）

第１２条中「第３８条、第４０条及び第４１条」を「第４３条、第４５条及び第

４６条」に改め、同条第１号イ中「、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援

金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び」を「及び高齢者医療確保法の規定

による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）、」に改め、「介護納

付金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号
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カ中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に

改め、同条第２号中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援

金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

第１４条第１項中「第３８条第１項第１号」を「第４３条第１項第１号」に、「第

３８条に」を「第４３条に」に改める。

第１５条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。

第２０条中「国民健康保険法施行令」を「施行令」に改める。

第２１条中「第３８条、第４０条及び第４１条」を「第４３条、第４５条及び第

４６条」に改め、同条第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。

第２４条第１項第３号中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特定継続世

帯」に改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。

第２９条中「国民健康保険法施行令」を「施行令」に改める。

第３０条中「第３８条及び第４１条」を「第４３条及び第４６条」に改め、同条

第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。

第３３条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。

第３４条中「国民健康保険法施行令」を「施行令」に改める。

第５３条第２項中「発付」を「発布」に改め、同条を第５９条とする。

第５２条を第５８条とし、第５１条を第５７条とし、第５０条を第５６条とする。

第７章中第４９条を第５５条とする。

第６章中第４８条を第５４条とし、第４４条から第４７条までを６条ずつ繰り下

げる。
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第４３条ただし書中「第４７条」を「第５３条」に改め、同条を第４９条とする。

第４２条を第４８条とし、同条の前に次の１条を加える。

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割

額の減額）

第４７条 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合におけ

る当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額は、第３８条の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に相当する額（第４３条第５項、第４５条第４項の規定により

読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により読み替えられた同条

第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１

０項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未

満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の

額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。

２ 第３８条第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場

合において、第３８条第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替え

るものとする。

第４１条第１項中「国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第８号」を「施行

令第２９条の７第６項第８号」に、「第５項に」を「第６項に」に改め、同項第１号

中「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改め、同条中第９項を第１

１項とし、同項の前に次の 項を加える。

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及

び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１３条」とあるのは「第３６条」と、「第

２０条」とあるのは「第３９条」と、「第４３条第１項各号」とあるのは「第４３

条第５項各号」と、第７項中「第１５条第２項」とあるのは「第３８条第２項」

と読み替えるものとする。

第４１条第８項中「第５項及び第６項」を「第６項及び第７項」に、「第５項中」
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を「第６項中」に改め、「第３４条」と」の次に「、「第４３条第１項各号」とある

のは「第４３条第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、

「第６項中」を「第７項中」に、「第１５条」を「第１５条第２項」に、「第３３条」

を「第３３条第２項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「第５項」を

「第６項」に改め、「第２９条」と」の次に「、「第４３条第１項各号」とあるのは

「第４３条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、「第６

項」を「第７項」に、「第１５条」を「第１５条第２項」に、「第２４条」を「第２

４条第２項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項を同条第７項とし、同条

第５項各号列記以外の部分中「第３８条」を「第４３条」に改め、同項第２号中「第

３８条第１項各号」を「第４３条第１項各号」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第４項の次に次の１項を加える。

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子

育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び

１８歳以上被保険者均等割」と、「第１３条」とあるのは「第３６条」と、「第２

０条」とあるのは「第３９条」と、第２項中「第１５条第２項」とあるのは「第

３８条第２項」と読み替えるものとする。

第４１条を第４６条とする。

第４０条第１項中「１円未満の端数があるときは、これを切り上げる」を「第１

５条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする」に、「第４項」を「第

５項」に改め、同条第２項中「第１５条第２項」を「第１５条第３項」に改め、同

条第３項中「第１５条第２項」を「第１５条第３項」に、「第２４条第２項」を「第

２４条第３項」に改め、同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、「後期高齢者

支援金等賦課額」と」の次に「、「第４３条第１項各号」とあるのは「第４３条第３

項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、「第１５条」とあるの

は「第２４条」を「第１５条の」とあるのは「第２４条の」と、「第１５条第２項」

とあるのは「第２４条第２項」に、「第５項」を「第６項」に、「第１５条第２項」

を「第１５条第３項」に、「第２４条第２項」を「第２４条第３項」に改め、同項を

同条第７項とし、同条第５項中「第１５条第２項」を「第１５条第３項」に改め、

同項を同条第６項とし、同条第４項各号列記以外の部分中「第３８条」を「第４３
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条」に改め、同項第１号中「第３８条第１項各号」を「第４３条第１項各号」に、

「１円未満の端数があるときは、これを切り上げる」を「第１５条第２項の規定に

より端数の切上げを行った後の額とする」に改め、同項第２号中「１円未満の端数

があるときは、これを切り上げる」を「第１５条第２項の規定により端数の切上げ

を行った後の額とする」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１

項を加える。

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子

育て支援納付金賦課額」と、「第１５条」とあるのは「第３８条」と、第２項中「第

１５条第３項」とあるのは「第３８条第３項」と読み替えるものとする。

第４０条に次の１項を加える。

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子

育て支援納付金賦課額」と、「第４３条第１項各号」とあるのは「第４３条第５項

各号」と、「第１５条の」とあるのは「第３８条の」と、「第１５条第２項」とあ

るのは「第３８条第２項」と、第６項中「第１５条第３項」とあるのは「第３８

条第３項」と読み替えるものとする。

第４０条を第４５条とする。

第３９条第１項中「及び前条第１項」を「、第２３条、第３２条及び第３７条並

びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。）及び同条第５項」に改め、同条を第４４条とする。

第３８条第１項第１号中「第３号」の次に「並びに第５項」を加え、同項第２号

中「３０５，０００円」を「、施行令第２９条の７第６項第３号ロの規定において

被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額」に改

め、同項第３号中「５６万円」を「、施行令第２９条の７第６項第３号ハの規定に

おいて被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額」

に改め、同条第２項中「第１５条第２項」を「第１５条第２項及び第３項」に改め、

同条に次の２項を加える。

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額は、第３６条の子ども・子育て支援納付金賦課額から、
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それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第３９

条に規定する額を超える場合には、その額）とする。

⑴ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とを合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に１０分の７を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額

⑵ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に、施行令第２９条の７第６項第３号ロの規定にお

いて被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金

額に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの
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数を乗じて得た額とを合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に１０分の５を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額

⑶ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に、施行令第２９条の７第６項第３号ハの規定にお

いて被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金

額に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とを合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に１０分の２を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等

割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額

６ 第３８条第２項及び第３項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額（前項に

規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽減額及び第３号の１

人当たり軽減額）の決定について準用する。この場合において、第３８条第２項

及び第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」（第１号の１人当たり軽減額、

第２号の１人当たり軽減額及び第３号の１人当たり軽減額）と読み替えるものと

する。
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第３８条を第４３条とする。

第３７条第１項中「国民健康保険法施行令」を「施行令」に、「、第２２条」を「若

しくは第２２条」に改め、「第３１条」の次に「若しくは第３６条」を加え、「第３

８条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める額」を「第４３条第１項各号（同条第３項又は第

４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額

若しくは同条第５項各号に定める額」に、「第４０条第１項（同条第３項」を「第４

５条第１項（同条第３項又は第４項」に改め、「第１５条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第４０条第４項第１

号（同条第６項」を「同条第５項（同条第７項又は第８項」に、「第４１条第１項各

号（同条第３項又は第４項」を「第４６条第１項各号（同条第３項から第５項まで」

に、「若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。）に定める額」を「、同条第６項各号（同条第

８項から第１０項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額若しくは第４７条第１項に定める額」に改め、同条第２項中「若

しくは第２２条の額若しくは第３１条の額」を「、第２２条、第３１条若しくは第

３６条の額」に、「第３８条第１項各号に定める額」を「第４３条第１項各号に定め

る額若しくは同条第５項各号に定める額」に、「第４０条第１項」を「第４５条第１

項」に改め、「第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分

の５を乗じて得た」を削り、「第４０条第４項第１号」を「同条第５項」に、「第４

１条第１項各号」を「第４６条第１項各号」に、「若しくは同条第５項各号に定める

額」を「、同条第６項各号に定める額若しくは第４７条第１項に定める額」に改め、

同条を第４２条とする。

第３６条を第４１条とし、第３５条を第４０条とし、第３４条の次に次の５条を

加える。

（子ども・子育て支援納付金賦課総額）

第３５条 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第４３条、第

４５条、第４６条及び第４７条の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を

減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額

（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の
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見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国

民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額

イ 第４７条に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を

受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに

限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３

の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

（子ども・子育て支援納付金賦課額）

第３６条 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に

属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額に、

当該世帯に属する１８歳以上被保険者（施行令第２９条の７第５項第３号に規定

する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者

均等割額の総額を加算した額とする。

２ 前項の場合において、同項の子ども・子育て支援納付金賦課額に１円未満の端

数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定）

第３７条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に

係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）

第３８条 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

⑴ 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保
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険料率における所得割の率

⑵ 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦

課額の保険料率における被保険者均等割の額

⑶ １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支

援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の額

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。

３ 市長は第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければ

ならない。

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額）

第３９条 第３６条の子ども・子育て支援納付金賦課額は、各年度において法第８

２条の３第３項の規定による通知が行われた日において施行されていた施行令第

２９条の７第５項第１０号に掲げる額を超えることができない。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例による改正後の泉大津市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定は、令和８年度以後の年度分の保険料について適用し、令和７年

度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

第３条 前条の規定による改正後の条例第３９条の規定は、令和９年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和８年度分の保険料については、第３９条中「各

年度において法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日において施行

されていた施行令第２９条の７第５項第１０号に掲げる額」とあるのは「施行令

第２９条の７第５項第１０号に掲げる額」と読み替えるものとする。
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（参 考）

泉大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（案）要綱

本条例（案）は、子ども・子育て支援金制度の創設及び国民健康保険法施行令及

び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令の公布に

伴い、子ども・子育て支援法の改正により新たに設けられた子ども・子育て支援納

付金の納付に要する費用に充てるための子ども・子育て支援納付金賦課額、賦課割

合及び賦課限度額の設定等について定めるとともに、低所得世帯に対し講じている

国民健康保険料（以下「保険料」という。）の軽減措置に係る賦課限度額及び軽減措

置対象世帯の所得判定基準の金額について、所要の改正を行うものであること。

１ 改正内容

⑴ 保険料の賦課額

子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、保険料の賦課額に子ども・子育て

支援納付金賦課額を加え、保険料の賦課額は被保険者である世帯主及びその世

帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額

並びに介護納付金賦課被保険者につき算定した介護納付金賦課額及び被保険者

につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額の合算額とするものであるこ

と。（第１１条関係）

⑵ 基礎賦課総額の算定

子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、基礎賦課総額の算定における国民

健康保険事業費納付金の見込額及びその他国民健康保険事業に要する費用のた

めの収入の見込額から、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用及び費

用に係る収入を除くこととするものであること。（第１２条関係）

⑶ 子ども・子育て支援納付金賦課総額

子ども・子育て支援納付金賦課総額は、子ども・子育て支援納付金の納付に

要する費用の見込額から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る

収入の見込額を控除した額を基準として算定した額とするものであること。（第

３５条関係）
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⑷ 子ども・子育て支援納付金賦課額

子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯に属する１

８歳以上被保険者につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の合計額とする

ものであること。（第３６条関係）

⑸ 子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定

所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控

除後の総所得金額等に、所得割の保険料率を乗じて算定するものであること。

（第３７条関係）

⑹ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率

ア 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとするもので

あること。（第３８条第１項関係）

ア 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率における所得割の率

イ 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付

金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

ウ １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育

て支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の額

イ 保険料率を決定する場合の端数の取扱い及び保険料率を決定したときの告

示について定めるものであること。（第３８条第２項及び第３項関係）

⑺ 子ども・子育て支援納付金賦課限度額

子ども・子育て支援納付金賦課限度額は、各年度において国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日

において施行されていた国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。

以下「施行令」という。）第２９条の７第５項第１０号に掲げる額を超えること

ができないものとするものであること。（第３９条関係）

⑻ 低所得者の保険料の減額措置の見直し

ア 低所得者の保険料の減額に係る所得判定基準について、次のとおり改める

ものであること。（第４３条第１項関係）
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区 分 改 正 案 現 行

５ 割

軽 減

基準額

基礎控除額（４３万円）

＋施行令第２９条の７第６項第

３号ロの規定において被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数に乗じることとされた

金額×被保険者数

＋（給与所得者等の数－１）

×１０万円

基礎控除額（４３万円）

＋３０．５万円×被保険者数

＋（給与所得者等の数－１）

×１０万円

２ 割

軽 減

基準額

基礎控除額（４３万円）

＋施行令第２９条の７第６項第

３号ハの規定において被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数に乗じることとされた

金額×被保険者数

＋（給与所得者等の数－１）

×１０万円

基礎控除額（４３万円）

＋５６万円×被保険者数

＋（給与所得者等の数－１）

×１０万円

イ 子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、子ども・子育て支援納付金賦課

額に係る低所得者の保険料を減額する際に用いる所得判定基準及び減額する

額等を定めるものであること。（第４３条第５項及び第６項関係）

⑼ 未就学児の被保険者均等割額の減額

子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る未就学児の被保険者均等割額を減額する際に用いる所得判定基準及び減

額する額等を定めるものであること。（第４５条第４項及び第８項関係）

⑽ 出産被保険者の保険料の減額

子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る出産被保険者の保険料を減額する際に用いる所得判定基準及び減額する

額等を定めるものであること。（第４６条第５項及び第１０項関係）

⑾ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均

等割額の減額

１８歳未満被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等
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割額は、子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率から、

当該保険料率に相当する額を控除することとするものであること。（第４７条

関係）

⑿ その他所要の規定の整備を行うものであること。

２ 附則に関する事項

⑴ 施行期日

この条例（案）は、令和８年４月１日から施行するものであること。（改正条

例附則第１条）

⑵ 経過措置

この条例（案）の施行に関し、所要の経過規定を定めるものであること。（改

正条例附則第２条及び第３条）
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泉大津市国民健康保険条例新旧対照表

改 正 案 現 行

目次

第１章～第５章 （略）

第６章 保険料（第１０条―第５４

条）

第７章 雑則（第５５条）

第８章 罰則（第５６条―第５９条）

附則

第６章 保険料

（保険料の賦課額）

第１１条 保険料の賦課額は、次に掲

げる額の合算額とする。

⑴ 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した基礎賦課額（国民

健康保険法施行令（昭和３３年政

令第３６２号。以下「施行令」と

いう。）第２９条の７第１項第１号

に規定する基礎賦課額をいう。以

下同じ。）

⑵ 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した後期高齢者支援金

等賦課額（施行令第２９条の７第

１項第２号に規定する後期高齢者

支援金等賦課額をいう。以下同

じ。）

⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付

金賦課被保険者（施行令第２９条

目次

第１章～第５章 （略）

第６章 保険料（第１０条―第４８

条）

第７章 雑則（第４９条）

第８章 罰則（第５０条―第５３条）

附則

第６章 保険料

（保険料の賦課額）

第１１条 保険料の賦課額は、世帯主

の世帯に属する被保険者につき算定

した基礎賦課額（国民健康保険法施

行令（昭和３３年政令第３６２号）

第２９条の７第１項第１号に規定す

る基礎賦課額をいう。以下同じ。）及

び後期高齢者支援金等賦課額（同項

第２号に規定する後期高齢者支援金

等賦課額をいう。以下同じ。）並びに

介護納付金賦課被保険者（同項第３

号に規定する介護納付金賦課被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定し

た介護納付金賦課額（同項第３号に

規定する介護納付金賦課額をいう。

以下同じ。）の合算額とする。
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改 正 案 現 行

の７第１項第３号に規定する介護

納付金賦課被保険者をいう。以下

同じ。）につき算定した介護納付金

賦課額（施行令第２９条の７第１

項第３号に規定する介護納付金賦

課額をいう。以下同じ。）

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した子ども・子育て支

援納付金賦課額（施行令第２９条

の７第１項第４号に規定する子ど

も・子育て支援納付金賦課額をい

う。以下同じ。）

２ （略）

（基礎賦課総額）

第１２条 保険料の賦課額のうち基礎

賦課額（第４３条、第４５条及び第

４６条の規定により基礎賦課額を減

額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）

の総額は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額

とする。

⑴ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 国民健康保険事業費納付金

（法附則第７条の規定により読

２ （略）

（基礎賦課総額）

第１２条 保険料の賦課額のうち基礎

賦課額（第３８条、第４０条及び第

４１条の規定により基礎賦課額を減

額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）

の総額は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額

とする。

⑴ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 国民健康保険事業費納付金

（法附則第７条の規定により読
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改 正 案 現 行

の７第１項第３号に規定する介護

納付金賦課被保険者をいう。以下

同じ。）につき算定した介護納付金

賦課額（施行令第２９条の７第１

項第３号に規定する介護納付金賦

課額をいう。以下同じ。）

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した子ども・子育て支

援納付金賦課額（施行令第２９条

の７第１項第４号に規定する子ど

も・子育て支援納付金賦課額をい

う。以下同じ。）

２ （略）

（基礎賦課総額）

第１２条 保険料の賦課額のうち基礎

賦課額（第４３条、第４５条及び第

４６条の規定により基礎賦課額を減

額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）

の総額は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額

とする。

⑴ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 国民健康保険事業費納付金

（法附則第７条の規定により読

２ （略）

（基礎賦課総額）

第１２条 保険料の賦課額のうち基礎

賦課額（第３８条、第４０条及び第

４１条の規定により基礎賦課額を減

額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）

の総額は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額

とする。

⑴ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 国民健康保険事業費納付金

（法附則第７条の規定により読

改 正 案 現 行

み替えられた法第７５条の７第

１項の国民健康保険事業費納付

金をいう。以下この条において

同じ。）の納付に要する費用（大

阪府（以下「府」という。）の国

民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者医療確保

法の規定による後期高齢者支援

金等（以下「後期高齢者支援金

等」という。）及び高齢者医療確

保法の規定による病床転換支援

金等（以下「病床転換支援金

等」という。）、介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の規定

による納付金（以下「介護納付

金」という。）並びに子ども・子

育て支援法（平成２４年法律第

６５号）の規定による納付金

（以下「子ども・子育て支援納

付金」という。）の納付に要する

費用に充てる部分を除く。）の額

ウ～オ （略）

カ その他国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の

額（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（府の国民

健康保険に関する特別会計にお

み替えられた法第７５条の７第

１項の国民健康保険事業費納付

金をいう。以下この条において

同じ。）の納付に要する費用（大

阪府（以下「府」という。）の国

民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者医療確保

法の規定による後期高齢者支援

金等（以下「後期高齢者支援金

等」という。）、高齢者医療確保

法の規定による病床転換支援金

等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び介護保険法（平成

９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金（以下「介護納付

金」という。）の納付に要する費

用に充てる部分を除く。）の額

ウ～オ （略）

カ その他国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の

額（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（府の国民

健康保険に関する特別会計にお

− 169 −



改 正 案 現 行

いて負担する後期高齢者支援金

等及び病床転換支援金等、介護

納付金並びに子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）を除く。）

⑵ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 法附則第７条の規定により読

み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（府の国民健康保

険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等、介護納付金

並びに子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。以下このイにおい

て同じ。）に係るものを除く。）

及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。）の額

ウ及びエ （略）

（基礎賦課額の所得割額の算定）

第１４条 前条の所得割額は、被保険

者に係る賦課期日の属する年の前年

いて負担する後期高齢者支援金

等及び病床転換支援金等並びに

介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）を除

く。）

⑵ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 法附則第７条の規定により読

み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（府の国民健康保

険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等、病

床転換支援金等及び介護納付金

の納付に要する費用に充てる部

分に限る。以下このイにおいて

同じ。）に係るものを除く。）及

び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に

係るものを除く。）の額

ウ及びエ（略）

（基礎賦課額の所得割額の算定）

第１４条 前条の所得割額は、被保険

者に係る賦課期日の属する年の前年
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いて負担する後期高齢者支援金

等及び病床転換支援金等、介護

納付金並びに子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）を除く。）

⑵ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 法附則第７条の規定により読

み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（府の国民健康保

険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等、介護納付金

並びに子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。以下このイにおい

て同じ。）に係るものを除く。）

及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。）の額

ウ及びエ （略）

（基礎賦課額の所得割額の算定）

第１４条 前条の所得割額は、被保険

者に係る賦課期日の属する年の前年

いて負担する後期高齢者支援金

等及び病床転換支援金等並びに

介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）を除

く。）

⑵ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア （略）

イ 法附則第７条の規定により読

み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（府の国民健康保

険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等、病

床転換支援金等及び介護納付金

の納付に要する費用に充てる部

分に限る。以下このイにおいて

同じ。）に係るものを除く。）及

び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に

係るものを除く。）の額

ウ及びエ（略）

（基礎賦課額の所得割額の算定）

第１４条 前条の所得割額は、被保険

者に係る賦課期日の属する年の前年

改 正 案 現 行

の所得に係る地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第３１４条の２第

１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額（同法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第８項又は第

１１項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、これらの規定の適用に

より同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額（租税特別措置法第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第

の所得に係る地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第３１４条の２第

１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額（同法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第８項又は第

１１項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、これらの規定の適用に

より同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額（租税特別措置法第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第
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３４条の３第１項、第３５条第１項

又は第３６条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期

譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１１項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第３５条の４の２第

７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条

第２項において準用する場合を含

む。第４３条第１項第１号において

同じ。）に規定する特例適用利子等の

３４条の３第１項、第３５条第１項

又は第３６条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期

譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１１項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第３５条の４の２第

７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条

第２項において準用する場合を含

む。第３８条第１項第１号において

同じ。）に規定する特例適用利子等の
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３４条の３第１項、第３５条第１項

又は第３６条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期

譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１１項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第３５条の４の２第

７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条

第２項において準用する場合を含

む。第４３条第１項第１号において

同じ。）に規定する特例適用利子等の

３４条の３第１項、第３５条第１項

又は第３６条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期

譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１１項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第３５条の４の２第

７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条

第２項において準用する場合を含

む。第３８条第１項第１号において

同じ。）に規定する特例適用利子等の

改 正 案 現 行

額、同法第８条第４項（同法第１２

条第６項及び第１６条第３項におい

て準用する場合を含む。同号におい

て同じ。）に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。第４３条において「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第１２項に規定

する条約適用配当等の額をいう。以

下この条において同じ。）の合計額か

ら地方税法第３１４条の２第２項の

規定により控除した後の総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に、次条の所得割の

保険料率を乗じて算定する。

２ （略）

（基礎賦課額の保険料率）

第１５条 （略）

２ 前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、１円未満の端数が

あるときは、これを切り上げるもの

とする。

３ 市長は第１項に規定する保険料率

額、同法第８条第４項（同法第１２

条第６項及び第１６条第３項におい

て準用する場合を含む。同号におい

て同じ。）に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。第３８条において「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第１２項に規定

する条約適用配当等の額をいう。以

下この条において同じ。）の合計額か

ら地方税法第３１４条の２第２項の

規定により控除した後の総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に、次条の所得割の

保険料率を乗じて算定する。

２ （略）

（基礎賦課額の保険料率）

第１５条 （略）

２ 市長は前項に規定する保険料率を
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を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。

（基礎賦課限度額）

第２０条 第１３条の基礎賦課額は、

各年度において法第８２条の３第３

項の規定による通知が行われた日に

おいて施行されていた施行令第２９

条の７第２項第９号に掲げる額を超

えることができない。

（後期高齢者支援金等賦課総額）

第２１条 保険料の賦課額のうち後期

高齢者支援金等賦課額（第４３条、

第４５条及び第４６条の規定により

後期高齢者支援金等賦課額を減額す

るものとした場合にあっては、その

減額することとなる額を含む。）の総

額は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とす

る。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係る部分に限

る。次号において同じ。）の額

決定したときは、速やかに告示しな

ければならない。

（基礎賦課限度額）

第２０条 第１３条の基礎賦課額は、

各年度において法第８２条の３第３

項の規定による通知が行われた日に

おいて施行されていた国民健康保険

法施行令第２９条の７第２項第９号

に掲げる額を超えることができな

い。

（後期高齢者支援金等賦課総額）

第２１条 保険料の賦課額のうち後期

高齢者支援金等賦課額（第３８条、

第４０条及び第４１条の規定により

後期高齢者支援金等賦課額を減額す

るものとした場合にあっては、その

減額することとなる額を含む。）の総

額は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とす

る。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係る部分に限

る。次号において同じ。）
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を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。

（基礎賦課限度額）

第２０条 第１３条の基礎賦課額は、

各年度において法第８２条の３第３

項の規定による通知が行われた日に

おいて施行されていた施行令第２９

条の７第２項第９号に掲げる額を超

えることができない。

（後期高齢者支援金等賦課総額）

第２１条 保険料の賦課額のうち後期

高齢者支援金等賦課額（第４３条、

第４５条及び第４６条の規定により

後期高齢者支援金等賦課額を減額す

るものとした場合にあっては、その

減額することとなる額を含む。）の総

額は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とす

る。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係る部分に限

る。次号において同じ。）の額

決定したときは、速やかに告示しな

ければならない。

（基礎賦課限度額）

第２０条 第１３条の基礎賦課額は、

各年度において法第８２条の３第３

項の規定による通知が行われた日に

おいて施行されていた国民健康保険

法施行令第２９条の７第２項第９号

に掲げる額を超えることができな

い。

（後期高齢者支援金等賦課総額）

第２１条 保険料の賦課額のうち後期

高齢者支援金等賦課額（第３８条、

第４０条及び第４１条の規定により

後期高齢者支援金等賦課額を減額す

るものとした場合にあっては、その

減額することとなる額を含む。）の総

額は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とす

る。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係る部分に限

る。次号において同じ。）

改 正 案 現 行

⑵ （略）

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率）

第２４条 後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率は、次のとおりとする。

⑴及び⑵ （略）

⑶ 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに掲げる額

ア 特定世帯又は特定継続世帯以

外の世帯 市町村標準保険料率

のうち、後期高齢者支援金等賦

課額の保険料率における世帯別

平等割の額

イ及びウ （略）

２ 前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、１円未満の端数が

あるときは、これを切り上げるもの

とする。

３ 市長は第１項に規定する保険料率

を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。

（後期高齢者支援金等賦課限度額）

第２９条 第２２条の後期高齢者支援

金等賦課額は、各年度において法第

８２条の３第３項の規定による通知

が行われた日において施行されてい

た施行令第２９条の７第３項第８号

⑵ （略）

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率）

第２４条 後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率は、次のとおりとする。

⑴及び⑵ （略）

⑶ 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに掲げる額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の

世帯 市町村標準保険料率のう

ち、後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率における世帯別平等

割の額

イ及びウ （略）

２ 市長は前項に規定する保険料率を

決定したときは、速やかに告示しな

ければならない。

（後期高齢者支援金等賦課限度額）

第２９条 第２２条の後期高齢者支援

金等賦課額は、各年度において法第

８２条の３第３項の規定による通知

が行われた日において施行されてい

た国民健康保険法施行令第２９条の
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改 正 案 現 行

に掲げる額を超えることができな

い。

（介護納付金賦課総額）

第３０条 保険料の賦課額のうち介護

納付金賦課額（第４３条及び第４６

条の規定により介護納付金賦課額を

減額するものとした場合にあって

は、その減額することになる額を含

む。）の総額は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定し

た額とする。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分

に限る。次号において同じ。）の額

⑵ （略）

（介護納付金賦課額の保険料率）

第３３条 （略）

２ 前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、１円未満の端数が

あるときは、これを切り上げるもの

とする。

３ 市長は、第１項に規定する保険料

率を決定したときは、速やかに告示

しなければならない。

７第３項第８号に掲げる額を超える

ことができない。

（介護納付金賦課総額）

第３０条 保険料の賦課額のうち介護

納付金賦課額（第３８条及び第４１

条の規定により介護納付金賦課額を

減額するものとした場合にあって

は、その減額することになる額を含

む。）の総額は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定し

た額とする。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分

に限る。次号において同じ。）

⑵ （略）

（介護納付金賦課額の保険料率）

第３３条 （略）

２ 市長は、前項に規定する保険料率

を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。
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改 正 案 現 行

に掲げる額を超えることができな

い。

（介護納付金賦課総額）

第３０条 保険料の賦課額のうち介護

納付金賦課額（第４３条及び第４６

条の規定により介護納付金賦課額を

減額するものとした場合にあって

は、その減額することになる額を含

む。）の総額は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定し

た額とする。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分

に限る。次号において同じ。）の額

⑵ （略）

（介護納付金賦課額の保険料率）

第３３条 （略）

２ 前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、１円未満の端数が

あるときは、これを切り上げるもの

とする。

３ 市長は、第１項に規定する保険料

率を決定したときは、速やかに告示

しなければならない。

７第３項第８号に掲げる額を超える

ことができない。

（介護納付金賦課総額）

第３０条 保険料の賦課額のうち介護

納付金賦課額（第３８条及び第４１

条の規定により介護納付金賦課額を

減額するものとした場合にあって

は、その減額することになる額を含

む。）の総額は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定し

た額とする。

⑴ 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別

会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分

に限る。次号において同じ。）

⑵ （略）

（介護納付金賦課額の保険料率）

第３３条 （略）

２ 市長は、前項に規定する保険料率

を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。

改 正 案 現 行

（介護納付金賦課限度額）

第３４条 第３１条の賦課額は、各年

度において法第８２条の３第３項の

規定による通知が行われた日におい

て施行されていた施行令第２９条の

７第４項第８号に掲げる額を超える

ことができない。

（子ども・子育て支援納付金賦課総

額）

第３５条 保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額（第４

３条、第４５条、第４６条及び第４

７条の規定により子ども・子育て支

援納付金賦課額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額するこ

とになる額を含む。）の総額（以下

「子ども・子育て支援納付金賦課総

額」という。）は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定

した額とする。

⑴ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア 当該年度における国民健康保

険事業費納付金の納付に要する

費用（府の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する子

ども・子育て支援納付金の納付

（介護納付金賦課限度額）

第３４条 第３１条の賦課額は、各年

度において法第８２条の３第３項の

規定による通知が行われた日におい

て施行されていた国民健康保険法施

行令第２９条の７第４項第８号に掲

げる額を超えることができない。
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改 正 案 現 行

に要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。）の額

イ 第４７条に規定する基準に従

い子ども・子育て支援納付金賦

課額の被保険者均等割額を減額

するものとした場合に減額する

こととなる額の総額

⑵ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア 法附則第７条の規定により読

み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限

る。）及び同条の規定により貸し

付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限

る。）のための収入（法第７２条

の３第１項、第７２条の３の２

第１項及び第７２条の３の３第

１項の規定による繰入金を除

く。）の額

（子ども・子育て支援納付金賦課額）

第３６条 保険料の賦課額のうち子ど
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改 正 案 現 行

に要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。）の額

イ 第４７条に規定する基準に従

い子ども・子育て支援納付金賦

課額の被保険者均等割額を減額

するものとした場合に減額する

こととなる額の総額

⑵ 当該年度における次に掲げる額

の合算額

ア 法附則第７条の規定により読

み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限

る。）及び同条の規定により貸し

付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限

る。）のための収入（法第７２条

の３第１項、第７２条の３の２

第１項及び第７２条の３の３第

１項の規定による繰入金を除

く。）の額

（子ども・子育て支援納付金賦課額）

第３６条 保険料の賦課額のうち子ど

改 正 案 現 行

も・子育て支援納付金賦課額は、当

該世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額に、当該世帯に属す

る１８歳以上被保険者（施行令第２

９条の７第５項第３号に規定する１

８歳以上被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した１８歳以上被保

険者均等割額の総額を加算した額と

する。

２ 前項の場合において、同項の子ど

も・子育て支援納付金賦課額に１円

未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。

（子ども・子育て支援納付金賦課額の

所得割額の算定）

第３７条 前条の所得割額は、被保険

者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金

額等に、次条の所得割の保険料率を

乗じて算定する。

（子ども・子育て支援納付金賦課額の

保険料率）

第３８条 子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。

⑴ 所得割 市町村標準保険料率の

うち、子ども・子育て支援納付金
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改 正 案 現 行

賦課額の保険料率における所得割

の率

⑵ 被保険者均等割 市町村標準保

険料率のうち、子ども・子育て支

援納付金賦課額の保険料率におけ

る被保険者均等割の額

⑶ １８歳以上被保険者均等割 市

町村標準保険料率のうち、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の保

険料率における１８歳以上被保険

者均等割の額

２ 前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、１円未満の端数が

あるときは、これを切り上げるもの

とする。

３ 市長は第１項に規定する保険料率

を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。

（子ども・子育て支援納付金賦課限度

額）

第３９条 第３６条の子ども・子育て

支援納付金賦課額は、各年度におい

て法第８２条の３第３項の規定によ

る通知が行われた日において施行さ

れていた施行令第２９条の７第５項

第１０号に掲げる額を超えることが

できない。

第４０条 （略） 第３５条 （略）
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改 正 案 現 行

賦課額の保険料率における所得割

の率

⑵ 被保険者均等割 市町村標準保

険料率のうち、子ども・子育て支

援納付金賦課額の保険料率におけ

る被保険者均等割の額

⑶ １８歳以上被保険者均等割 市

町村標準保険料率のうち、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の保

険料率における１８歳以上被保険

者均等割の額

２ 前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、１円未満の端数が

あるときは、これを切り上げるもの

とする。

３ 市長は第１項に規定する保険料率

を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。

（子ども・子育て支援納付金賦課限度

額）

第３９条 第３６条の子ども・子育て

支援納付金賦課額は、各年度におい

て法第８２条の３第３項の規定によ

る通知が行われた日において施行さ

れていた施行令第２９条の７第５項

第１０号に掲げる額を超えることが

できない。

第４０条 （略） 第３５条 （略）

改 正 案 現 行

第４１条 （略）

（賦課期日後において納付義務の発

生、消滅又は被保険者数の異動等が

あった場合）

第４２条 保険料の賦課期日後に納付

義務が発生し、又は１世帯に属する

被保険者数が増加若しくは減少し、

若しくは１世帯に属する被保険者が

介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でな

くなった、若しくは施行令第２９条

の７の２第２項に規定する特例対象

被保険者等（以下「特例対象被保険

者等」という。）となった場合におけ

る当該納付義務者に係る第１３条若

しくは第２２条の額（被保険者数が

増加若しくは減少した場合（特定同

一世帯所属者に該当することにより

被保険者数が減少した場合を除く。）

又は特例対象被保険者等となった場

合における当該納付義務者に係る世

帯別平等割額を除く。）若しくは第３

１条若しくは第３６条の額又は第４

３条第１項各号（同条第３項又は第

４項の規定により読み替えて準用す

る場合を含む。次項において同じ。）

に定める額若しくは同条第５項各号

に定める額、第４５条第１項（同条

第３６条 （略）

（賦課期日後において納付義務の発

生、消滅又は被保険者数の異動等が

あった場合）

第３７条 保険料の賦課期日後に納付

義務が発生し、又は１世帯に属する

被保険者数が増加若しくは減少し、

若しくは１世帯に属する被保険者が

介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でな

くなった、若しくは国民健康保険法

施行令第２９条の７の２第２項に規

定する特例対象被保険者等（以下

「特例対象被保険者等」という。）と

なった場合における当該納付義務者

に係る第１３条、第２２条の額（被

保険者数が増加若しくは減少した場

合（特定同一世帯所属者に該当する

ことにより被保険者数が減少した場

合を除く。）又は特例対象被保険者等

となった場合における当該納付義務

者に係る世帯別平等割額を除く。）若

しくは第３１条の額又は第３８条第

１項各号（同条第３項又は第４項の

規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定め

る額、第４０条第１項（同条第３項

の規定により読み替えて準用する場
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改 正 案 現 行

第３項又は第４項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額、同条第５

項（同条第７項又は第８項の規定に

より読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める

額、第４６条第１項各号（同条第３

項から第５項までの規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額、同条第６

項各号（同条第８項から第１０項ま

での規定により読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。）に

定める額若しくは第４７条第１項に

定める額の算定は、それぞれ、その

納付義務が発生し、又は被保険者数

が増加若しくは減少した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のい

ずれかに該当したことにより被保険

者数が減少した場合においては、そ

の減少した日が月の初日であるとき

に限り、その前日とする。）若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付

金賦課被保険者となった若しくは介

護納付金賦課被保険者でなくなった

日若しくは特例対象被保険者等と

なった日の属する月から、月割を

もって行う。

合を含む。次項において同じ。）に定

める第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率にそれぞれ１０

分の５を乗じて得た額、第４０条第

４項第１号（同条第６項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。

次項において同じ。）に定める額、第

４１条第１項各号（同条第３項又は

第４項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額若しくは同条第５項

各号（同条第７項又は第８項の規定

により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める額

の算定は、それぞれ、その納付義務

が発生し、又は被保険者数が増加若

しくは減少した日（法第６条第１号

から第８号までの規定のいずれかに

該当したことにより被保険者数が減

少した場合においては、その減少し

た日が月の初日であるときに限り、

その前日とする。）若しくは１世帯に

属する被保険者が介護納付金賦課被

保険者となった若しくは介護納付金

賦課被保険者でなくなった日若しく

は特例対象被保険者等となった日の

属する月から、月割をもって行う。
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改 正 案 現 行

第３項又は第４項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額、同条第５

項（同条第７項又は第８項の規定に

より読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める

額、第４６条第１項各号（同条第３

項から第５項までの規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額、同条第６

項各号（同条第８項から第１０項ま

での規定により読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。）に

定める額若しくは第４７条第１項に

定める額の算定は、それぞれ、その

納付義務が発生し、又は被保険者数

が増加若しくは減少した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のい

ずれかに該当したことにより被保険

者数が減少した場合においては、そ

の減少した日が月の初日であるとき

に限り、その前日とする。）若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付

金賦課被保険者となった若しくは介

護納付金賦課被保険者でなくなった

日若しくは特例対象被保険者等と

なった日の属する月から、月割を

もって行う。

合を含む。次項において同じ。）に定

める第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率にそれぞれ１０

分の５を乗じて得た額、第４０条第

４項第１号（同条第６項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。

次項において同じ。）に定める額、第

４１条第１項各号（同条第３項又は

第４項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額若しくは同条第５項

各号（同条第７項又は第８項の規定

により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める額

の算定は、それぞれ、その納付義務

が発生し、又は被保険者数が増加若

しくは減少した日（法第６条第１号

から第８号までの規定のいずれかに

該当したことにより被保険者数が減

少した場合においては、その減少し

た日が月の初日であるときに限り、

その前日とする。）若しくは１世帯に

属する被保険者が介護納付金賦課被

保険者となった若しくは介護納付金

賦課被保険者でなくなった日若しく

は特例対象被保険者等となった日の

属する月から、月割をもって行う。

改 正 案 現 行

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が

消滅した場合における当該納付義務

者に係る第１３条、第２２条、第３

１条若しくは第３６条の額又は第４

３条第１項各号に定める額若しくは

同条第５項各号に定める額、第４５

条第１項に定める額、同条第５項に

定める額、第４６条第１項各号に定

める額、同条第６項各号に定める額

若しくは第４７条第１項に定める額

の算定は、その納付義務が消滅した

日（法第６条第１号から第８号まで

の規定のいずれかに該当したことに

より納付義務が消滅した場合におい

ては、その消滅した日が月の初日で

あるときに限り、その前日とする。）

の属する月の前月まで、月割をもっ

て行う。

（低所得者の保険料の減額）

第４３条 次の各号に該当する納付義

務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第１３条の基

礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額して得た額（当該

減額して得た額が第２０条に規定す

る額を超える場合には、その額）と

する。

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が

消滅した場合における当該納付義務

者に係る第１３条若しくは第２２条

の額若しくは第３１条の額又は第３

８条第１項各号に定める額、第４０

条第１項に定める第１５条の基礎賦

課額の被保険者均等割の保険料率に

それぞれ１０分の５を乗じて得た

額、第４０条第４項第１号に定める

額、第４１条第１項各号に定める額

若しくは同条第５項各号に定める額

の算定は、その納付義務が消滅した

日（法第６条第１号から第８号まで

の規定のいずれかに該当したことに

より納付義務が消滅した場合におい

ては、その消滅した日が月の初日で

あるときに限り、その前日とする。）

の属する月の前月まで、月割をもっ

て行う。

（低所得者の保険料の減額）

第３８条 次の各号に該当する納付義

務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第１３条の基

礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額して得た額（当該

減額して得た額が第２０条に規定す

る額を超える場合には、その額）と

する。
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改 正 案 現 行

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額（青色専従者給与

額又は事業専従者控除額について

は、同法第３１３条第３項、第４

項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第８項又は第１１項

の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額、同法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の

金額、同法附則第３５条の２第５

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額（青色専従者給与

額又は事業専従者控除額について

は、同法第３１３条第３項、第４

項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第８項又は第１１項

の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額、同法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の

金額、同法附則第３５条の２第５
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改 正 案 現 行

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額（青色専従者給与

額又は事業専従者控除額について

は、同法第３１３条第３項、第４

項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第８項又は第１１項

の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額、同法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の

金額、同法附則第３５条の２第５

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額（青色専従者給与

額又は事業専従者控除額について

は、同法第３１３条第３項、第４

項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第８項又は第１１項

の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額、同法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の

金額、同法附則第３５条の２第５

改 正 案 現 行

項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第３５

条の３第１５項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第１１項又は第３５条の

３第１３項若しくは第１５項の規

定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第３５条の

４第４項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第２項に規

定する特例適用利子等の額、同法

第８条第４項に規定する特例適用

配当等の額、租税条約等実施特例

法第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当

等の額をいう。以下この項におい

て同じ。）の算定についても同様と

する。以下同じ。）及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算

項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第３５

条の３第１５項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第１１項又は第３５条の

３第１３項若しくは第１５項の規

定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第３５条の

４第４項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第２項に規

定する特例適用利子等の額、同法

第８条第４項に規定する特例適用

配当等の額、租税条約等実施特例

法第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当

等の額をいう。以下この項におい

て同じ。）の算定についても同様と

する。以下同じ。）及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算
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改 正 案 現 行

される所得の金額の合計額が、地

方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号並びに第５項において

「世帯主等」という。）のうち給与

所得を有する者（前年中に同条第

１項に規定する総所得金額に係る

所得税法第２８条第１項に規定す

る給与所得について同条第３項に

規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する

給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額に係る所

得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者（年齢６５

歳未満の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が６０万円を超え

る者に限り、年齢６５歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入

金額が１１０万円を超える者に限

される所得の金額の合計額が、地

方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号において「世帯主等」と

いう。）のうち給与所得を有する者

（前年中に同条第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所

得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金

額が５５万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に地方税法

第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者に

あっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、

年齢６５歳以上の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が１１０

万円を超える者に限る。）をいい、
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される所得の金額の合計額が、地

方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号並びに第５項において

「世帯主等」という。）のうち給与

所得を有する者（前年中に同条第

１項に規定する総所得金額に係る

所得税法第２８条第１項に規定す

る給与所得について同条第３項に

規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する

給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額に係る所

得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者（年齢６５

歳未満の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が６０万円を超え

る者に限り、年齢６５歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入

金額が１１０万円を超える者に限

される所得の金額の合計額が、地

方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号において「世帯主等」と

いう。）のうち給与所得を有する者

（前年中に同条第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所

得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金

額が５５万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に地方税法

第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者に

あっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、

年齢６５歳以上の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が１１０

万円を超える者に限る。）をいい、

改 正 案 現 行

る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（次号及び

第３号並びに第５項において「給

与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあっては、地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定め

る金額に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務

者 アに掲げる額に当該世帯に属

する被保険者のうち当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額とイに掲げる額とを合

算した額

ア及びイ （略）

⑵ 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第３１４条の２

第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定

める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加えた金額）に、

施行令第２９条の７第６項第３号

給与所得を有する者を除く。）の数

の合計数（次号及び第３号におい

て「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、地方

税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加えた金額）

を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額

とを合算した額

ア及びイ （略）

⑵ 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第３１４条の２

第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定

める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加えた金額）に３

０５，０００円に当該年度の保険
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ロの規定において被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数

に乗じることとされた金額に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数を乗じて得た額を加

算した金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者であって前号

に該当する者以外の者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額と

イに掲げる額とを合算した額

ア及びイ （略）

⑶ 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加えた金額）

料賦課期日（賦課期日後に保険料

の納付義務が発生した場合にはそ

の発生した日とする。）現在におい

て当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者であって前号に該当する

者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額

ア及びイ （略）

⑶ 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加えた金額）に
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ロの規定において被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数

に乗じることとされた金額に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数を乗じて得た額を加

算した金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者であって前号

に該当する者以外の者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額と

イに掲げる額とを合算した額

ア及びイ （略）

⑶ 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加えた金額）

料賦課期日（賦課期日後に保険料

の納付義務が発生した場合にはそ

の発生した日とする。）現在におい

て当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者であって前号に該当する

者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額

ア及びイ （略）

⑶ 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加えた金額）に

改 正 案 現 行

に、施行令第２９条の７第６項第

３号ハの規定において被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合

計数に乗じることとされた金額に

当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生

した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属す

る被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者であって

前２号に該当する者以外の者 ア

に掲げる額に当該世帯に属する被

保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得

た額とイに掲げる額とを合算した

額

ア及びイ （略）

２ 第１５条第２項及び第３項の規定

は、前項各号ア及びイに規定する額

の決定について準用する。この場合

において、第１５条第２項及び第３

項の規定中「保険料率」とあるのは

「額」と読み替えるものとする。

３及び４ （略）

５ 次の各号に該当する納付義務者に

５６万円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該

世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前２号に該当する者以

外の者 アに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額とイに掲げる額と

を合算した額

ア及びイ （略）

２ 第１５条第２項の規定は、前項各

号ア及びイに規定する額の決定につ

いて準用する。この場合において、

第１５条第２項の規定中「保険料

率」とあるのは「額」と読み替える

ものとする。

３及び４ （略）
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対して課する保険料の賦課額のうち

子ども・子育て支援納付金賦課額

は、第３６条の子ども・子育て支援

納付金賦課額から、それぞれ、当該

各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が第３９条に

規定する額を超える場合には、その

額）とする。

⑴ 第１項第１号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金

額）を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者 アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額とイに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の１８歳以上被保険者均
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対して課する保険料の賦課額のうち

子ども・子育て支援納付金賦課額

は、第３６条の子ども・子育て支援

納付金賦課額から、それぞれ、当該

各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が第３９条に

規定する額を超える場合には、その

額）とする。

⑴ 第１項第１号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金

額）を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者 アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額とイに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の１８歳以上被保険者均

改 正 案 現 行

等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とを合算した

額

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の７を

乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額

⑵ 第１項第１号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金

額）に、施行令第２９条の７第６

項第３号ロの規定において被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数に乗じることとされた金

額に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した
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日とする。）現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前号に該当する者以外の者

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額と

イに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の１

８歳以上被保険者均等割額の算定

の対象とされるものの数を乗じて

得た額とを合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の５を

乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額

⑶ 第１項第１号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の
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日とする。）現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前号に該当する者以外の者

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額と

イに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の１

８歳以上被保険者均等割額の算定

の対象とされるものの数を乗じて

得た額とを合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の５を

乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額

⑶ 第１項第１号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の

改 正 案 現 行

金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金

額）に、施行令第２９条の７第６

項第３号ハの規定において被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数に乗じることとされた金

額に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前２号に該当する者以外の

者 アに掲げる額に当該世帯に属

する被保険者のうち当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の
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改 正 案 現 行

１８歳以上被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とを合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の２を

乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１

０分の２を乗じて得た額

６ 第３８条第２項及び第３項の規定

は、前項各号ア及びイに規定する額

（前項に規定する第１号の１人当た

り軽減額、第２号の１人当たり軽減

額及び第３号の１人当たり軽減額）

の決定について準用する。この場合

において、第３８条第２項及び第３

項の規定中「保険料率」とあるのは

「額」（第１号の１人当たり軽減額、

第２号の１人当たり軽減額及び第３

号の１人当たり軽減額）と読み替え

るものとする。

（特例対象被保険者等の特例）

第４４条 世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場

合における第１４条第１項、第２３

（特例対象被保険者等の特例）

第３９条 世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場

合における第１４条第１項及び前条
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改 正 案 現 行

１８歳以上被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とを合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に１０分の２を

乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割の保険料率に１

０分の２を乗じて得た額

６ 第３８条第２項及び第３項の規定

は、前項各号ア及びイに規定する額

（前項に規定する第１号の１人当た

り軽減額、第２号の１人当たり軽減

額及び第３号の１人当たり軽減額）

の決定について準用する。この場合

において、第３８条第２項及び第３

項の規定中「保険料率」とあるのは

「額」（第１号の１人当たり軽減額、

第２号の１人当たり軽減額及び第３

号の１人当たり軽減額）と読み替え

るものとする。

（特例対象被保険者等の特例）

第４４条 世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場

合における第１４条第１項、第２３

（特例対象被保険者等の特例）

第３９条 世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場

合における第１４条第１項及び前条

改 正 案 現 行

条、第３２条及び第３７条並びに前

条第１項（同条第３項又は第４項の

規定により読み替えて準用する場合

を含む。）及び同条第５項の規定の適

用については、第１４条第１項中

「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（特例対象被

保険者等の総所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合においては、当該

給与所得については、同条第２項の

規定によって計算した金額の１００

分の３０に相当する金額によるもの

とする。第２項において同じ。）」

と、「所得の金額（同法」とあるのは

「所得の金額（地方税法」と、前条

第１項第１号中「総所得金額（」と

あるのは「総所得金額（特例対象被

保険者等の総所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合においては、当該

給与所得については、同条第２項の

規定によって計算した金額の１００

分の３０に相当する金額によるもの

とする。」と、「ついては、同法」と

あるのは「ついては、地方税法」と

する。

２及び３ （略）

第１項の規定の適用については、第

１４条第１項中「規定する総所得金

額」とあるのは「規定する総所得金

額（特例対象被保険者等の総所得金

額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得について

は、同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当す

る金額によるものとする。第２項に

おいて同じ。）」と、「所得の金額（同

法」とあるのは「所得の金額（地方

税法」と、前条第１項第１号中「総

所得金額（」とあるのは「総所得金

額（特例対象被保険者等の総所得金

額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得について

は、同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当す

る金額によるものとする。」と、「つ

いては、同法」とあるのは「ついて

は、地方税法」とする。

２及び３ （略）
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改 正 案 現 行

（未就学児の被保険者均等割額の減

額）

第４５条 当該年度において、その世

帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下

「未就学児」という。）がある場合に

おける当該被保険者に係る当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保険

料率に、それぞれ、１０分の５を乗

じて得た額（第１５条第２項の規定

により端数の切上げを行った後の額

とする。）を控除して得た額とする

（第５項に掲げる場合を除く。）。

２ 第１５条第３項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

３項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条」とあるのは「第２４条」と、第

２項中「第１５条第３項」とあるの

は「第２４条第３項」と読み替える

（未就学児の被保険者均等割額の減

額）

第４０条 当該年度において、その世

帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下

「未就学児」という。）がある場合に

おける当該被保険者に係る当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保険

料率に、それぞれ、１０分の５を乗

じて得た額（１円未満の端数がある

ときは、これを切り上げる。）を控除

して得た額とする（第４項に掲げる

場合を除く。）。

２ 第１５条第２項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

２項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条」とあるのは「第２４条」と、第

２項中「第１５条第２項」とあるの

は「第２４条第２項」と読み替える
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改 正 案 現 行

（未就学児の被保険者均等割額の減

額）

第４５条 当該年度において、その世

帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下

「未就学児」という。）がある場合に

おける当該被保険者に係る当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保険

料率に、それぞれ、１０分の５を乗

じて得た額（第１５条第２項の規定

により端数の切上げを行った後の額

とする。）を控除して得た額とする

（第５項に掲げる場合を除く。）。

２ 第１５条第３項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

３項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条」とあるのは「第２４条」と、第

２項中「第１５条第３項」とあるの

は「第２４条第３項」と読み替える

（未就学児の被保険者均等割額の減

額）

第４０条 当該年度において、その世

帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下

「未就学児」という。）がある場合に

おける当該被保険者に係る当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保険

料率に、それぞれ、１０分の５を乗

じて得た額（１円未満の端数がある

ときは、これを切り上げる。）を控除

して得た額とする（第４項に掲げる

場合を除く。）。

２ 第１５条第２項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

２項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条」とあるのは「第２４条」と、第

２項中「第１５条第２項」とあるの

は「第２４条第２項」と読み替える

改 正 案 現 行

ものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「第１５条」とあるのは

「第３８条」と、第２項中「第１５

条第３項」とあるのは「第３８条第

３項」と読み替えるものとする。

５ 当該年度において、第４３条に規

定する基準に従い保険料を減額する

ものとした納付義務者の世帯に未就

学児がある場合における当該未就学

児に係る当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額は、第１号に掲げ

る額から第２号に掲げる額を控除し

て得た額とする。

⑴ 第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保

険料率に第４３条第１項各号に規

定する場合に応じてそれぞれ同項

各号アに掲げる割合を乗じて得た

額（第１５条第２項の規定により

端数の切上げを行った後の額とす

る。）を控除して得た額

⑵ 前号に掲げる額に、それぞれ、

１０分の５を乗じて得た額（第１

ものとする。

４ 当該年度において、第３８条に規

定する基準に従い保険料を減額する

ものとした納付義務者の世帯に未就

学児がある場合における当該未就学

児に係る当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額は、第１号に掲げ

る額から第２号に掲げる額を控除し

て得た額とする。

⑴ 第１５条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保

険料率に第３８条第１項各号に規

定する場合に応じてそれぞれ同項

各号アに掲げる割合を乗じて得た

額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げる。）を控除し

て得た額

⑵ 前号に掲げる額に、それぞれ、

１０分の５を乗じて得た額（１円
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改 正 案 現 行

５条第２項の規定により端数の切

上げを行った後の額とする。）

６ 第１５条第３項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

３項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第４３条

第１項各号」とあるのは「第４３条

第３項の規定により読み替えられた

同条第１項各号」と、「第１５条の」

とあるのは「第２４条の」と、「第１

５条第２項」とあるのは「第２４条

第２項」と、第６項中「第１５条第

３項」とあるのは「第２４条第３

項」と読み替えるものとする。

８ 第５項及び第６項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第５項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「第４３条第１項各号」と

あるのは「第４３条第５項各号」

と、「第１５条の」とあるのは「第３

未満の端数があるときは、これを

切り上げる。）

５ 第１５条第２項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

２項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第４項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条」とあるのは「第２４条」と、第

５項中「第１５条第２項」とあるの

は「第２４条第２項」と読み替える

ものとする。
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改 正 案 現 行

５条第２項の規定により端数の切

上げを行った後の額とする。）

６ 第１５条第３項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

３項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第４３条

第１項各号」とあるのは「第４３条

第３項の規定により読み替えられた

同条第１項各号」と、「第１５条の」

とあるのは「第２４条の」と、「第１

５条第２項」とあるのは「第２４条

第２項」と、第６項中「第１５条第

３項」とあるのは「第２４条第３

項」と読み替えるものとする。

８ 第５項及び第６項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第５項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「第４３条第１項各号」と

あるのは「第４３条第５項各号」

と、「第１５条の」とあるのは「第３

未満の端数があるときは、これを

切り上げる。）

５ 第１５条第２項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１５条第

２項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第４項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１５

条」とあるのは「第２４条」と、第

５項中「第１５条第２項」とあるの

は「第２４条第２項」と読み替える

ものとする。

改 正 案 現 行

８条の」と、「第１５条第２項」とあ

るのは「第３８条第２項」と、第６

項中「第１５条第３項」とあるのは

「第３８条第３項」と読み替えるも

のとする。

（出産被保険者の保険料の減額）

第４６条 当該年度において、世帯に

出産被保険者（施行令第２９条の７

第６項第８号に規定する出産被保険

者をいう。以下同じ。）がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎

賦課額は、第１３条の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が第２０

条に規定する額を超える場合には、

その額）とする（第６項に掲げる場

合を除く。）。

⑴ 当該出産被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に当該年度分

の基礎賦課額の所得割の保険料率

を乗じて得た額に１２分の１を乗

じて得た額に、当該出産被保険者

の出産の予定日（国民健康保険法

施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号）第３２条の１０の３で定

める場合には、出産の日）の属す

る月（以下この号において「出産

（出産被保険者の保険料の減額）

第４１条 当該年度において、世帯に

出産被保険者（国民健康保険法施行

令第２９条の７第５項第８号に規定

する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１３

条の基礎賦課額から、次の各号の合

算額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が第２０条に規定する額を

超える場合には、その額）とする

（第５項に掲げる場合を除く。）。

⑴ 当該出産被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に当該年度分

の基礎賦課額の所得割の保険料率

を乗じて得た額に１２分の１を乗

じて得た額に、当該出産被保険者

の出産の予定日（国民健康保険法

施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号）第３２条の１０の２で定

める場合には、出産の日）の属す

る月（以下この号において「出産
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予定月」という。）の前月（多胎妊

娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額

⑵ （略）

２～４ （略）

５ 第１項及び第２項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「被保険者均等割」とある

のは「被保険者均等割及び１８歳以

上被保険者均等割」と、「第１３条」

とあるのは「第３６条」と、「第２０

条」とあるのは「第３９条」と、第

２項中「第１５条第２項」とあるの

は「第３８条第２項」と読み替える

ものとする。

６ 当該年度において、第４３条に規

定する基準に従い保険料を減額する

ものとした納付義務者の世帯に出産

被保険者がある場合における当該世

帯の納付義務者に対して課する保険

料の賦課額のうち基礎賦課額は、当

該減額後の第１３条の基礎賦課額か

予定月」という。）の前月（多胎妊

娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額

⑵ （略）

２～４ （略）

５ 当該年度において、第３８条に規

定する基準に従い保険料を減額する

ものとした納付義務者の世帯に出産

被保険者がある場合における当該世

帯の納付義務者に対して課する保険

料の賦課額のうち基礎賦課額は、当

該減額後の第１３条の基礎賦課額か
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予定月」という。）の前月（多胎妊

娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額

⑵ （略）

２～４ （略）

５ 第１項及び第２項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「被保険者均等割」とある

のは「被保険者均等割及び１８歳以

上被保険者均等割」と、「第１３条」

とあるのは「第３６条」と、「第２０

条」とあるのは「第３９条」と、第

２項中「第１５条第２項」とあるの

は「第３８条第２項」と読み替える

ものとする。

６ 当該年度において、第４３条に規

定する基準に従い保険料を減額する

ものとした納付義務者の世帯に出産

被保険者がある場合における当該世

帯の納付義務者に対して課する保険

料の賦課額のうち基礎賦課額は、当

該減額後の第１３条の基礎賦課額か

予定月」という。）の前月（多胎妊

娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額

⑵ （略）

２～４ （略）

５ 当該年度において、第３８条に規

定する基準に従い保険料を減額する

ものとした納付義務者の世帯に出産

被保険者がある場合における当該世

帯の納付義務者に対して課する保険

料の賦課額のうち基礎賦課額は、当

該減額後の第１３条の基礎賦課額か

改 正 案 現 行

ら、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が第２０

条に規定する額を超える場合には、

その額）とする。

⑴ （略）

⑵ 当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該

保険料率に第４３条第１項各号に

規定する場合に応じてそれぞれ同

項各号アに掲げる割合を乗じて得

た額を控除して得た額に１２分の

１を乗じて得た額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額

７ （略）

８ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第６項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１３

条」とあるのは「第２２条」と、「第

２０条」とあるのは「第２９条」

と、「第４３条第１項各号」とあるの

は「第４３条第３項の規定により読

み替えられた同条第１項各号」と、

第７項中「第１５条第２項」とある

のは「第２４条第２項」と読み替え

るものとする。

ら、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が第２０

条に規定する額を超える場合には、

その額）とする。

⑴ （略）

⑵ 当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該

保険料率に第３８条第１項各号に

規定する場合に応じてそれぞれ同

項各号アに掲げる割合を乗じて得

た額を控除して得た額に１２分の

１を乗じて得た額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額

６ （略）

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１３

条」とあるのは「第２２条」と、「第

２０条」とあるのは「第２９条」

と、第６項中「第１５条」とあるの

は「第２４条」と読み替えるものと

する。
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９ 第６項及び第７項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第６項中

「出産被保険者」とあるのは「出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者

である者に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、「基礎賦課額」とある

のは「介護納付金賦課額」と、「第１

３条」とあるのは「第３１条」と、

「第２０条」とあるのは「第３４

条」と、「第４３条第１項各号」とあ

るのは「第４３条第４項の規定によ

り読み替えられた同条第１項各号」

と、第７項中「第１５条第２項」と

あるのは「第３３条第２項」と読み

替えるものとする。

１０ 第６項及び第７項の規定は、子

ども・子育て支援納付金賦課額の減

額について準用する。この場合にお

いて、第６項中「基礎賦課額」とあ

るのは「子ども・子育て支援納付金

賦課額」と、「被保険者均等割」とあ

るのは「被保険者均等割及び１８歳

以上被保険者均等割」と、「第１３

条」とあるのは「第３６条」と、「第

２０条」とあるのは「第３９条」

と、「第４３条第１項各号」とあるの

は「第４３条第５項各号」と、第７

８ 第５項及び第６項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中

「出産被保険者」とあるのは「出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者

である者に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、「基礎賦課額」とある

のは「介護納付金賦課額」と、「第１

３条」とあるのは「第３１条」と、

「第２０条」とあるのは「第３４

条」と、第６項中「第１５条」とあ

るのは「第３３条」と読み替えるも

のとする。
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９ 第６項及び第７項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第６項中

「出産被保険者」とあるのは「出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者

である者に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、「基礎賦課額」とある

のは「介護納付金賦課額」と、「第１

３条」とあるのは「第３１条」と、

「第２０条」とあるのは「第３４

条」と、「第４３条第１項各号」とあ

るのは「第４３条第４項の規定によ

り読み替えられた同条第１項各号」

と、第７項中「第１５条第２項」と

あるのは「第３３条第２項」と読み

替えるものとする。

１０ 第６項及び第７項の規定は、子

ども・子育て支援納付金賦課額の減

額について準用する。この場合にお

いて、第６項中「基礎賦課額」とあ

るのは「子ども・子育て支援納付金

賦課額」と、「被保険者均等割」とあ

るのは「被保険者均等割及び１８歳

以上被保険者均等割」と、「第１３

条」とあるのは「第３６条」と、「第

２０条」とあるのは「第３９条」

と、「第４３条第１項各号」とあるの

は「第４３条第５項各号」と、第７

８ 第５項及び第６項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中

「出産被保険者」とあるのは「出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者

である者に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、「基礎賦課額」とある

のは「介護納付金賦課額」と、「第１

３条」とあるのは「第３１条」と、

「第２０条」とあるのは「第３４

条」と、第６項中「第１５条」とあ

るのは「第３３条」と読み替えるも

のとする。

改 正 案 現 行

項中「第１５条第２項」とあるのは

「第３８条第２項」と読み替えるも

のとする。

１１ （略）

（１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額）

第４７条 当該年度において、その世

帯に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以

下「１８歳未満被保険者」という。）

がある場合における当該１８歳未満

被保険者に係る当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額は、第３８条の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割の保険料率に相当する額

（第４３条第５項、第４５条第４項

の規定により読み替えられた同条第

１項若しくは同条第８項の規定によ

り読み替えられた同条第５項又は前

条第５項の規定により読み替えられ

た同条第１項若しくは同条第１０項

の規定により読み替えられた同条第

６項に規定する基準に従い当該１８

歳未満被保険者に係る当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割の保険料率に相当す

９ （略）
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る額を減額するものとした場合に

あっては、当該減額後の額。以下同

じ。）から、当該保険料率に相当する

額を控除して得た額とする。

２ 第３８条第３項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第３８条第

３項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

第４８条 （略）

（保険料の督促）

第４９条 市長は、納期限までに保険

料を完納しない者があるときは、督

促状を発しなければならない。ただ

し、第５３条の規定により保険料の

徴収を猶予したときは、この限りで

ない。

第５０条 （略）

第５１条 （略）

第５２条 （略）

第５３条 （略）

第５４条 （略）

第７章 雑則

第５５条 （略）

第８章 罰則

第５６条 （略）

第５７条 （略）

第５８条 （略）

第４２条 （略）

（保険料の督促）

第４３条 市長は、納期限までに保険

料を完納しない者があるときは、督

促状を発しなければならない。ただ

し、第４７条の規定により保険料の

徴収を猶予したときは、この限りで

ない。

第４４条 （略）

第４５条 （略）

第４６条 （略）

第４７条 （略）

第４８条 （略）

第７章 雑則

第４９条 （略）

第８章 罰則

第５０条 （略）

第５１条 （略）

第５２条 （略）
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る額を減額するものとした場合に

あっては、当該減額後の額。以下同

じ。）から、当該保険料率に相当する

額を控除して得た額とする。

２ 第３８条第３項の規定は、前項に

規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第３８条第

３項の規定中「保険料率」とあるの

は「額」と読み替えるものとする。

第４８条 （略）

（保険料の督促）

第４９条 市長は、納期限までに保険

料を完納しない者があるときは、督

促状を発しなければならない。ただ

し、第５３条の規定により保険料の

徴収を猶予したときは、この限りで

ない。

第５０条 （略）

第５１条 （略）

第５２条 （略）

第５３条 （略）

第５４条 （略）

第７章 雑則

第５５条 （略）

第８章 罰則

第５６条 （略）

第５７条 （略）

第５８条 （略）

第４２条 （略）

（保険料の督促）

第４３条 市長は、納期限までに保険

料を完納しない者があるときは、督

促状を発しなければならない。ただ

し、第４７条の規定により保険料の

徴収を猶予したときは、この限りで

ない。

第４４条 （略）

第４５条 （略）

第４６条 （略）

第４７条 （略）

第４８条 （略）

第７章 雑則

第４９条 （略）

第８章 罰則

第５０条 （略）

第５１条 （略）

第５２条 （略）

改 正 案 現 行

第５９条 （略）

２ 前３条の過料を徴収する場合にお

いて発する納額告知書に指定すべき

納期限は、その発布の日から起算し

て１０日以上を経過した日とする。

第５３条 （略）

２ 前３条の過料を徴収する場合にお

いて発する納額告知書に指定すべき

納期限は、その発付の日から起算し

て１０日以上を経過した日とする。
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議案第１２号

泉大津市火災予防条例の一部改正の件

泉大津市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和７年総務省令第１

０１号）が公布され、簡易サウナ設備に関する規定が追加されたこと及び住宅にお

ける火災の予防を推進するための施策として感震ブレーカーの普及促進が明記され

たことに伴い、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市火災予防条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市火災予防条例（昭和３７年泉大津市条例第４号）の一部を次のように改

正する。

第７条の２を第７条の３とし、同条の見出し、同条第１項第２号及び同条第２項

中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条第１項中「サウナ室に設ける

放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サウナ設備以

外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）」に改め

る。

第７条の次に次の１条を加える。

（簡易サウナ設備）

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント

型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ

室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備

であって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源と

するものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければ

ならない。

⑴ 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃

性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等

の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

⑵ 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断するこ

とができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サ

ウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用でき

る位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準につ

いては、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで、第１７号から第１

８号の３まで、第２項第６号及び第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１項

の規定を準用する。

− 209 −



第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」を「住宅用防災機器、感震ブレ

ーカー」に改める。

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同号の前に次の

１号を加える。

⑹の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。）

附 則

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。
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（参 考）

泉大津市火災予防条例の一部を改正する条例（案）要

綱

本条例（案）は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布

され、簡易サウナ設備に関する規定が追加されたこと及び住宅における火災の予防

を推進するための施策として感震ブレーカーの普及促進が明記されたことに伴い、

所要の改正を行うものであること。

１ 改正内容

⑴ サウナ設備に関する規定の見直し

近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建築物内に設置されたサウナ

とは異なる屋外等のテント等に設置される簡易的なサウナの普及に伴い、従来

のサウナ設備を簡易サウナ設備と一般サウナ設備に、それぞれ区分するもので

あること。（第７条の２及び第７条の３関係）

⑵ 簡易サウナ設備に関する規定の追加

ア テント型サウナ室又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、

かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって、屋外その他の直接外

気に接する場所に設ける定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪

又は電気を熱源とするものを簡易サウナ設備として定義するものであること。

（第７条の２第１項関係）

イ 簡易サウナ設備の位置及び構造について、次の基準を定めるものであるこ

と。（第７条の２第１項関係）

ア 簡易サウナ設備と建築物等及び可燃性の物品との火災予防上安全な距離

として、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物が引

火しない距離のいずれかが確保されていればよいこととするものである

こと。ただし、建築物等が耐火構造であるなど火災予防上安全な距離を保

つことを要しない場合は、この限りではないとするものであること。 第７

条の２第１項第１号関係）

− 211 −



イ 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断す

ることができる手動及び自動の装置を設けることとするものであること。

ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生し

た際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えるこ

とができるとするものであること。（第７条の２第１項第２号関係）

⑶ 一般サウナ設備に関する規定の見直し

簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）を一

般サウナ設備として定義し、一般サウナ設備の位置及び構造の基準については、

従来のサウナ設備のとおりとするものであること。（第７条の３関係）

⑷ 住宅における火災の予防の推進に関する規定の見直し

住宅における火災の予防を推進するための施策に感震ブレーカーの普及促進

を明記するものであること。（第２９条の７関係）

⑸ 火を使用する設備等の設置の届出に関する規定の見直し

簡易サウナ設備について、相対的に火災危険性が低いと考えられる個人が設

けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出を要することとするものである

こと。（第４４条関係）

２ 施行期日

この条例（案）は、令和８年３月３１日から施行するものであること。
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泉大津市火災予防条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（簡易サウナ設備）

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外そ

の他の直接外気に接する場所に設け

るテント型サウナ室（サウナ室のう

ちテントを活用したものをいう。）又

はバレル型サウナ室（サウナ室のう

ち円筒形であり、かつ、木製のもの

をいう。）に設ける放熱設備であっ

て、定格出力６キロワット以下のも

のであり、かつ、薪又は電気を熱源

とするものをいう。以下同じ。）の位

置及び構造は、次に掲げる基準によ

らなければならない。

⑴ 火災予防上安全な距離を保つこ

とを要しない場合を除き、建築物

等及び可燃性の物品から火災予防

上安全な距離として対象火気設備

等及び対象火気器具等の離隔距離

に関する基準により得られる距離

以上の距離を保つこと。

⑵ 簡易サウナ設備の温度が異常に

上昇した場合に直ちにその熱源を

遮断することができる手動及び自

動の装置を設けること。ただし、

薪を熱源とする簡易サウナ設備に

あっては、その周囲において火災
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改 正 案 現 行

が発生した際に速やかに使用でき

る位置に消火器を設置した場合

は、この限りではない。

２ 前項に規定するもののほか、簡易

サウナ設備の位置、構造及び管理の

基準については、第３条（第１項第

１号、第１０号から第１４号まで、

第１７号から第１８号の３まで、第

２項第６号及び第３項並びに第４項

を除く。）及び第５条第１項の規定を

準用する。

（一般サウナ設備）

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サ

ウナ設備以外のサウナ設備（サウナ

室に設ける放熱設備をいう。）をい

う。以下同じ。）の位置及び構造は、

次に掲げる基準によらなければなら

ない。

⑴ （略）

⑵ 一般サウナ設備の温度が異常に

上昇した場合に直ちにその熱源を

遮断することができる手動及び自

動の装置を設けること。

２ 前項に規定するもののほか、一般

サウナ設備の位置、構造及び管理の

基準については、第３条（第１項第

１号及び第１０号から第１２号まで

を除く。）の規定を準用する。

（サウナ設備）

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設

備（以下「サウナ設備」という。）の

位置及び構造は、次に掲げる基準に

よらなければならない。

⑴ （略）

⑵ サウナ設備の温度が異常に上昇

した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の

装置を設けること。

２ 前項に規定するもののほか、 サウ

ナ設備の位置、構造及び管理の基準

については、第３条（第１項第１号

及び第１０号から第１２号までを除

く。）の規定を準用する。
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改 正 案 現 行

（住宅における火災の予防の推進）

第２９条の７ 泉大津市は、住宅にお

ける火災の予防を推進するため、次

に掲げる施策の実施に努めるものと

する。

⑴ 住宅における出火防止、火災の

早期発見、初期消火、延焼防止、

通報、避難等に資する住宅用防災

機器、感震ブレーカーその他の物

品、機械器具及び設備の普及の促

進

⑵ （略）

２ （略）

（火を使用する設備等の設置の届出）

第４４条 火を使用する設備又はその

使用に際し、火災の発生のおそれの

ある設備のうち、次の各号に掲げる

ものを設置しようとする者は、あら

かじめ、その旨を消防長（消防署

長）に届け出なければならない。

⑴～⑹ （略）

⑹の２ 簡易サウナ設備（個人が設

けるものを除く。）

⑺ 一般サウナ設備（個人の住居に

設けるものを除く。）

⑺の２～⒂ （略）

（住宅における火災の予防の推進）

第２９条の７ 泉大津市は、住宅にお

ける火災の予防を推進するため、次

に掲げる施策の実施に努めるものと

する。

⑴ 住宅における出火防止、火災の

早期発見、初期消火、延焼防止、

通報、避難等に資する住宅用防災

機器その他の物品、機械器具及び

設備の普及の促進

⑵ （略）

２ （略）

（火を使用する設備等の設置の届出）

第４４条 火を使用する設備又はその

使用に際し、火災の発生のおそれの

ある設備のうち、次の各号に掲げる

ものを設置しようとする者は、あら

かじめ、その旨を消防長（消防署

長）に届け出なければならない。

⑴～⑹ （略）

⑺ サウナ設備（個人の住居に設け

るものを除く。）

⑺の２～⒂ （略）
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議案第１３号

二田・寿市営住宅集約建替事業請負契約の一部変更

の件

令和７年２月２５日議決に係る二田・寿市営住宅集約建替事業請負契約の一部を

変更する契約を次のとおり締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第２条の規定により、

市議会の議決を求める。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 契 約 金 額 変更前 １，２９８，０００，０００円

変更後 １，３３７，６００，０００円

２ 契約の相手方 代表企業

所 在 大阪市浪速区難波中一丁目１３番８号

名 称 株式会社シマ

代表取締役 高 山 雅 和

構成企業

所 在 大阪市西区南堀江四丁目３番２７号

名 称 株式会社相和技術研究所大阪事務所

所長 池 本 正 明

構成企業

所 在 東京都港区港南二丁目１６番１号

名 称 大東建託株式会社

代表取締役 竹 内 啓
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構成企業

所 在 泉佐野市市場東二丁目９番１号

名 称 株式会社中尾建築事務所

代表取締役 中 尾 嘉 久

構成企業

所 在 東京都港区港南二丁目１６番１号

名 称 大東建託パートナーズ株式会社

代表取締役 松 本 與 喜

構成企業

所 在 東京都港区港南二丁目１６番１号

名 称 大東建託リーシング株式会社

代表取締役 川 原 栄 司

− 218 −



（参 考）

変 更 理 由

二田・寿市営住宅集約建替事業において、契約締結後に、二田市営住宅の外壁及

び階段部に石綿の含有が新たに判明したことに伴い、事業期間を延長し石綿の除去

作業を行う必要が生じたことにより、当該請負契約の一部変更を行い、契約金額を

増額するものである。
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議案第１４号

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及び

これに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する

協議の件

１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、大阪広

域水道企業団の共同処理する事務に泉大津市、箕面市及び門真市に係る水道事業の

経営に関する事務を追加すること並びにこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更

について、関係市町村と協議する。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を得る必要がある。
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大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約（案）

１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７

大阪広域水道企業団規約（平成２２年１１月２日大阪府知事許可）の一部を次の

ように変更する。

別表第２中「岸和田市」の次に「、泉大津市」を、「富田林市」の次に「、箕面

市」を、「柏原市」の次に「、門真市」を加える。

附 則

この規約は、令和９年４月１日から施行する。

− 223 −



（参 考）

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 約 新 旧 対 照 表

１２３４５６７８７９０１２３４５６７８９９０１２３４５６７８９０１２３４５６７

変 更 案 現 行

別表第２（第３条関係）

岸和田市、泉大津市、八尾市、富

田林市、箕面市、柏原市、門真

市、高石市、藤井寺市、泉南市、

四條畷市、大阪狭山市、阪南市、

豊能町、能勢町、忠岡町、熊取

町、田尻町、岬町、太子町、河南

町、千早赤阪村

別表第２（第３条関係）

岸和田市、八尾市、富田林市、柏

原市、高石市、藤井寺市、泉南

市、四條畷市、大阪狭山市、阪南

市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊

取町、田尻町、岬町、太子町、河

南町、千早赤阪村
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議案第１５号

第４次泉大津市男女共同参画推進計画を定める件

第４次泉大津市男女共同参画推進計画を別添のとおり策定したので、泉大津市議

会基本条例（平成２６年泉大津市条例第１２号）第２４条の規定により、市議会の

議決を求める。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

泉大津市男女共同参画のまちづくりを推進する条例（平成１９年泉大津市条例第

２７号）第１１条第１項の規定に基づき、本市における男女共同参画施策を総合的

かつ計画的に実施するため計画を定める必要がある。

これが、この案を提出する理由である。

− 225 −





議案第１６号

動 産 買 入 れ の 件

泉大津市立図書館図書を次のとおり買い入れたいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条

の規定により、市議会の議決を求める。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 取得予定金額 ３０，０００，０００円

２ 買 入 れ 先 所 在 泉大津市松之浜町一丁目１番７号

名 称 泉大津市図書納入組合

組合長 奥 田 和 男
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（参 考）

物品売買仮契約書（概要）

１ 件名（品名） 泉大津市立図書館図書購入

２ 納 入 期 限 令和９年３月３１日

３ 取得予定金額 ３０，０００，０００円

４ 取得予定数量 １３，０００冊

５ 契約保証 金 泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。

上記物品の買入れについて、発注者泉大津市と受注者泉大津市図書納入組合は、

物品売買仮契約を締結するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和８年２月２日

発注者 泉大津市

代表者 泉大津市長 南 出 賢 一 印

受注者 泉大津市松之浜町一丁目１番７号

泉大津市図書納入組合

組合長 奥 田 和 男 ㊞
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令 和 ７ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第６号）

− 231 −





議案第１７号

令和７年度泉大津市一般会計補正予算

令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２ ４１３ ０６８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１ ８９１ ９３７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

11 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,554433,,225599 775533,,222288 1100,,229966,,448877

11 国国庫庫負負担担金金 66,,997700,,996644 △△33,,770066 66,,996677,,225588

22 国国庫庫補補助助金金 22,,445566,,442222 777700,,774477 33,,222277,,116699

33 委委託託金金 111155,,887733 △△1133,,881133 110022,,006600

1155 府府支支出出金金 22,,778888,,774433 4455,,008866 22,,883333,,882299

11 府府負負担担金金 22,,004433,,443399 4488,,668844 22,,009922,,112233

22 府府補補助助金金 553322,,550099 △△33,,559988 552288,,991111

1166 財財産産収収入入 114488,,446611 22,,887733 115511,,333344

11 財財産産運運用用収収入入 111188,,995511 22,,887733 112211,,882244

1188 繰繰入入金金 22,,448877,,443399 88,,000022 22,,449955,,444411

11 特特別別会会計計繰繰入入金金 110088,,995588 1122,,662200 112211,,557788

22 基基金金繰繰入入金金 22,,337788,,448811 △△44,,661188 22,,337733,,886633

2200 諸諸収収入入 11,,227766,,112211 4400,,999922 11,,331177,,111133

55 雑雑入入 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699

（（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

2211 市市債債 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

11 市市債債 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

歳歳 入入 合合 計計 3399,,447788,,886699 22,,441133,,006688 4411,,889911,,993377
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

11 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,554433,,225599 775533,,222288 1100,,229966,,448877

11 国国庫庫負負担担金金 66,,997700,,996644 △△33,,770066 66,,996677,,225588

22 国国庫庫補補助助金金 22,,445566,,442222 777700,,774477 33,,222277,,116699

33 委委託託金金 111155,,887733 △△1133,,881133 110022,,006600

1155 府府支支出出金金 22,,778888,,774433 4455,,008866 22,,883333,,882299

11 府府負負担担金金 22,,004433,,443399 4488,,668844 22,,009922,,112233

22 府府補補助助金金 553322,,550099 △△33,,559988 552288,,991111

1166 財財産産収収入入 114488,,446611 22,,887733 115511,,333344

11 財財産産運運用用収収入入 111188,,995511 22,,887733 112211,,882244

1188 繰繰入入金金 22,,448877,,443399 88,,000022 22,,449955,,444411

11 特特別別会会計計繰繰入入金金 110088,,995588 1122,,662200 112211,,557788

22 基基金金繰繰入入金金 22,,337788,,448811 △△44,,661188 22,,337733,,886633

2200 諸諸収収入入 11,,227766,,112211 4400,,999922 11,,331177,,111133

55 雑雑入入 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699

（（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

2211 市市債債 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

11 市市債債 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

歳歳 入入 合合 計計 3399,,447788,,886699 22,,441133,,006688 4411,,889911,,993377
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311

11 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311

22 総総務務費費 55,,661166,,445566 332266,,667733 55,,994433,,112299

11 総総務務管管理理費費 44,,226633,,119999 333311,,551100 44,,559944,,770099

44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111

55 選選挙挙費費 113322,,553366 △△1133,,881133 111188,,772233

33 民民生生費費 1188,,772266,,000077 225577,,111111 1188,,998833,,111188

11 社社会会福福祉祉費費 77,,442244,,554400 △△1100,,664400 77,,441133,,990000

22 児児童童福福祉祉費費 66,,990044,,334488 225577,,002233 77,,116611,,337711

33 生生活活保保護護費費 33,,553333,,557711 11,,770000 33,,553355,,227711

66 国国民民健健康康保保険険事事業業費費 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911

44 衛衛生生費費 33,,661188,,001133 △△8811,,442266 33,,553366,,558877

11 保保健健衛衛生生費費 11,,001166,,993333 △△7744,,111133 994422,,882200

22 清清掃掃費費 11,,229911,,669988 △△55,,331133 11,,228866,,338855

55 公公園園墓墓地地費費 1166,,331111 △△22,,000000 1144,,331111

55 農農林林水水産産業業費費 2299,,773377 660000 3300,,333377

（（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 農農業業費費 2299,,447700 660000 3300,,007700

66 商商工工費費 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199

11 商商工工費費 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199

77 土土木木費費 33,,773300,,334455 △△227755,,227788 33,,445555,,006677

22 道道路路橋橋りりょょうう費費 558888,,001177 △△2200,,331155 556677,,770022

44 都都市市計計画画費費 999988,,559977 △△225544,,884411 774433,,775566

55 下下水水道道事事業業費費 11,,336611,,007777 △△886688 11,,336600,,220099

66 住住宅宅費費 770022,,009999 774466 770022,,884455

88 消消防防費費 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

11 消消防防費費 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

99 教教育育費費 33,,449911,,119988 11,,661177,,667766 55,,110088,,887744

11 教教育育総総務務費費 11,,223355,,114433 2200,,229977 11,,225555,,444400

22 小小学学校校費費 776622,,778833 11,,559911,,003388 22,,335533,,882211

33 中中学学校校費費 336688,,229922 1144,,996677 338833,,225599

44 幼幼稚稚園園費費 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233

55 社社会会教教育育費費 668899,,223355 66,,880000 669966,,003355
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311

11 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311

22 総総務務費費 55,,661166,,445566 332266,,667733 55,,994433,,112299

11 総総務務管管理理費費 44,,226633,,119999 333311,,551100 44,,559944,,770099

44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111

55 選選挙挙費費 113322,,553366 △△1133,,881133 111188,,772233

33 民民生生費費 1188,,772266,,000077 225577,,111111 1188,,998833,,111188

11 社社会会福福祉祉費費 77,,442244,,554400 △△1100,,664400 77,,441133,,990000

22 児児童童福福祉祉費費 66,,990044,,334488 225577,,002233 77,,116611,,337711

33 生生活活保保護護費費 33,,553333,,557711 11,,770000 33,,553355,,227711

66 国国民民健健康康保保険険事事業業費費 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911

44 衛衛生生費費 33,,661188,,001133 △△8811,,442266 33,,553366,,558877

11 保保健健衛衛生生費費 11,,001166,,993333 △△7744,,111133 994422,,882200

22 清清掃掃費費 11,,229911,,669988 △△55,,331133 11,,228866,,338855

55 公公園園墓墓地地費費 1166,,331111 △△22,,000000 1144,,331111

55 農農林林水水産産業業費費 2299,,773377 660000 3300,,333377

（（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 農農業業費費 2299,,447700 660000 3300,,007700

66 商商工工費費 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199

11 商商工工費費 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199

77 土土木木費費 33,,773300,,334455 △△227755,,227788 33,,445555,,006677

22 道道路路橋橋りりょょうう費費 558888,,001177 △△2200,,331155 556677,,770022

44 都都市市計計画画費費 999988,,559977 △△225544,,884411 774433,,775566

55 下下水水道道事事業業費費 11,,336611,,007777 △△886688 11,,336600,,220099

66 住住宅宅費費 770022,,009999 774466 770022,,884455

88 消消防防費費 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

11 消消防防費費 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

99 教教育育費費 33,,449911,,119988 11,,661177,,667766 55,,110088,,887744

11 教教育育総総務務費費 11,,223355,,114433 2200,,229977 11,,225555,,444400

22 小小学学校校費費 776622,,778833 11,,559911,,003388 22,,335533,,882211

33 中中学学校校費費 336688,,229922 1144,,996677 338833,,225599

44 幼幼稚稚園園費費 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233

55 社社会会教教育育費費 668899,,223355 66,,880000 669966,,003355
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（（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

66 保保健健体体育育費費 114499,,008899 △△77,,554466 114411,,554433

1100 公公債債費費 22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999

11 公公債債費費 22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999

1111 諸諸支支出出金金 444499,,669988 △△334422 444499,,335566

22 上上水水道道事事業業費費 1122,,115566 △△334422 1111,,881144

歳歳 出出 合合 計計 3399,,447788,,886699 22,,441133,,006688 4411,,889911,,993377
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第 ２ 表　繰 越 明 許 費 補 正

１　追加

款 項

２　変更

４ 都 市 計 画 費
泉 大 津 駅 西 地 区
周 辺 整 備 事 業

６ 住 宅 費
二 田 ・ 寿 市 営 住 宅
整 備 事 業

162,682　千円

７ 土 木 費

事 業 名
金 額

小 学 校 施 設 整 備 事 業
（ 教 育 政 策 課 ）

３ 中 学 校 費
中 学 校 施 設 整 備 事 業
（ 教 育 政 策 課 ）

補 正 前 補 正 後

9,929　千円

128,032　千円

小 学 校 施 設 整 備 事 業
（ 資 産 活 用 課 ）

９ 教 育 費

２ 小 学 校 費

款 項

事 業 名

１ 総 務 管 理 費

２ 道 路 橋 り ょ う 費

金 額

６ 住 宅 費

駐 車 場 事 業

４ 戸 籍 住 民 登 録 費

７ 土 木 費

２ 商 工 業 振 興 費 産 業 振 興 対 策 事 業

災 害 対 策 事 業

市 営 住 宅 維 持 管 理 事 業

住 基 ・ 印 鑑 登 録 事 務 事 業

６ 商 工 費

２ 総 務 費 戸 籍 事 務 事 業

9,983　千円

4,133　千円

935　千円

578,580　千円

13,119　千円

250　千円

1,561,055　千円

25,328　千円

15,907　千円

53,982　千円
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償　　　還　　　の　　　方　　　法

資金区分 償還期限 据置期間 償還方法

千円

普通貸借 8.0%以内 政府資金 半 年 賦 及 び 市 財 政 の 都
又は 又は銀行 年 賦 元 利 均 合により償還

証券発行 その他資金 等、半年賦元 期 限 を 短 縮
金 均 等 償 還 し 、 若 し く は
又 は 満 期 一 繰 上 償 還 又
括 償 還 ■ ■ は 低 利 に 借

換えすること
ができる。■

■

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

20年以内 5年以内 同　　上 同　　上

補正後

補正前 113,100 同　 上 同　　上 同　　上

107,000 同　 上 同　　上 同　　上

補正前

補正後

補正後

補正前

同　　上 同　　上

20年以内 5年以内

補正前 5,500

街 路 整 備
事 業 費 20年以内 5年以内 同　　上230,400 同　 上 同　　上 同　　上

第 ３ 表  地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額
起　債
の方法

利  率

合　　計 2,920,000

補正前の額 1,792,200

（補正額） 1,127,800

その他

20年以内 3年以内

（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
に つ い て 、
利率の見直
し を 行 っ た
後において
は、当該見
直し後の利
率 ） ■ ■■

■

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上

補正後

補正後 0 同　 上 同　　上 同　　上

交 通 安 全 施 設
整 備 事 業 費

都 市 排 水 路
整 備 事 業 費

公 園 整 備
事 業 費

補正前

補正後 同　　上

同　　上 同　　上

同　　上

同　　上

20年以内 5年以内 同　　上 同　　上

171,100 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

補正前

同　　上 同　　上 同　　上55,700 同　 上 同　　上 同　　上

病 児 保 育 施 設
整 備 事 業 費

同　　上

同　　上 同　　上

同　　上38,600 同　 上 同　　上

157,900 同　 上

同　 上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上

27,300

学 校 教 育 施 設
整 備 事 業 費

同　　上

25年以内 3年以内

1,289,600 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

0 同　 上 同　　上 同　　上

同　　上

同　　上

同　　上

同　　上

− 240 −



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和７年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第６号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 ５５，，２２３３７７，，９９２２６６ ４４３３５５，，００８８７７ ５５，，６６７７３３，，００１１３３

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，５５４４３３，，２２５５９９ ７７５５３３，，２２２２８８ １１００，，２２９９６６，，４４８８７７

1155 府府支支出出金金 ２２，，７７８８８８，，７７４４３３ ４４５５，，００８８６６ ２２，，８８３３３３，，８８２２９９

1166 財財産産収収入入 １１４４８８，，４４６６１１ ２２，，８８７７３３ １１５５１１，，３３３３４４

1188 繰繰入入金金 ２２，，４４８８７７，，４４３３９９ ８８，，００００２２ ２２，，４４９９５５，，４４４４１１

2200 諸諸収収入入 １１，，２２７７６６，，１１２２１１ ４４００，，９９９９２２ １１，，３３１１７７，，１１１１３３

2211 市市債債 １１，，７７９９２２，，２２００００ １１，，１１２２７７，，８８００００ ２２，，９９２２００，，００００００

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，４４７７８８，，８８６６９９ ２２，，４４１１３３，，００６６８８ ４４１１，，８８９９１１，，９９３３７７
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 ５５，，２２３３７７，，９９２２６６ ４４３３５５，，００８８７７ ５５，，６６７７３３，，００１１３３

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，５５４４３３，，２２５５９９ ７７５５３３，，２２２２８８ １１００，，２２９９６６，，４４８８７７

1155 府府支支出出金金 ２２，，７７８８８８，，７７４４３３ ４４５５，，００８８６６ ２２，，８８３３３３，，８８２２９９

1166 財財産産収収入入 １１４４８８，，４４６６１１ ２２，，８８７７３３ １１５５１１，，３３３３４４

1188 繰繰入入金金 ２２，，４４８８７７，，４４３３９９ ８８，，００００２２ ２２，，４４９９５５，，４４４４１１

2200 諸諸収収入入 １１，，２２７７６６，，１１２２１１ ４４００，，９９９９２２ １１，，３３１１７７，，１１１１３３

2211 市市債債 １１，，７７９９２２，，２２００００ １１，，１１２２７７，，８８００００ ２２，，９９２２００，，００００００

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，４４７７８８，，８８６６９９ ２２，，４４１１３３，，００６６８８ ４４１１，，８８９９１１，，９９３３７７
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311 993333

22 総総務務費費 55,,661166,,445566 332266,,667733 55,,994433,,112299 △△88,,774455 △△22,,009911 333377,,550099

33 民民生生費費 1188,,772266,,000077 225577,,111111 1188,,998833,,111188 8899,,001188 △△55,,550000 4411 117733,,555522

44 衛衛生生費費 33,,661188,,001133 △△8811,,442266 33,,553366,,558877 △△7722,,660066 △△88,,882200

55 農農林林水水産産業業費費 2299,,773377 660000 3300,,333377 660000

66 商商工工費費 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199 557788,,558800

77 土土木木費費 33,,773300,,334455 △△227755,,227788 33,,445555,,006677 △△110088,,220055 △△115566,,330000 558888 △△1111,,336611

88 消消防防費費 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200 2233,,667766

99 教教育育費費 33,,449911,,119988 11,,661177,,667766 55,,110088,,887744 332200,,227722 11,,228899,,660000 △△44,,118866 1111,,999900

1100 公公債債費費 22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999 330011 △△3355,,443366

1111 諸諸支支出出金金 444499,,669988 △△334422 444499,,335566 △△334422

歳歳 出出 合合 計計 3399,,447788,,886699 22,,441133,,006688 4411,,889911,,993377 221199,,773344 11,,112277,,880000 △△55,,334477 11,,007700,,888811

− 244 −



歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311 993333

22 総総務務費費 55,,661166,,445566 332266,,667733 55,,994433,,112299 △△88,,774455 △△22,,009911 333377,,550099

33 民民生生費費 1188,,772266,,000077 225577,,111111 1188,,998833,,111188 8899,,001188 △△55,,550000 4411 117733,,555522

44 衛衛生生費費 33,,661188,,001133 △△8811,,442266 33,,553366,,558877 △△7722,,660066 △△88,,882200

55 農農林林水水産産業業費費 2299,,773377 660000 3300,,333377 660000

66 商商工工費費 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199 557788,,558800

77 土土木木費費 33,,773300,,334455 △△227755,,227788 33,,445555,,006677 △△110088,,220055 △△115566,,330000 558888 △△1111,,336611

88 消消防防費費 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200 2233,,667766

99 教教育育費費 33,,449911,,119988 11,,661177,,667766 55,,110088,,887744 332200,,227722 11,,228899,,660000 △△44,,118866 1111,,999900

1100 公公債債費費 22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999 330011 △△3355,,443366

1111 諸諸支支出出金金 444499,,669988 △△334422 444499,,335566 △△334422

歳歳 出出 合合 計計 3399,,447788,,886699 22,,441133,,006688 4411,,889911,,993377 221199,,773344 11,,112277,,880000 △△55,,334477 11,,007700,,888811
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税 ((項項)) 11 地地方方交交付付税税

((項項)) 11 地地方方交交付付税税

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133 11 地地方方交交付付税税 443355,,008877 普普通通交交付付税税

計計 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,554433,,225599 775533,,222288 1100,,229966,,448877

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 66,,887744,,779988 5500,,440055 66,,992255,,220033 22 児児童童福福祉祉費費負負担担金金 4444,,336611 児児童童扶扶養養手手当当負負担担金金 △△55,,666677

児児童童手手当当負負担担金金 △△112288,,333344

施施設設型型給給付付費費負負担担金金 115522,,772233

地地域域型型保保育育給給付付費費負負担担金金 2255,,663399

44 国国民民健健康康保保険険事事業業 66,,004444 国国民民健健康康保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金 77,,337722

費費負負担担金金 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料負負担担金金 △△884422

産産前前産産後後保保険険料料負負担担金金 △△448866

22 衛衛生生費費国国庫庫負負担担金金 7755,,771122 △△5566,,444400 1199,,227722 11 保保健健衛衛生生費費負負担担金金 △△5566,,444400 新新型型ココロロナナウウイイルルススワワククチチンン接接種種対対策策費費国国庫庫負負担担金金

33 教教育育費費国国庫庫負負担担金金 2200,,445544 22,,332299 2222,,778833 11 幼幼稚稚園園費費負負担担金金 22,,332299 施施設設型型給給付付費費負負担担金金

計計 66,,997700,,996644 △△33,,770066 66,,996677,,225588

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税 ((項項)) 11 地地方方交交付付税税

((項項)) 11 地地方方交交付付税税

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133 11 地地方方交交付付税税 443355,,008877 普普通通交交付付税税

計計 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,554433,,225599 775533,,222288 1100,,229966,,448877

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 66,,887744,,779988 5500,,440055 66,,992255,,220033 22 児児童童福福祉祉費費負負担担金金 4444,,336611 児児童童扶扶養養手手当当負負担担金金 △△55,,666677

児児童童手手当当負負担担金金 △△112288,,333344

施施設設型型給給付付費費負負担担金金 115522,,772233

地地域域型型保保育育給給付付費費負負担担金金 2255,,663399

44 国国民民健健康康保保険険事事業業 66,,004444 国国民民健健康康保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金 77,,337722

費費負負担担金金 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料負負担担金金 △△884422

産産前前産産後後保保険険料料負負担担金金 △△448866

22 衛衛生生費費国国庫庫負負担担金金 7755,,771122 △△5566,,444400 1199,,227722 11 保保健健衛衛生生費費負負担担金金 △△5566,,444400 新新型型ココロロナナウウイイルルススワワククチチンン接接種種対対策策費費国国庫庫負負担担金金

33 教教育育費費国国庫庫負負担担金金 2200,,445544 22,,332299 2222,,778833 11 幼幼稚稚園園費費負負担担金金 22,,332299 施施設設型型給給付付費費負負担担金金

計計 66,,997700,,996644 △△33,,770066 66,,996677,,225588
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税 ((項項)) 11 地地方方交交付付税税

((項項)) 11 地地方方交交付付税税

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133 11 地地方方交交付付税税 443355,,008877 普普通通交交付付税税

計計 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,554433,,225599 775533,,222288 1100,,229966,,448877

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 66,,887744,,779988 5500,,440055 66,,992255,,220033 22 児児童童福福祉祉費費負負担担金金 4444,,336611 児児童童扶扶養養手手当当負負担担金金 △△55,,666677

児児童童手手当当負負担担金金 △△112288,,333344

施施設設型型給給付付費費負負担担金金 115522,,772233

地地域域型型保保育育給給付付費費負負担担金金 2255,,663399

44 国国民民健健康康保保険険事事業業 66,,004444 国国民民健健康康保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金 77,,337722

費費負負担担金金 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料負負担担金金 △△884422

産産前前産産後後保保険険料料負負担担金金 △△448866

22 衛衛生生費費国国庫庫負負担担金金 7755,,771122 △△5566,,444400 1199,,227722 11 保保健健衛衛生生費費負負担担金金 △△5566,,444400 新新型型ココロロナナウウイイルルススワワククチチンン接接種種対対策策費費国国庫庫負負担担金金

33 教教育育費費国国庫庫負負担担金金 2200,,445544 22,,332299 2222,,778833 11 幼幼稚稚園園費費負負担担金金 22,,332299 施施設設型型給給付付費費負負担担金金

計計 66,,997700,,996644 △△33,,770066 66,,996677,,225588

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税 ((項項)) 11 地地方方交交付付税税

((項項)) 11 地地方方交交付付税税

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 地地方方交交付付税税 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133 11 地地方方交交付付税税 443355,,008877 普普通通交交付付税税

計計 55,,223377,,992266 443355,,008877 55,,667733,,001133

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,554433,,225599 775533,,222288 1100,,229966,,448877

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 66,,887744,,779988 5500,,440055 66,,992255,,220033 22 児児童童福福祉祉費費負負担担金金 4444,,336611 児児童童扶扶養養手手当当負負担担金金 △△55,,666677

児児童童手手当当負負担担金金 △△112288,,333344

施施設設型型給給付付費費負負担担金金 115522,,772233

地地域域型型保保育育給給付付費費負負担担金金 2255,,663399

44 国国民民健健康康保保険険事事業業 66,,004444 国国民民健健康康保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金 77,,337722

費費負負担担金金 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料負負担担金金 △△884422

産産前前産産後後保保険険料料負負担担金金 △△448866

22 衛衛生生費費国国庫庫負負担担金金 7755,,771122 △△5566,,444400 1199,,227722 11 保保健健衛衛生生費費負負担担金金 △△5566,,444400 新新型型ココロロナナウウイイルルススワワククチチンン接接種種対対策策費費国国庫庫負負担担金金

33 教教育育費費国国庫庫負負担担金金 2200,,445544 22,,332299 2222,,778833 11 幼幼稚稚園園費費負負担担金金 22,,332299 施施設設型型給給付付費費負負担担金金

計計 66,,997700,,996644 △△33,,770066 66,,996677,,225588
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((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

11 総総務務費費国国庫庫補補助助金金 559911,,117711 558833,,664488 11,,117744,,881199 11 総総務務管管理理費費補補助助金金 558833,,664488 物物価価高高騰騰対対応応重重点点支支援援地地方方創創生生臨臨時時交交付付金金 557788,,558800

社社会会保保障障税税番番号号制制度度シシスステテムム整整備備費費補補助助金金 55,,006688

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 997733,,557722 △△44,,333399 996699,,223333 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 △△44,,333399 子子どどもも・・子子育育てて支支援援交交付付金金 11,,333333

子子どどもも・・子子育育てて支支援援施施設設整整備備交交付付金金 △△55,,667722

33 衛衛生生費費国国庫庫補補助助金金 7755,,774433 △△1144,,225500 6611,,449933 11 保保健健衛衛生生費費補補助助金金 △△1144,,225500 妊妊婦婦ののたためめのの支支援援給給付付交交付付金金

44 土土木木費費国国庫庫補補助助金金 555588,,882233 △△110066,,991111 445511,,991122 11 土土木木費費補補助助金金 △△2222,,228800 地地籍籍調調査査補補助助金金 △△11,,773388

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（自自転転車車ネネッットトワワーークク整整備備事事業業）） △△1144,,661199

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（道道路路改改良良事事業業）） △△55,,550000

新新ししいい地地方方経経済済・・生生活活環環境境創創生生交交付付金金 △△442233

22 都都市市計計画画費費補補助助金金 △△8866,,667777 都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（泉泉大大津津駅駅西西地地区区周周辺辺整整

備備事事業業）） △△7722,,999922

都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（東東港港公公園園整整備備事事業業）） △△1133,,666677

都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（戎戎町町公公園園整整備備事事業業）） △△1188

33 住住宅宅費費補補助助金金 22,,004466 社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（民民間間住住宅宅耐耐震震補補助助）） △△11,,330000

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（市市営営住住宅宅建建替替事事業業）） 33,,334466

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 225577,,111133 331122,,559999 556699,,771122 11 小小学学校校費費補補助助金金 330077,,227777 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

22 中中学学校校費費補補助助金金 55,,332222 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

計計 22,,445566,,442222 777700,,774477 33,,222277,,116699

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 9900,,996666 △△1133,,881133 7777,,115533 33 選選挙挙費費委委託託金金 △△1133,,881133 参参議議院院議議員員通通常常選選挙挙委委託託金金

計計 111155,,887733 △△1133,,881133 110022,,006600
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((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

11 総総務務費費国国庫庫補補助助金金 559911,,117711 558833,,664488 11,,117744,,881199 11 総総務務管管理理費費補補助助金金 558833,,664488 物物価価高高騰騰対対応応重重点点支支援援地地方方創創生生臨臨時時交交付付金金 557788,,558800

社社会会保保障障税税番番号号制制度度シシスステテムム整整備備費費補補助助金金 55,,006688

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 997733,,557722 △△44,,333399 996699,,223333 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 △△44,,333399 子子どどもも・・子子育育てて支支援援交交付付金金 11,,333333

子子どどもも・・子子育育てて支支援援施施設設整整備備交交付付金金 △△55,,667722

33 衛衛生生費費国国庫庫補補助助金金 7755,,774433 △△1144,,225500 6611,,449933 11 保保健健衛衛生生費費補補助助金金 △△1144,,225500 妊妊婦婦ののたためめのの支支援援給給付付交交付付金金

44 土土木木費費国国庫庫補補助助金金 555588,,882233 △△110066,,991111 445511,,991122 11 土土木木費費補補助助金金 △△2222,,228800 地地籍籍調調査査補補助助金金 △△11,,773388

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（自自転転車車ネネッットトワワーークク整整備備事事業業）） △△1144,,661199

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（道道路路改改良良事事業業）） △△55,,550000

新新ししいい地地方方経経済済・・生生活活環環境境創創生生交交付付金金 △△442233

22 都都市市計計画画費費補補助助金金 △△8866,,667777 都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（泉泉大大津津駅駅西西地地区区周周辺辺整整

備備事事業業）） △△7722,,999922

都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（東東港港公公園園整整備備事事業業）） △△1133,,666677

都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（戎戎町町公公園園整整備備事事業業）） △△1188

33 住住宅宅費費補補助助金金 22,,004466 社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（民民間間住住宅宅耐耐震震補補助助）） △△11,,330000

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（市市営営住住宅宅建建替替事事業業）） 33,,334466

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 225577,,111133 331122,,559999 556699,,771122 11 小小学学校校費費補補助助金金 330077,,227777 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

22 中中学学校校費費補補助助金金 55,,332222 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

計計 22,,445566,,442222 777700,,774477 33,,222277,,116699

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 9900,,996666 △△1133,,881133 7777,,115533 33 選選挙挙費費委委託託金金 △△1133,,881133 参参議議院院議議員員通通常常選選挙挙委委託託金金

計計 111155,,887733 △△1133,,881133 110022,,006600

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

11 総総務務費費国国庫庫補補助助金金 559911,,117711 558833,,664488 11,,117744,,881199 11 総総務務管管理理費費補補助助金金 558833,,664488 物物価価高高騰騰対対応応重重点点支支援援地地方方創創生生臨臨時時交交付付金金 557788,,558800

社社会会保保障障税税番番号号制制度度シシスステテムム整整備備費費補補助助金金 55,,006688

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 997733,,557722 △△44,,333399 996699,,223333 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 △△44,,333399 子子どどもも・・子子育育てて支支援援交交付付金金 11,,333333

子子どどもも・・子子育育てて支支援援施施設設整整備備交交付付金金 △△55,,667722

33 衛衛生生費費国国庫庫補補助助金金 7755,,774433 △△1144,,225500 6611,,449933 11 保保健健衛衛生生費費補補助助金金 △△1144,,225500 妊妊婦婦ののたためめのの支支援援給給付付交交付付金金

44 土土木木費費国国庫庫補補助助金金 555588,,882233 △△110066,,991111 445511,,991122 11 土土木木費費補補助助金金 △△2222,,228800 地地籍籍調調査査補補助助金金 △△11,,773388

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（自自転転車車ネネッットトワワーークク整整備備事事業業）） △△1144,,661199

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（道道路路改改良良事事業業）） △△55,,550000

新新ししいい地地方方経経済済・・生生活活環環境境創創生生交交付付金金 △△442233

22 都都市市計計画画費費補補助助金金 △△8866,,667777 都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（泉泉大大津津駅駅西西地地区区周周辺辺整整

備備事事業業）） △△7722,,999922

都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（東東港港公公園園整整備備事事業業）） △△1133,,666677

都都市市構構造造再再編編集集中中支支援援事事業業費費補補助助金金（（戎戎町町公公園園整整備備事事業業）） △△1188

33 住住宅宅費費補補助助金金 22,,004466 社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（民民間間住住宅宅耐耐震震補補助助）） △△11,,330000

社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（市市営営住住宅宅建建替替事事業業）） 33,,334466

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 225577,,111133 331122,,559999 556699,,771122 11 小小学学校校費費補補助助金金 330077,,227777 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

22 中中学学校校費費補補助助金金 55,,332222 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

計計 22,,445566,,442222 777700,,774477 33,,222277,,116699

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 9900,,996666 △△1133,,881133 7777,,115533 33 選選挙挙費費委委託託金金 △△1133,,881133 参参議議院院議議員員通通常常選選挙挙委委託託金金

計計 111155,,887733 △△1133,,881133 110022,,006600

− 249 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,778888,,774433 4455,,008866 22,,883333,,882299

((款款)) 1155 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1155 府府支支出出金金 ((項項)) 11 府府負負担担金金

((項項)) 11 府府負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費府府負負担担金金 22,,003333,,221133 4477,,551199 22,,008800,,773322 22 児児童童福福祉祉費費負負担担金金 5555,,556644 児児童童手手当当負負担担金金 △△1188,,333344

施施設設型型給給付付費費負負担担金金 6655,,001199

地地域域型型保保育育給給付付費費負負担担金金 88,,887799

44 国国民民健健康康保保険険事事業業 11,,996622 国国民民健健康康保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金 22,,662266

費費負負担担金金 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料負負担担金金 △△442211

産産前前産産後後保保険険料料負負担担金金 △△224433

55 後後期期高高齢齢者者医医療療事事 △△1100,,000077 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金

業業費費負負担担金金

22 教教育育費費府府負負担担金金 1100,,222266 11,,116655 1111,,339911 11 幼幼稚稚園園費費負負担担金金 11,,116655 施施設設型型給給付付費費負負担担金金

計計 22,,004433,,443399 4488,,668844 22,,009922,,112233

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費府府補補助助金金 442200,,441155 △△77,,002255 441133,,339900 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 △△77,,002255 乳乳幼幼児児医医療療費費等等助助成成事事業業補補助助金金 △△777700

大大阪阪府府新新子子育育てて支支援援交交付付金金 △△11,,991166

大大阪阪府府子子どどもも・・子子育育てて支支援援交交付付金金 11,,333333

子子どどもも・・子子育育てて支支援援施施設設整整備備交交付付金金 △△55,,667722

66 土土木木費費府府補補助助金金 33,,448844 △△11,,229944 22,,119900 11 土土木木費費補補助助金金 △△886699 地地籍籍調調査査補補助助金金

22 住住宅宅費費補補助助金金 △△442255 大大阪阪府府震震災災対対策策推推進進事事業業補補助助金金

88 教教育育費費府府補補助助金金 7788,,221100 44,,772211 8822,,993311 33 幼幼稚稚園園費費補補助助金金 44,,772211 施施設設型型給給付付費費補補助助金金

計計 553322,,550099 △△33,,559988 552288,,991111

− 250 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,778888,,774433 4455,,008866 22,,883333,,882299

((款款)) 1155 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1155 府府支支出出金金 ((項項)) 11 府府負負担担金金

((項項)) 11 府府負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費府府負負担担金金 22,,003333,,221133 4477,,551199 22,,008800,,773322 22 児児童童福福祉祉費費負負担担金金 5555,,556644 児児童童手手当当負負担担金金 △△1188,,333344

施施設設型型給給付付費費負負担担金金 6655,,001199

地地域域型型保保育育給給付付費費負負担担金金 88,,887799

44 国国民民健健康康保保険険事事業業 11,,996622 国国民民健健康康保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金 22,,662266

費費負負担担金金 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料負負担担金金 △△442211

産産前前産産後後保保険険料料負負担担金金 △△224433

55 後後期期高高齢齢者者医医療療事事 △△1100,,000077 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金

業業費費負負担担金金

22 教教育育費費府府負負担担金金 1100,,222266 11,,116655 1111,,339911 11 幼幼稚稚園園費費負負担担金金 11,,116655 施施設設型型給給付付費費負負担担金金

計計 22,,004433,,443399 4488,,668844 22,,009922,,112233

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費府府補補助助金金 442200,,441155 △△77,,002255 441133,,339900 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 △△77,,002255 乳乳幼幼児児医医療療費費等等助助成成事事業業補補助助金金 △△777700

大大阪阪府府新新子子育育てて支支援援交交付付金金 △△11,,991166

大大阪阪府府子子どどもも・・子子育育てて支支援援交交付付金金 11,,333333

子子どどもも・・子子育育てて支支援援施施設設整整備備交交付付金金 △△55,,667722

66 土土木木費費府府補補助助金金 33,,448844 △△11,,229944 22,,119900 11 土土木木費費補補助助金金 △△886699 地地籍籍調調査査補補助助金金

22 住住宅宅費費補補助助金金 △△442255 大大阪阪府府震震災災対対策策推推進進事事業業補補助助金金

88 教教育育費費府府補補助助金金 7788,,221100 44,,772211 8822,,993311 33 幼幼稚稚園園費費補補助助金金 44,,772211 施施設設型型給給付付費費補補助助金金

計計 553322,,550099 △△33,,559988 552288,,991111

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,778888,,774433 4455,,008866 22,,883333,,882299

((款款)) 1155 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1155 府府支支出出金金 ((項項)) 11 府府負負担担金金

((項項)) 11 府府負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費府府負負担担金金 22,,003333,,221133 4477,,551199 22,,008800,,773322 22 児児童童福福祉祉費費負負担担金金 5555,,556644 児児童童手手当当負負担担金金 △△1188,,333344

施施設設型型給給付付費費負負担担金金 6655,,001199

地地域域型型保保育育給給付付費費負負担担金金 88,,887799

44 国国民民健健康康保保険険事事業業 11,,996622 国国民民健健康康保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金 22,,662266

費費負負担担金金 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料負負担担金金 △△442211

産産前前産産後後保保険険料料負負担担金金 △△224433

55 後後期期高高齢齢者者医医療療事事 △△1100,,000077 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険基基盤盤安安定定負負担担金金

業業費費負負担担金金

22 教教育育費費府府負負担担金金 1100,,222266 11,,116655 1111,,339911 11 幼幼稚稚園園費費負負担担金金 11,,116655 施施設設型型給給付付費費負負担担金金

計計 22,,004433,,443399 4488,,668844 22,,009922,,112233

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費府府補補助助金金 442200,,441155 △△77,,002255 441133,,339900 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 △△77,,002255 乳乳幼幼児児医医療療費費等等助助成成事事業業補補助助金金 △△777700

大大阪阪府府新新子子育育てて支支援援交交付付金金 △△11,,991166

大大阪阪府府子子どどもも・・子子育育てて支支援援交交付付金金 11,,333333

子子どどもも・・子子育育てて支支援援施施設設整整備備交交付付金金 △△55,,667722

66 土土木木費費府府補補助助金金 33,,448844 △△11,,229944 22,,119900 11 土土木木費費補補助助金金 △△886699 地地籍籍調調査査補補助助金金

22 住住宅宅費費補補助助金金 △△442255 大大阪阪府府震震災災対対策策推推進進事事業業補補助助金金

88 教教育育費費府府補補助助金金 7788,,221100 44,,772211 8822,,993311 33 幼幼稚稚園園費費補補助助金金 44,,772211 施施設設型型給給付付費費補補助助金金

計計 553322,,550099 △△33,,559988 552288,,991111

− 251 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

114488,,446611 22,,887733 115511,,333344

((款款)) 1166 財財産産収収入入

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1166 財財産産収収入入 ((項項)) 11 財財産産運運用用収収入入

((項項)) 11 財財産産運運用用収収入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 利利子子及及びび配配当当金金 2211,,227799 22,,887733 2244,,115522 11 利利子子及及びび配配当当金金 22,,887733 財財政政調調整整基基金金利利子子収収入入 22,,330000

交交流流ととふふれれああいいののままちちづづくくりり基基金金利利子子収収入入 114433

深深喜喜人人材材育育成成基基金金利利子子収収入入 6655

辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ基基金金利利子子収収入入 3377

佐佐野野幸幸子子基基金金利利子子収収入入 44

八八木木稔稔すすここややかか基基金金利利子子収収入入 44

減減債債基基金金利利子子収収入入 330011

企企業業版版ふふるるささとと納納税税基基金金利利子子収収入入 1199

計計 111188,,995511 22,,887733 112211,,882244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,448877,,443399 88,,000022 22,,449955,,444411

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 11 特特別別会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 水水道道事事業業会会計計繰繰入入金金 11,,999900 558888 22,,557788 11 水水道道事事業業会会計計繰繰入入 558888 水水道道事事業業会会計計繰繰入入金金

金金

55 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金 00 1122,,003322 1122,,003322 11 国国民民健健康康保保険険事事業業 1122,,003322 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金

特特別別会会計計繰繰入入金金

計計 110088,,995588 1122,,662200 112211,,557788

− 252 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

114488,,446611 22,,887733 115511,,333344

((款款)) 1166 財財産産収収入入

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1166 財財産産収収入入 ((項項)) 11 財財産産運運用用収収入入

((項項)) 11 財財産産運運用用収収入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 利利子子及及びび配配当当金金 2211,,227799 22,,887733 2244,,115522 11 利利子子及及びび配配当当金金 22,,887733 財財政政調調整整基基金金利利子子収収入入 22,,330000

交交流流ととふふれれああいいののままちちづづくくりり基基金金利利子子収収入入 114433

深深喜喜人人材材育育成成基基金金利利子子収収入入 6655

辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ基基金金利利子子収収入入 3377

佐佐野野幸幸子子基基金金利利子子収収入入 44

八八木木稔稔すすここややかか基基金金利利子子収収入入 44

減減債債基基金金利利子子収収入入 330011

企企業業版版ふふるるささとと納納税税基基金金利利子子収収入入 1199

計計 111188,,995511 22,,887733 112211,,882244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,448877,,443399 88,,000022 22,,449955,,444411

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 11 特特別別会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 水水道道事事業業会会計計繰繰入入金金 11,,999900 558888 22,,557788 11 水水道道事事業業会会計計繰繰入入 558888 水水道道事事業業会会計計繰繰入入金金

金金

55 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金 00 1122,,003322 1122,,003322 11 国国民民健健康康保保険険事事業業 1122,,003322 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金

特特別別会会計計繰繰入入金金

計計 110088,,995588 1122,,662200 112211,,557788

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

114488,,446611 22,,887733 115511,,333344

((款款)) 1166 財財産産収収入入

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1166 財財産産収収入入 ((項項)) 11 財財産産運運用用収収入入

((項項)) 11 財財産産運運用用収収入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 利利子子及及びび配配当当金金 2211,,227799 22,,887733 2244,,115522 11 利利子子及及びび配配当当金金 22,,887733 財財政政調調整整基基金金利利子子収収入入 22,,330000

交交流流ととふふれれああいいののままちちづづくくりり基基金金利利子子収収入入 114433

深深喜喜人人材材育育成成基基金金利利子子収収入入 6655

辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ基基金金利利子子収収入入 3377

佐佐野野幸幸子子基基金金利利子子収収入入 44

八八木木稔稔すすここややかか基基金金利利子子収収入入 44

減減債債基基金金利利子子収収入入 330011

企企業業版版ふふるるささとと納納税税基基金金利利子子収収入入 1199

計計 111188,,995511 22,,887733 112211,,882244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,448877,,443399 88,,000022 22,,449955,,444411

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 11 特特別別会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 水水道道事事業業会会計計繰繰入入金金 11,,999900 558888 22,,557788 11 水水道道事事業業会会計計繰繰入入 558888 水水道道事事業業会会計計繰繰入入金金

金金

55 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金 00 1122,,003322 1122,,003322 11 国国民民健健康康保保険険事事業業 1122,,003322 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金

特特別別会会計計繰繰入入金金

計計 110088,,995588 1122,,662200 112211,,557788
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((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1188 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

66 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金 660022,,006655 △△44,,991199 559977,,114466 11 ふふるるささとと応応援援基基金金 △△44,,991199 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金

繰繰入入金金

1133 減減債債基基金金繰繰入入金金 119933,,111166 330011 119933,,441177 11 減減債債基基金金繰繰入入金金 330011 減減債債基基金金繰繰入入金金

計計 22,,337788,,448811 △△44,,661188 22,,337733,,886633

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,227766,,112211 4400,,999922 11,,331177,,111133

((款款)) 2200 諸諸収収入入

((項項)) 55 雑雑入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 雑雑入入 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699 11 雑雑入入 4400,,999922 総総合合型型地地域域ススポポーーツツククララブブ支支援援事事業業助助成成金金 △△44,,119900

後後期期高高齢齢者者医医療療定定率率負負担担金金精精算算金金 4455,,118822

計計 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

((款款)) 2211 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生債債 223377,,990000 △△55,,550000 223322,,440000 11 児児童童福福祉祉債債 △△55,,550000 病病児児保保育育施施設設整整備備事事業業債債

44 土土木木債債 991133,,440000 △△115566,,330000 775577,,110000 11 都都市市計計画画債債 △△116611,,550000 街街路路整整備備事事業業債債 △△117744,,770000
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((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1188 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

66 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金 660022,,006655 △△44,,991199 559977,,114466 11 ふふるるささとと応応援援基基金金 △△44,,991199 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金

繰繰入入金金

1133 減減債債基基金金繰繰入入金金 119933,,111166 330011 119933,,441177 11 減減債債基基金金繰繰入入金金 330011 減減債債基基金金繰繰入入金金

計計 22,,337788,,448811 △△44,,661188 22,,337733,,886633

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,227766,,112211 4400,,999922 11,,331177,,111133

((款款)) 2200 諸諸収収入入

((項項)) 55 雑雑入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 雑雑入入 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699 11 雑雑入入 4400,,999922 総総合合型型地地域域ススポポーーツツククララブブ支支援援事事業業助助成成金金 △△44,,119900

後後期期高高齢齢者者医医療療定定率率負負担担金金精精算算金金 4455,,118822

計計 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

((款款)) 2211 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生債債 223377,,990000 △△55,,550000 223322,,440000 11 児児童童福福祉祉債債 △△55,,550000 病病児児保保育育施施設設整整備備事事業業債債

44 土土木木債債 991133,,440000 △△115566,,330000 775577,,110000 11 都都市市計計画画債債 △△116611,,550000 街街路路整整備備事事業業債債 △△117744,,770000

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1188 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

66 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金 660022,,006655 △△44,,991199 559977,,114466 11 ふふるるささとと応応援援基基金金 △△44,,991199 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金

繰繰入入金金

1133 減減債債基基金金繰繰入入金金 119933,,111166 330011 119933,,441177 11 減減債債基基金金繰繰入入金金 330011 減減債債基基金金繰繰入入金金

計計 22,,337788,,448811 △△44,,661188 22,,337733,,886633

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,227766,,112211 4400,,999922 11,,331177,,111133

((款款)) 2200 諸諸収収入入

((項項)) 55 雑雑入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 雑雑入入 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699 11 雑雑入入 4400,,999922 総総合合型型地地域域ススポポーーツツククララブブ支支援援事事業業助助成成金金 △△44,,119900

後後期期高高齢齢者者医医療療定定率率負負担担金金精精算算金金 4455,,118822

計計 888844,,447777 4400,,999922 992255,,446699

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

((款款)) 2211 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生債債 223377,,990000 △△55,,550000 223322,,440000 11 児児童童福福祉祉債債 △△55,,550000 病病児児保保育育施施設設整整備備事事業業債債

44 土土木木債債 991133,,440000 △△115566,,330000 775577,,110000 11 都都市市計計画画債債 △△116611,,550000 街街路路整整備備事事業業債債 △△117744,,770000
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

公公園園整整備備事事業業債債 1133,,220000

22 道道路路橋橋りりょょうう債債 1111,,330000 交交通通安安全全施施設設整整備備事事業業債債

33 水水路路債債 △△66,,110000 都都市市排排水水路路整整備備事事業業債債

66 教教育育債債 115566,,880000 11,,228899,,660000 11,,444466,,440000 33 小小学学校校債債 11,,227799,,000000 小小学学校校整整備備事事業業債債

44 中中学学校校債債 1100,,660000 中中学学校校整整備備事事業業債債

計計 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

公公園園整整備備事事業業債債 1133,,220000

22 道道路路橋橋りりょょうう債債 1111,,330000 交交通通安安全全施施設設整整備備事事業業債債

33 水水路路債債 △△66,,110000 都都市市排排水水路路整整備備事事業業債債

66 教教育育債債 115566,,880000 11,,228899,,660000 11,,444466,,440000 33 小小学学校校債債 11,,227799,,000000 小小学学校校整整備備事事業業債債

44 中中学学校校債債 1100,,660000 中中学学校校整整備備事事業業債債

計計 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

公公園園整整備備事事業業債債 1133,,220000

22 道道路路橋橋りりょょうう債債 1111,,330000 交交通通安安全全施施設設整整備備事事業業債債

33 水水路路債債 △△66,,110000 都都市市排排水水路路整整備備事事業業債債

66 教教育育債債 115566,,880000 11,,228899,,660000 11,,444466,,440000 33 小小学学校校債債 11,,227799,,000000 小小学学校校整整備備事事業業債債

44 中中学学校校債債 1100,,660000 中中学学校校整整備備事事業業債債

計計 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000

（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

公公園園整整備備事事業業債債 1133,,220000

22 道道路路橋橋りりょょうう債債 1111,,330000 交交通通安安全全施施設設整整備備事事業業債債

33 水水路路債債 △△66,,110000 都都市市排排水水路路整整備備事事業業債債

66 教教育育債債 115566,,880000 11,,228899,,660000 11,,444466,,440000 33 小小学学校校債債 11,,227799,,000000 小小学学校校整整備備事事業業債債

44 中中学学校校債債 1100,,660000 中中学学校校整整備備事事業業債債

計計 11,,779922,,220000 11,,112277,,880000 22,,992200,,000000
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

226688,,339988 993333 226699,,333311

((款款)) 11 議議会会費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 議議会会費費 ((項項)) 11 議議会会費費

((項項)) 11 議議会会費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

993333 11 人人件件費費 11,,440000 22 給給料料 66000011 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311 22 給給料料 660000

一一般般職職給給33 職職員員手手当当等等 11,,333333

88 旅旅費費 △△11,,000000

33 職職員員手手当当等等 880000

期期末末勤勤勉勉手手当当

22 議議員員人人件件費費 553333 33 職職員員手手当当等等 553333

期期末末手手当当

33 議議会会運運営営事事業業 △△445500 88 旅旅費費 △△445500

普普通通旅旅費費 △△220000

費費用用弁弁償償 △△225500

44 議議会会調調査査研研究究事事業業 △△555500 88 旅旅費費 △△555500

普普通通旅旅費費 △△115500

費費用用弁弁償償 △△440000

計計 226688,,339988 993333 226699,,333311 993333

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,661166,,445566 332266,,667733 55,,994433,,112299

((款款)) 22 総総務務費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

889922 110077,,889900 11 人人件件費費 9900,,771166 33 職職員員手手当当等等 8877,,22116611 一一般般管管理理費費 22,,116622,,223300 110088,,778822 22,,227711,,001122 11 報報酬酬 1111,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当 1166,,99000033 職職員員手手当当等等 9977,,221166

児児童童手手当当 44,,00000044 共共済済費費 33,,550000

退退職職手手当当 6666,,3311661133 使使用用料料及及びび △△11,,880000

賃賃借借料料

44 共共済済費費 33,,5500001177 備備品品購購入入費費 △△11,,113344

共共済済組組合合補補給給金金

33 会会計計年年度度任任用用職職員員配配 11 報報酬酬 1111,,000000

置置事事業業（（人人事事課課）） 2211,,000000 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

226688,,339988 993333 226699,,333311

((款款)) 11 議議会会費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 議議会会費費 ((項項)) 11 議議会会費費

((項項)) 11 議議会会費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

993333 11 人人件件費費 11,,440000 22 給給料料 66000011 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311 22 給給料料 660000

一一般般職職給給33 職職員員手手当当等等 11,,333333

88 旅旅費費 △△11,,000000

33 職職員員手手当当等等 880000

期期末末勤勤勉勉手手当当

22 議議員員人人件件費費 553333 33 職職員員手手当当等等 553333

期期末末手手当当

33 議議会会運運営営事事業業 △△445500 88 旅旅費費 △△445500

普普通通旅旅費費 △△220000

費費用用弁弁償償 △△225500

44 議議会会調調査査研研究究事事業業 △△555500 88 旅旅費費 △△555500

普普通通旅旅費費 △△115500

費費用用弁弁償償 △△440000

計計 226688,,339988 993333 226699,,333311 993333

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,661166,,445566 332266,,667733 55,,994433,,112299

((款款)) 22 総総務務費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

889922 110077,,889900 11 人人件件費費 9900,,771166 33 職職員員手手当当等等 8877,,22116611 一一般般管管理理費費 22,,116622,,223300 110088,,778822 22,,227711,,001122 11 報報酬酬 1111,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当 1166,,99000033 職職員員手手当当等等 9977,,221166

児児童童手手当当 44,,00000044 共共済済費費 33,,550000

退退職職手手当当 6666,,3311661133 使使用用料料及及びび △△11,,880000

賃賃借借料料

44 共共済済費費 33,,5500001177 備備品品購購入入費費 △△11,,113344

共共済済組組合合補補給給金金

33 会会計計年年度度任任用用職職員員配配 11 報報酬酬 1111,,000000

置置事事業業（（人人事事課課）） 2211,,000000 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

226688,,339988 993333 226699,,333311

((款款)) 11 議議会会費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 議議会会費費 ((項項)) 11 議議会会費費

((項項)) 11 議議会会費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

993333 11 人人件件費費 11,,440000 22 給給料料 66000011 議議会会費費 226688,,339988 993333 226699,,333311 22 給給料料 660000

一一般般職職給給33 職職員員手手当当等等 11,,333333

88 旅旅費費 △△11,,000000

33 職職員員手手当当等等 880000

期期末末勤勤勉勉手手当当

22 議議員員人人件件費費 553333 33 職職員員手手当当等等 553333

期期末末手手当当

33 議議会会運運営営事事業業 △△445500 88 旅旅費費 △△445500

普普通通旅旅費費 △△220000

費費用用弁弁償償 △△225500

44 議議会会調調査査研研究究事事業業 △△555500 88 旅旅費費 △△555500

普普通通旅旅費費 △△115500

費費用用弁弁償償 △△440000

計計 226688,,339988 993333 226699,,333311 993333

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,661166,,445566 332266,,667733 55,,994433,,112299

((款款)) 22 総総務務費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

889922 110077,,889900 11 人人件件費費 9900,,771166 33 職職員員手手当当等等 8877,,22116611 一一般般管管理理費費 22,,116622,,223300 110088,,778822 22,,227711,,001122 11 報報酬酬 1111,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当 1166,,99000033 職職員員手手当当等等 9977,,221166

児児童童手手当当 44,,00000044 共共済済費費 33,,550000

退退職職手手当当 6666,,3311661133 使使用用料料及及びび △△11,,880000

賃賃借借料料

44 共共済済費費 33,,5500001177 備備品品購購入入費費 △△11,,113344

共共済済組組合合補補給給金金

33 会会計計年年度度任任用用職職員員配配 11 報報酬酬 1111,,000000

置置事事業業（（人人事事課課）） 2211,,000000 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

− 259 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

33 職職員員手手当当等等 1100,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

99 庁庁内内ラランン整整備備事事業業 △△22,,993344 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,880000

パパソソココンン借借上上料料 △△11,,110000

ラライイセセンンスス使使用用料料 △△770000

1177 備備品品購購入入費費 △△11,,113344

庁庁用用器器具具費費

△△44,,777766 △△88,,994400 33 国国際際交交流流事事業業 0099 企企画画調調査査費費 110066,,449922 △△1133,,771166 9922,,777766 1122 委委託託料料 △△33,,995522

1188 負負担担金金、、補補 △△99,,776644

1100 大大阪阪・・関関西西万万博博事事 1122 委委託託料料 △△33,,995522助助及及びび交交付付

業業（（政政策策推推進進課課）） △△1133,,771166 大大阪阪・・関関西西万万博博催催事事等等運運営営業業務務委委託託料料金金

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△99,,776644

万万博博共共創創事事業業創創出出補補助助金金 △△996677

万万博博ここどどもも無無料料招招待待チチケケッットト費費用用負負担担金金 △△88,,779977

△△889922 △△11,,888888 22 公公害害測測定定事事業業 △△22,,778800 1122 委委託託料料 △△22,,7788001133 公公害害対対策策費費 77,,008855 △△22,,778800 44,,330055 1122 委委託託料料 △△22,,778800

河河川川水水分分析析等等委委託託料料 △△11,,777766

騒騒音音環環境境基基準準達達成成状状況況調調査査委委託託料料 △△773399

水水質質分分析析委委託託料料 △△226655

3366 11 国国・・府府支支出出金金返返還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 33661177 諸諸費費 228833,,886633 3366 228833,,889999 2222 償償還還金金、、利利 3366

業業 3366 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

6655 11 深深喜喜人人材材育育成成基基金金積積 2244 積積立立金金 66551199 人人材材育育成成基基 222211 6655 228866 2244 積積立立金金 6655

立立事事業業 6655 深深喜喜人人材材育育成成基基金金積積立立金金金金費費

22,,330000 117700,,772299 11 財財政政調調整整基基金金積積立立 2244 積積立立金金 117733,,0022992211 財財政政調調整整基基 227799,,449933 117733,,002299 445522,,552222 2244 積積立立金金 117733,,002299

事事業業 117733,,002299 財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金費費

330011 6655,,777744 11 減減債債基基金金積積立立事事業業 6666,,007755 2244 積積立立金金 6666,,0077552255 減減債債基基金金費費 11,,662277 6666,,007755 6677,,770022 2244 積積立立金金 6666,,007755

減減債債基基金金積積立立金金

1199 11 企企業業版版ふふるるささとと納納税税 2244 積積立立金金 11992266 企企業業版版ふふるる 00 1199 1199 2244 積積立立金金 1199

基基金金積積立立事事業業 1199 企企業業版版ふふるるささとと納納税税基基金金積積立立金金ささとと納納税税基基

金金費費

計計 44,,226633,,119999 333311,,551100 44,,559944,,770099 △△22,,009911 333333,,660011

− 260 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

33 職職員員手手当当等等 1100,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

99 庁庁内内ラランン整整備備事事業業 △△22,,993344 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,880000

パパソソココンン借借上上料料 △△11,,110000

ラライイセセンンスス使使用用料料 △△770000

1177 備備品品購購入入費費 △△11,,113344

庁庁用用器器具具費費

△△44,,777766 △△88,,994400 33 国国際際交交流流事事業業 0099 企企画画調調査査費費 110066,,449922 △△1133,,771166 9922,,777766 1122 委委託託料料 △△33,,995522

1188 負負担担金金、、補補 △△99,,776644

1100 大大阪阪・・関関西西万万博博事事 1122 委委託託料料 △△33,,995522助助及及びび交交付付

業業（（政政策策推推進進課課）） △△1133,,771166 大大阪阪・・関関西西万万博博催催事事等等運運営営業業務務委委託託料料金金

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△99,,776644

万万博博共共創創事事業業創創出出補補助助金金 △△996677

万万博博ここどどもも無無料料招招待待チチケケッットト費費用用負負担担金金 △△88,,779977

△△889922 △△11,,888888 22 公公害害測測定定事事業業 △△22,,778800 1122 委委託託料料 △△22,,7788001133 公公害害対対策策費費 77,,008855 △△22,,778800 44,,330055 1122 委委託託料料 △△22,,778800

河河川川水水分分析析等等委委託託料料 △△11,,777766

騒騒音音環環境境基基準準達達成成状状況況調調査査委委託託料料 △△773399

水水質質分分析析委委託託料料 △△226655

3366 11 国国・・府府支支出出金金返返還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 33661177 諸諸費費 228833,,886633 3366 228833,,889999 2222 償償還還金金、、利利 3366

業業 3366 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

6655 11 深深喜喜人人材材育育成成基基金金積積 2244 積積立立金金 66551199 人人材材育育成成基基 222211 6655 228866 2244 積積立立金金 6655

立立事事業業 6655 深深喜喜人人材材育育成成基基金金積積立立金金金金費費

22,,330000 117700,,772299 11 財財政政調調整整基基金金積積立立 2244 積積立立金金 117733,,0022992211 財財政政調調整整基基 227799,,449933 117733,,002299 445522,,552222 2244 積積立立金金 117733,,002299

事事業業 117733,,002299 財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金費費

330011 6655,,777744 11 減減債債基基金金積積立立事事業業 6666,,007755 2244 積積立立金金 6666,,0077552255 減減債債基基金金費費 11,,662277 6666,,007755 6677,,770022 2244 積積立立金金 6666,,007755

減減債債基基金金積積立立金金

1199 11 企企業業版版ふふるるささとと納納税税 2244 積積立立金金 11992266 企企業業版版ふふるる 00 1199 1199 2244 積積立立金金 1199

基基金金積積立立事事業業 1199 企企業業版版ふふるるささとと納納税税基基金金積積立立金金ささとと納納税税基基

金金費費

計計 44,,226633,,119999 333311,,551100 44,,559944,,770099 △△22,,009911 333333,,660011

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

33 職職員員手手当当等等 1100,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

99 庁庁内内ラランン整整備備事事業業 △△22,,993344 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,880000

パパソソココンン借借上上料料 △△11,,110000

ラライイセセンンスス使使用用料料 △△770000

1177 備備品品購購入入費費 △△11,,113344

庁庁用用器器具具費費

△△44,,777766 △△88,,994400 33 国国際際交交流流事事業業 0099 企企画画調調査査費費 110066,,449922 △△1133,,771166 9922,,777766 1122 委委託託料料 △△33,,995522

1188 負負担担金金、、補補 △△99,,776644

1100 大大阪阪・・関関西西万万博博事事 1122 委委託託料料 △△33,,995522助助及及びび交交付付

業業（（政政策策推推進進課課）） △△1133,,771166 大大阪阪・・関関西西万万博博催催事事等等運運営営業業務務委委託託料料金金

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△99,,776644

万万博博共共創創事事業業創創出出補補助助金金 △△996677

万万博博ここどどもも無無料料招招待待チチケケッットト費費用用負負担担金金 △△88,,779977

△△889922 △△11,,888888 22 公公害害測測定定事事業業 △△22,,778800 1122 委委託託料料 △△22,,7788001133 公公害害対対策策費費 77,,008855 △△22,,778800 44,,330055 1122 委委託託料料 △△22,,778800

河河川川水水分分析析等等委委託託料料 △△11,,777766

騒騒音音環環境境基基準準達達成成状状況況調調査査委委託託料料 △△773399

水水質質分分析析委委託託料料 △△226655

3366 11 国国・・府府支支出出金金返返還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 33661177 諸諸費費 228833,,886633 3366 228833,,889999 2222 償償還還金金、、利利 3366

業業 3366 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

6655 11 深深喜喜人人材材育育成成基基金金積積 2244 積積立立金金 66551199 人人材材育育成成基基 222211 6655 228866 2244 積積立立金金 6655

立立事事業業 6655 深深喜喜人人材材育育成成基基金金積積立立金金金金費費

22,,330000 117700,,772299 11 財財政政調調整整基基金金積積立立 2244 積積立立金金 117733,,0022992211 財財政政調調整整基基 227799,,449933 117733,,002299 445522,,552222 2244 積積立立金金 117733,,002299

事事業業 117733,,002299 財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金費費

330011 6655,,777744 11 減減債債基基金金積積立立事事業業 6666,,007755 2244 積積立立金金 6666,,0077552255 減減債債基基金金費費 11,,662277 6666,,007755 6677,,770022 2244 積積立立金金 6666,,007755

減減債債基基金金積積立立金金

1199 11 企企業業版版ふふるるささとと納納税税 2244 積積立立金金 11992266 企企業業版版ふふるる 00 1199 1199 2244 積積立立金金 1199

基基金金積積立立事事業業 1199 企企業業版版ふふるるささとと納納税税基基金金積積立立金金ささとと納納税税基基

金金費費

計計 44,,226633,,119999 333311,,551100 44,,559944,,770099 △△22,,009911 333333,,660011
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((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費

55,,006688 33,,990088 22 戸戸籍籍事事務務事事業業 77,,448866 1122 委委託託料料 77,,44886611 戸戸籍籍住住民民登登 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111 11 報報酬酬 224400

シシスステテムム改改修修委委託託料料録録費費 33 職職員員手手当当等等 331155

1122 委委託託料料 88,,442211

33 住住基基・・印印鑑鑑登登録録事事務務 1122 委委託託料料 993355

事事業業 993355 シシスステテムム改改修修委委託託料料

55 番番号号制制度度事事務務事事業業 555555 11 報報酬酬 224400

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

33 職職員員手手当当等等 331155

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111 55,,006688 33,,990088

((項項)) 55 選選挙挙費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△1133,,881133 11 参参議議院院議議員員通通常常選選 11 報報酬酬 △△11,,11667733 参参議議院院議議員員 4488,,222288 △△1133,,881133 3344,,441155 11 報報酬酬 △△11,,116677

挙挙事事業業 △△1133,,881133 投投票票管管理理者者等等報報酬酬 △△221100通通常常選選挙挙費費 33 職職員員手手当当等等 △△22,,880099

投投票票立立会会人人等等報報酬酬 △△44007744 共共済済費費 △△1133

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 △△55550077 報報償償費費 △△887766

88 旅旅費費 △△5599

33 職職員員手手当当等等 △△22,,8800991100 需需用用費費 △△333322

時時間間外外勤勤務務手手当当 △△22,,5500001111 役役務務費費 △△55,,663333

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 △△3300991122 委委託託料料 △△11,,772288

1133 使使用用料料及及びび △△662200

44 共共済済費費 △△1133賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 △△557766

77 報報償償費費 △△887766

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 △△55

従従事事者者報報償償費費 △△887711

88 旅旅費費 △△5599

普普通通旅旅費費 △△11

費費用用弁弁償償 △△5588

1100 需需用用費費 △△333322

消消耗耗品品費費 △△330055

食食糧糧費費 △△99

印印刷刷製製本本費費 △△1188

1111 役役務務費費 △△55,,663333

通通信信運運搬搬費費 △△220099

選選挙挙公公報報配配布布手手数数料料 △△2299

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 △△113355
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((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費

55,,006688 33,,990088 22 戸戸籍籍事事務務事事業業 77,,448866 1122 委委託託料料 77,,44886611 戸戸籍籍住住民民登登 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111 11 報報酬酬 224400

シシスステテムム改改修修委委託託料料録録費費 33 職職員員手手当当等等 331155

1122 委委託託料料 88,,442211

33 住住基基・・印印鑑鑑登登録録事事務務 1122 委委託託料料 993355

事事業業 993355 シシスステテムム改改修修委委託託料料

55 番番号号制制度度事事務務事事業業 555555 11 報報酬酬 224400

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

33 職職員員手手当当等等 331155

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111 55,,006688 33,,990088

((項項)) 55 選選挙挙費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△1133,,881133 11 参参議議院院議議員員通通常常選選 11 報報酬酬 △△11,,11667733 参参議議院院議議員員 4488,,222288 △△1133,,881133 3344,,441155 11 報報酬酬 △△11,,116677

挙挙事事業業 △△1133,,881133 投投票票管管理理者者等等報報酬酬 △△221100通通常常選選挙挙費費 33 職職員員手手当当等等 △△22,,880099

投投票票立立会会人人等等報報酬酬 △△44007744 共共済済費費 △△1133

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 △△55550077 報報償償費費 △△887766

88 旅旅費費 △△5599

33 職職員員手手当当等等 △△22,,8800991100 需需用用費費 △△333322

時時間間外外勤勤務務手手当当 △△22,,5500001111 役役務務費費 △△55,,663333

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 △△3300991122 委委託託料料 △△11,,772288

1133 使使用用料料及及びび △△662200

44 共共済済費費 △△1133賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 △△557766

77 報報償償費費 △△887766

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 △△55

従従事事者者報報償償費費 △△887711

88 旅旅費費 △△5599

普普通通旅旅費費 △△11

費費用用弁弁償償 △△5588

1100 需需用用費費 △△333322

消消耗耗品品費費 △△330055

食食糧糧費費 △△99

印印刷刷製製本本費費 △△1188

1111 役役務務費費 △△55,,663333

通通信信運運搬搬費費 △△220099

選選挙挙公公報報配配布布手手数数料料 △△2299

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 △△113355

((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費

55,,006688 33,,990088 22 戸戸籍籍事事務務事事業業 77,,448866 1122 委委託託料料 77,,44886611 戸戸籍籍住住民民登登 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111 11 報報酬酬 224400

シシスステテムム改改修修委委託託料料録録費費 33 職職員員手手当当等等 331155

1122 委委託託料料 88,,442211

33 住住基基・・印印鑑鑑登登録録事事務務 1122 委委託託料料 993355

事事業業 993355 シシスステテムム改改修修委委託託料料

55 番番号号制制度度事事務務事事業業 555555 11 報報酬酬 224400

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

33 職職員員手手当当等等 331155

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 227766,,333355 88,,997766 228855,,331111 55,,006688 33,,990088

((項項)) 55 選選挙挙費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△1133,,881133 11 参参議議院院議議員員通通常常選選 11 報報酬酬 △△11,,11667733 参参議議院院議議員員 4488,,222288 △△1133,,881133 3344,,441155 11 報報酬酬 △△11,,116677

挙挙事事業業 △△1133,,881133 投投票票管管理理者者等等報報酬酬 △△221100通通常常選選挙挙費費 33 職職員員手手当当等等 △△22,,880099

投投票票立立会会人人等等報報酬酬 △△44007744 共共済済費費 △△1133

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬 △△55550077 報報償償費費 △△887766

88 旅旅費費 △△5599

33 職職員員手手当当等等 △△22,,8800991100 需需用用費費 △△333322

時時間間外外勤勤務務手手当当 △△22,,5500001111 役役務務費費 △△55,,663333

管管理理職職員員特特別別勤勤務務手手当当 △△3300991122 委委託託料料 △△11,,772288

1133 使使用用料料及及びび △△662200

44 共共済済費費 △△1133賃賃借借料料

雇雇用用保保険険料料負負担担金金1177 備備品品購購入入費費 △△557766

77 報報償償費費 △△887766

手手話話通通訳訳謝謝礼礼 △△55

従従事事者者報報償償費費 △△887711

88 旅旅費費 △△5599

普普通通旅旅費費 △△11

費費用用弁弁償償 △△5588

1100 需需用用費費 △△333322

消消耗耗品品費費 △△330055

食食糧糧費費 △△99

印印刷刷製製本本費費 △△1188

1111 役役務務費費 △△55,,663333

通通信信運運搬搬費費 △△220099

選選挙挙公公報報配配布布手手数数料料 △△2299

交交付付機機等等点点検検手手数数料料 △△113355
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

人人材材派派遣遣料料 △△55,,114400

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 △△9988

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 △△2222

1122 委委託託料料 △△11,,772288

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 △△11,,772277

シシスステテムム導導入入委委託託料料 △△11

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△662200

電電子子複複写写機機使使用用料料 △△2277

会会場場借借上上料料 △△224411

タタククシシーー借借上上料料 △△335522

1177 備備品品購購入入費費 △△557766

機機械械器器具具費費

計計 113322,,553366 △△1133,,881133 111188,,772233 △△1133,,881133

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,772266,,000077 225577,,111111 1188,,998833,,111188

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,550000 11 人人件件費費 22,,550000 33 職職員員手手当当等等 22,,55000011 社社会会福福祉祉総総 447711,,550055 22,,550000 447744,,000055 33 職職員員手手当当等等 22,,550000

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費

△△1100,,000077 △△33,,117744 1199 後後期期高高齢齢者者医医療療特特 2277 繰繰出出金金 △△1133,,11881133 老老人人福福祉祉費費 22,,666600,,331155 △△1133,,118811 22,,664477,,113344 2277 繰繰出出金金 △△1133,,118811

別別会会計計繰繰出出金金事事業業 △△1133,,118811 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計へへのの繰繰出出

3377 11 辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ 2244 積積立立金金 33771111 辻辻川川穐穐太太郎郎 112211 3377 115588 2244 積積立立金金 3377

基基金金積積立立事事業業 3377 辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ基基金金積積立立金金ややすすららぎぎ基基

金金費費

44 11 八八木木稔稔すすここややかか基基金金 2244 積積立立金金 441122 八八木木稔稔すすここ 7733 44 7777 2244 積積立立金金 44

積積立立事事業業 44 八八木木稔稔すすここややかか基基金金積積立立金金ややかか基基金金費費

計計 77,,442244,,554400 △△1100,,664400 77,,441133,,990000 △△1100,,000077 4411 △△667744
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

人人材材派派遣遣料料 △△55,,114400

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 △△9988

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 △△2222

1122 委委託託料料 △△11,,772288

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 △△11,,772277

シシスステテムム導導入入委委託託料料 △△11

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△662200

電電子子複複写写機機使使用用料料 △△2277

会会場場借借上上料料 △△224411

タタククシシーー借借上上料料 △△335522

1177 備備品品購購入入費費 △△557766

機機械械器器具具費費

計計 113322,,553366 △△1133,,881133 111188,,772233 △△1133,,881133

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,772266,,000077 225577,,111111 1188,,998833,,111188

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,550000 11 人人件件費費 22,,550000 33 職職員員手手当当等等 22,,55000011 社社会会福福祉祉総総 447711,,550055 22,,550000 447744,,000055 33 職職員員手手当当等等 22,,550000

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費

△△1100,,000077 △△33,,117744 1199 後後期期高高齢齢者者医医療療特特 2277 繰繰出出金金 △△1133,,11881133 老老人人福福祉祉費費 22,,666600,,331155 △△1133,,118811 22,,664477,,113344 2277 繰繰出出金金 △△1133,,118811

別別会会計計繰繰出出金金事事業業 △△1133,,118811 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計へへのの繰繰出出

3377 11 辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ 2244 積積立立金金 33771111 辻辻川川穐穐太太郎郎 112211 3377 115588 2244 積積立立金金 3377

基基金金積積立立事事業業 3377 辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ基基金金積積立立金金ややすすららぎぎ基基

金金費費

44 11 八八木木稔稔すすここややかか基基金金 2244 積積立立金金 441122 八八木木稔稔すすここ 7733 44 7777 2244 積積立立金金 44

積積立立事事業業 44 八八木木稔稔すすここややかか基基金金積積立立金金ややかか基基金金費費

計計 77,,442244,,554400 △△1100,,664400 77,,441133,,990000 △△1100,,000077 4411 △△667744

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 55 選選挙挙費費

人人材材派派遣遣料料 △△55,,114400

投投票票用用紙紙読読取取分分類類機機運運用用手手数数料料 △△9988

開開票票集集計計シシスステテムム運運用用ササポポーートト料料 △△2222

1122 委委託託料料 △△11,,772288

ポポススタターー掲掲示示板板設設置置委委託託料料 △△11,,772277

シシスステテムム導導入入委委託託料料 △△11

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△662200

電電子子複複写写機機使使用用料料 △△2277

会会場場借借上上料料 △△224411

タタククシシーー借借上上料料 △△335522

1177 備備品品購購入入費費 △△557766

機機械械器器具具費費

計計 113322,,553366 △△1133,,881133 111188,,772233 △△1133,,881133

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,772266,,000077 225577,,111111 1188,,998833,,111188

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,550000 11 人人件件費費 22,,550000 33 職職員員手手当当等等 22,,55000011 社社会会福福祉祉総総 447711,,550055 22,,550000 447744,,000055 33 職職員員手手当当等等 22,,550000

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費

△△1100,,000077 △△33,,117744 1199 後後期期高高齢齢者者医医療療特特 2277 繰繰出出金金 △△1133,,11881133 老老人人福福祉祉費費 22,,666600,,331155 △△1133,,118811 22,,664477,,113344 2277 繰繰出出金金 △△1133,,118811

別別会会計計繰繰出出金金事事業業 △△1133,,118811 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計へへのの繰繰出出

3377 11 辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ 2244 積積立立金金 33771111 辻辻川川穐穐太太郎郎 112211 3377 115588 2244 積積立立金金 3377

基基金金積積立立事事業業 3377 辻辻川川穐穐太太郎郎ややすすららぎぎ基基金金積積立立金金ややすすららぎぎ基基

金金費費

44 11 八八木木稔稔すすここややかか基基金金 2244 積積立立金金 441122 八八木木稔稔すすここ 7733 44 7777 2244 積積立立金金 44

積積立立事事業業 44 八八木木稔稔すすここややかか基基金金積積立立金金ややかか基基金金費費

計計 77,,442244,,554400 △△1100,,664400 77,,441133,,990000 △△1100,,000077 4411 △△667744
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((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

224444,,112244 △△55,,550000 118800,,227777 11 人人件件費費 33,,550000 33 職職員員手手当当等等 33,,55000011 児児童童福福祉祉総総 22,,994444,,664477 441188,,990011 33,,336633,,554488 11 報報酬酬 440066

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費 33 職職員員手手当当等等 33,,661177

1122 委委託託料料 332222

33 児児童童虐虐待待防防止止ネネッットト 1122 委委託託料料 △△11,,1100111144 工工事事請請負負費費 △△1177,,001199

ワワーークク事事業業 △△11,,110011 子子育育てて世世帯帯訪訪問問支支援援事事業業委委託託料料1199 扶扶助助費費 443311,,557755

77 他他市市保保育育所所運運営営委委託託 1122 委委託託料料 11,,442233

事事業業 11,,442233 他他市市保保育育所所運運営営委委託託料料

1111 病病児児保保育育事事業業 △△1177,,001199 1144 工工事事請請負負費費 △△1177,,001199

改改修修工工事事費費

1122 地地域域子子育育てて支支援援セセンン 11 報報酬酬 440066

タターー事事業業 552233 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

33 職職員員手手当当等等 111177

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

1144 子子どどももののたためめのの教教育育 1199 扶扶助助費費 4466,,221199

・・保保育育給給付付（（他他市市）） 施施設設型型給給付付費費 4455,,448877

事事業業 4466,,221199 地地域域型型保保育育給給付付費費 773322

1155 子子どどももののたためめのの教教 1199 扶扶助助費費 338855,,335566

育育・・保保育育給給付付事事業業 338855,,335566 施施設設型型給給付付費費 334422,,669922

地地域域型型保保育育給給付付費費 4422,,666644

△△114466,,666688 △△1188,,333322 11 児児童童手手当当支支給給事事業業 △△116655,,000000 1199 扶扶助助費費 △△116655,,00000022 児児童童措措置置費費 11,,888888,,224466 △△116655,,000000 11,,772233,,224466 1199 扶扶助助費費 △△116655,,000000

児児童童手手当当

△△55,,666677 △△1111,,333333 22 児児童童扶扶養養手手当当支支給給 1199 扶扶助助費費 △△1177,,00000033 母母子子福福祉祉費費 338855,,442255 △△1177,,000000 336688,,442255 1199 扶扶助助費費 △△1177,,000000

事事業業 △△1177,,000000 児児童童扶扶養養手手当当

1155,,000000 11 人人件件費費 1155,,000000 33 職職員員手手当当等等 1155,,00000044 保保育育所所費費 778811,,003399 1155,,000000 779966,,003399 33 職職員員手手当当等等 1155,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当

△△777700 △△1100,,773300 11 子子どどもも医医療療助助成成事事 1111 役役務務費費 △△11,,55000066 子子どどもも医医療療 334400,,115500 △△1111,,550000 332288,,665500 1111 役役務務費費 △△11,,550000

業業 △△1111,,550000 診診療療報報酬酬審審査査支支払払事事務務手手数数料料助助成成費費 1199 扶扶助助費費 △△1100,,000000

1199 扶扶助助費費 △△1100,,000000

医医療療費費

1166,,662222 33 保保育育教教諭諭等等配配置置事事業業 1166,,662222 11 報報酬酬 99,,55229988 認認定定ここどどもも 550044,,114400 1166,,662222 552200,,776622 11 報報酬酬 99,,552299

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬園園費費 22 給給料料 11,,779966

33 職職員員手手当当等等 55,,229977

22 給給料料 11,,779966

一一般般職職給給((会会計計年年度度任任用用職職員員))

33 職職員員手手当当等等 55,,229977

地地域域手手当当((会会計計年年度度任任用用職職員員)) 331177
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((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

224444,,112244 △△55,,550000 118800,,227777 11 人人件件費費 33,,550000 33 職職員員手手当当等等 33,,55000011 児児童童福福祉祉総総 22,,994444,,664477 441188,,990011 33,,336633,,554488 11 報報酬酬 440066

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費 33 職職員員手手当当等等 33,,661177

1122 委委託託料料 332222

33 児児童童虐虐待待防防止止ネネッットト 1122 委委託託料料 △△11,,1100111144 工工事事請請負負費費 △△1177,,001199

ワワーークク事事業業 △△11,,110011 子子育育てて世世帯帯訪訪問問支支援援事事業業委委託託料料1199 扶扶助助費費 443311,,557755

77 他他市市保保育育所所運運営営委委託託 1122 委委託託料料 11,,442233

事事業業 11,,442233 他他市市保保育育所所運運営営委委託託料料

1111 病病児児保保育育事事業業 △△1177,,001199 1144 工工事事請請負負費費 △△1177,,001199

改改修修工工事事費費

1122 地地域域子子育育てて支支援援セセンン 11 報報酬酬 440066

タターー事事業業 552233 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

33 職職員員手手当当等等 111177

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

1144 子子どどももののたためめのの教教育育 1199 扶扶助助費費 4466,,221199

・・保保育育給給付付（（他他市市）） 施施設設型型給給付付費費 4455,,448877

事事業業 4466,,221199 地地域域型型保保育育給給付付費費 773322

1155 子子どどももののたためめのの教教 1199 扶扶助助費費 338855,,335566

育育・・保保育育給給付付事事業業 338855,,335566 施施設設型型給給付付費費 334422,,669922

地地域域型型保保育育給給付付費費 4422,,666644

△△114466,,666688 △△1188,,333322 11 児児童童手手当当支支給給事事業業 △△116655,,000000 1199 扶扶助助費費 △△116655,,00000022 児児童童措措置置費費 11,,888888,,224466 △△116655,,000000 11,,772233,,224466 1199 扶扶助助費費 △△116655,,000000

児児童童手手当当

△△55,,666677 △△1111,,333333 22 児児童童扶扶養養手手当当支支給給 1199 扶扶助助費費 △△1177,,00000033 母母子子福福祉祉費費 338855,,442255 △△1177,,000000 336688,,442255 1199 扶扶助助費費 △△1177,,000000

事事業業 △△1177,,000000 児児童童扶扶養養手手当当

1155,,000000 11 人人件件費費 1155,,000000 33 職職員員手手当当等等 1155,,00000044 保保育育所所費費 778811,,003399 1155,,000000 779966,,003399 33 職職員員手手当当等等 1155,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当

△△777700 △△1100,,773300 11 子子どどもも医医療療助助成成事事 1111 役役務務費費 △△11,,55000066 子子どどもも医医療療 334400,,115500 △△1111,,550000 332288,,665500 1111 役役務務費費 △△11,,550000

業業 △△1111,,550000 診診療療報報酬酬審審査査支支払払事事務務手手数数料料助助成成費費 1199 扶扶助助費費 △△1100,,000000

1199 扶扶助助費費 △△1100,,000000

医医療療費費

1166,,662222 33 保保育育教教諭諭等等配配置置事事業業 1166,,662222 11 報報酬酬 99,,55229988 認認定定ここどどもも 550044,,114400 1166,,662222 552200,,776622 11 報報酬酬 99,,552299

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬園園費費 22 給給料料 11,,779966

33 職職員員手手当当等等 55,,229977

22 給給料料 11,,779966

一一般般職職給給((会会計計年年度度任任用用職職員員))

33 職職員員手手当当等等 55,,229977

地地域域手手当当((会会計計年年度度任任用用職職員員)) 331177

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

224444,,112244 △△55,,550000 118800,,227777 11 人人件件費費 33,,550000 33 職職員員手手当当等等 33,,55000011 児児童童福福祉祉総総 22,,994444,,664477 441188,,990011 33,,336633,,554488 11 報報酬酬 440066

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費 33 職職員員手手当当等等 33,,661177

1122 委委託託料料 332222

33 児児童童虐虐待待防防止止ネネッットト 1122 委委託託料料 △△11,,1100111144 工工事事請請負負費費 △△1177,,001199

ワワーークク事事業業 △△11,,110011 子子育育てて世世帯帯訪訪問問支支援援事事業業委委託託料料1199 扶扶助助費費 443311,,557755

77 他他市市保保育育所所運運営営委委託託 1122 委委託託料料 11,,442233

事事業業 11,,442233 他他市市保保育育所所運運営営委委託託料料

1111 病病児児保保育育事事業業 △△1177,,001199 1144 工工事事請請負負費費 △△1177,,001199

改改修修工工事事費費

1122 地地域域子子育育てて支支援援セセンン 11 報報酬酬 440066

タターー事事業業 552233 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

33 職職員員手手当当等等 111177

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

1144 子子どどももののたためめのの教教育育 1199 扶扶助助費費 4466,,221199

・・保保育育給給付付（（他他市市）） 施施設設型型給給付付費費 4455,,448877

事事業業 4466,,221199 地地域域型型保保育育給給付付費費 773322

1155 子子どどももののたためめのの教教 1199 扶扶助助費費 338855,,335566

育育・・保保育育給給付付事事業業 338855,,335566 施施設設型型給給付付費費 334422,,669922

地地域域型型保保育育給給付付費費 4422,,666644

△△114466,,666688 △△1188,,333322 11 児児童童手手当当支支給給事事業業 △△116655,,000000 1199 扶扶助助費費 △△116655,,00000022 児児童童措措置置費費 11,,888888,,224466 △△116655,,000000 11,,772233,,224466 1199 扶扶助助費費 △△116655,,000000

児児童童手手当当

△△55,,666677 △△1111,,333333 22 児児童童扶扶養養手手当当支支給給 1199 扶扶助助費費 △△1177,,00000033 母母子子福福祉祉費費 338855,,442255 △△1177,,000000 336688,,442255 1199 扶扶助助費費 △△1177,,000000

事事業業 △△1177,,000000 児児童童扶扶養養手手当当

1155,,000000 11 人人件件費費 1155,,000000 33 職職員員手手当当等等 1155,,00000044 保保育育所所費費 778811,,003399 1155,,000000 779966,,003399 33 職職員員手手当当等等 1155,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当

△△777700 △△1100,,773300 11 子子どどもも医医療療助助成成事事 1111 役役務務費費 △△11,,55000066 子子どどもも医医療療 334400,,115500 △△1111,,550000 332288,,665500 1111 役役務務費費 △△11,,550000

業業 △△1111,,550000 診診療療報報酬酬審審査査支支払払事事務務手手数数料料助助成成費費 1199 扶扶助助費費 △△1100,,000000

1199 扶扶助助費費 △△1100,,000000

医医療療費費

1166,,662222 33 保保育育教教諭諭等等配配置置事事業業 1166,,662222 11 報報酬酬 99,,55229988 認認定定ここどどもも 550044,,114400 1166,,662222 552200,,776622 11 報報酬酬 99,,552299

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬園園費費 22 給給料料 11,,779966

33 職職員員手手当当等等 55,,229977

22 給給料料 11,,779966

一一般般職職給給((会会計計年年度度任任用用職職員員))

33 職職員員手手当当等等 55,,229977

地地域域手手当当((会会計計年年度度任任用用職職員員)) 331177
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員)) 33,,882222

期期末末勤勤勉勉手手当当((フフルルタタイイムム会会計計年年度度任任用用

職職員員)) 11,,115588

計計 66,,990044,,334488 225577,,002233 77,,116611,,337711 9911,,001199 △△55,,550000 117711,,550044

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,770000 11 人人件件費費 11,,770000 33 職職員員手手当当等等 11,,77000011 生生活活保保護護総総 221177,,000011 11,,770000 221188,,770011 33 職職員員手手当当等等 11,,770000

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費

計計 33,,553333,,557711 11,,770000 33,,553355,,227711 11,,770000

((項項)) 66 国国民民健健康康保保険険事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

88,,000066 11,,002222 11 国国民民健健康康保保険険事事業業特特 2277 繰繰出出金金 99,,00228811 国国民民健健康康保保 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 2277 繰繰出出金金 99,,002288

別別会会計計繰繰出出金金事事業業 99,,002288 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計へへのの繰繰出出険険事事業業費費

計計 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 88,,000066 11,,002222

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,661188,,001133 △△8811,,442266 33,,553366,,558877

((款款)) 44 衛衛生生費費

((項項)) 11 保保健健衛衛生生費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△5566,,444400 △△11,,550077 11 防防疫疫事事業業 △△77,,994477 1122 委委託託料料 △△77,,99447722 予予防防費費 330044,,228811 △△5577,,994477 224466,,333344 1122 委委託託料料 △△5577,,994477

防防疫疫作作業業業業務務委委託託料料

44 予予防防接接種種事事業業（（健健 1122 委委託託料料 △△5500,,000000

康康づづくくりり課課）） △△5500,,000000 予予防防接接種種委委託託料料

△△1166,,116666 44 発発達達支支援援事事業業 △△11,,991166 11 報報酬酬 △△11,,55000033 母母子子保保健健事事 225522,,332200 △△1166,,116666 223366,,115544 11 報報酬酬 △△11,,550000

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬業業費費 33 職職員員手手当当等等 △△331144
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員)) 33,,882222

期期末末勤勤勉勉手手当当((フフルルタタイイムム会会計計年年度度任任用用

職職員員)) 11,,115588

計計 66,,990044,,334488 225577,,002233 77,,116611,,337711 9911,,001199 △△55,,550000 117711,,550044

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,770000 11 人人件件費費 11,,770000 33 職職員員手手当当等等 11,,77000011 生生活活保保護護総総 221177,,000011 11,,770000 221188,,770011 33 職職員員手手当当等等 11,,770000

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費

計計 33,,553333,,557711 11,,770000 33,,553355,,227711 11,,770000

((項項)) 66 国国民民健健康康保保険険事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

88,,000066 11,,002222 11 国国民民健健康康保保険険事事業業特特 2277 繰繰出出金金 99,,00228811 国国民民健健康康保保 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 2277 繰繰出出金金 99,,002288

別別会会計計繰繰出出金金事事業業 99,,002288 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計へへのの繰繰出出険険事事業業費費

計計 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 88,,000066 11,,002222

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,661188,,001133 △△8811,,442266 33,,553366,,558877

((款款)) 44 衛衛生生費費

((項項)) 11 保保健健衛衛生生費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△5566,,444400 △△11,,550077 11 防防疫疫事事業業 △△77,,994477 1122 委委託託料料 △△77,,99447722 予予防防費費 330044,,228811 △△5577,,994477 224466,,333344 1122 委委託託料料 △△5577,,994477

防防疫疫作作業業業業務務委委託託料料

44 予予防防接接種種事事業業（（健健 1122 委委託託料料 △△5500,,000000

康康づづくくりり課課）） △△5500,,000000 予予防防接接種種委委託託料料

△△1166,,116666 44 発発達達支支援援事事業業 △△11,,991166 11 報報酬酬 △△11,,55000033 母母子子保保健健事事 225522,,332200 △△1166,,116666 223366,,115544 11 報報酬酬 △△11,,550000

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬業業費費 33 職職員員手手当当等等 △△331144

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員)) 33,,882222

期期末末勤勤勉勉手手当当((フフルルタタイイムム会会計計年年度度任任用用

職職員員)) 11,,115588

計計 66,,990044,,334488 225577,,002233 77,,116611,,337711 9911,,001199 △△55,,550000 117711,,550044

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,770000 11 人人件件費費 11,,770000 33 職職員員手手当当等等 11,,77000011 生生活活保保護護総総 221177,,000011 11,,770000 221188,,770011 33 職職員員手手当当等等 11,,770000

期期末末勤勤勉勉手手当当務務費費

計計 33,,553333,,557711 11,,770000 33,,553355,,227711 11,,770000

((項項)) 66 国国民民健健康康保保険険事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

88,,000066 11,,002222 11 国国民民健健康康保保険険事事業業特特 2277 繰繰出出金金 99,,00228811 国国民民健健康康保保 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 2277 繰繰出出金金 99,,002288

別別会会計計繰繰出出金金事事業業 99,,002288 国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計へへのの繰繰出出険険事事業業費費

計計 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 88,,000066 11,,002222

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,661188,,001133 △△8811,,442266 33,,553366,,558877

((款款)) 44 衛衛生生費費

((項項)) 11 保保健健衛衛生生費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△5566,,444400 △△11,,550077 11 防防疫疫事事業業 △△77,,994477 1122 委委託託料料 △△77,,99447722 予予防防費費 330044,,228811 △△5577,,994477 224466,,333344 1122 委委託託料料 △△5577,,994477

防防疫疫作作業業業業務務委委託託料料

44 予予防防接接種種事事業業（（健健 1122 委委託託料料 △△5500,,000000

康康づづくくりり課課）） △△5500,,000000 予予防防接接種種委委託託料料

△△1166,,116666 44 発発達達支支援援事事業業 △△11,,991166 11 報報酬酬 △△11,,55000033 母母子子保保健健事事 225522,,332200 △△1166,,116666 223366,,115544 11 報報酬酬 △△11,,550000

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬業業費費 33 職職員員手手当当等等 △△331144

− 269 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 44 衛衛生生費費 ((項項)) 11 保保健健衛衛生生費費

33 職職員員手手当当等等 △△33114488 旅旅費費 △△110022

期期末末勤勤勉勉手手当当1188 負負担担金金、、補補 △△1144,,225500

助助及及びび交交付付

88 旅旅費費 △△110022金金

費費用用弁弁償償

55 妊妊娠娠・・出出産産・・子子育育 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△1144,,225500

てて応応援援事事業業 △△1144,,225500 妊妊婦婦支支援援給給付付金金

計計 11,,001166,,993333 △△7744,,111133 994422,,882200 △△7722,,660066 △△11,,550077

((項項)) 22 清清掃掃費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△55,,331133 11 一一般般家家庭庭ごごみみ収収集集事事 1122 委委託託料料 △△55,,33113322 塵塵芥芥処処理理費費 668811,,006611 △△55,,331133 667755,,774488 1122 委委託託料料 △△55,,331133

業業 △△55,,331133 一一般般家家庭庭ごごみみ収収集集委委託託料料

計計 11,,229911,,669988 △△55,,331133 11,,228866,,338855 △△55,,331133

((項項)) 55 公公園園墓墓地地費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△22,,000000 11 公公園園墓墓地地維維持持管管理理事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△22,,00000011 公公園園墓墓地地費費 1155,,229944 △△22,,000000 1133,,229944 2222 償償還還金金、、利利 △△22,,000000

業業 △△22,,000000 還還付付金金子子及及びび割割引引

料料

計計 1166,,331111 △△22,,000000 1144,,331111 △△22,,000000

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

2299,,773377 660000 3300,,333377

((款款)) 55 農農林林水水産産業業費費

((項項)) 11 農農業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

660000 11 人人件件費費 660000 22 給給料料 33000022 農農業業総総務務費費 99,,449988 660000 1100,,009988 22 給給料料 330000

一一般般職職給給44 共共済済費費 330000

44 共共済済費費 330000
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 44 衛衛生生費費 ((項項)) 11 保保健健衛衛生生費費

33 職職員員手手当当等等 △△33114488 旅旅費費 △△110022

期期末末勤勤勉勉手手当当1188 負負担担金金、、補補 △△1144,,225500

助助及及びび交交付付

88 旅旅費費 △△110022金金

費費用用弁弁償償

55 妊妊娠娠・・出出産産・・子子育育 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△1144,,225500

てて応応援援事事業業 △△1144,,225500 妊妊婦婦支支援援給給付付金金

計計 11,,001166,,993333 △△7744,,111133 994422,,882200 △△7722,,660066 △△11,,550077

((項項)) 22 清清掃掃費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△55,,331133 11 一一般般家家庭庭ごごみみ収収集集事事 1122 委委託託料料 △△55,,33113322 塵塵芥芥処処理理費費 668811,,006611 △△55,,331133 667755,,774488 1122 委委託託料料 △△55,,331133

業業 △△55,,331133 一一般般家家庭庭ごごみみ収収集集委委託託料料

計計 11,,229911,,669988 △△55,,331133 11,,228866,,338855 △△55,,331133

((項項)) 55 公公園園墓墓地地費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△22,,000000 11 公公園園墓墓地地維維持持管管理理事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△22,,00000011 公公園園墓墓地地費費 1155,,229944 △△22,,000000 1133,,229944 2222 償償還還金金、、利利 △△22,,000000

業業 △△22,,000000 還還付付金金子子及及びび割割引引

料料

計計 1166,,331111 △△22,,000000 1144,,331111 △△22,,000000

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

2299,,773377 660000 3300,,333377

((款款)) 55 農農林林水水産産業業費費

((項項)) 11 農農業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

660000 11 人人件件費費 660000 22 給給料料 33000022 農農業業総総務務費費 99,,449988 660000 1100,,009988 22 給給料料 330000

一一般般職職給給44 共共済済費費 330000

44 共共済済費費 330000

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 44 衛衛生生費費 ((項項)) 11 保保健健衛衛生生費費

33 職職員員手手当当等等 △△33114488 旅旅費費 △△110022

期期末末勤勤勉勉手手当当1188 負負担担金金、、補補 △△1144,,225500

助助及及びび交交付付

88 旅旅費費 △△110022金金

費費用用弁弁償償

55 妊妊娠娠・・出出産産・・子子育育 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△1144,,225500

てて応応援援事事業業 △△1144,,225500 妊妊婦婦支支援援給給付付金金

計計 11,,001166,,993333 △△7744,,111133 994422,,882200 △△7722,,660066 △△11,,550077

((項項)) 22 清清掃掃費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△55,,331133 11 一一般般家家庭庭ごごみみ収収集集事事 1122 委委託託料料 △△55,,33113322 塵塵芥芥処処理理費費 668811,,006611 △△55,,331133 667755,,774488 1122 委委託託料料 △△55,,331133

業業 △△55,,331133 一一般般家家庭庭ごごみみ収収集集委委託託料料

計計 11,,229911,,669988 △△55,,331133 11,,228866,,338855 △△55,,331133

((項項)) 55 公公園園墓墓地地費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△22,,000000 11 公公園園墓墓地地維維持持管管理理事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△22,,00000011 公公園園墓墓地地費費 1155,,229944 △△22,,000000 1133,,229944 2222 償償還還金金、、利利 △△22,,000000

業業 △△22,,000000 還還付付金金子子及及びび割割引引

料料

計計 1166,,331111 △△22,,000000 1144,,331111 △△22,,000000

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

2299,,773377 660000 3300,,333377

((款款)) 55 農農林林水水産産業業費費

((項項)) 11 農農業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

660000 11 人人件件費費 660000 22 給給料料 33000022 農農業業総総務務費費 99,,449988 660000 1100,,009988 22 給給料料 330000

一一般般職職給給44 共共済済費費 330000

44 共共済済費費 330000

− 271 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 55 農農林林水水産産業業費費 ((項項)) 11 農農業業費費

共共済済組組合合補補給給金金

計計 2299,,447700 660000 3300,,007700 660000

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199

((款款)) 66 商商工工費費

((項項)) 11 商商工工費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

557788,,558800 11 産産業業振振興興対対策策事事業業 557788,,558800 1122 委委託託料料 557788,,55880022 商商工工業業振振興興 222288,,111199 557788,,558800 880066,,669999 1122 委委託託料料 557788,,558800

泉泉大大津津くくららしし応応援援ククーーポポンン事事業業委委託託料料費費

計計 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199 557788,,558800

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,773300,,334455 △△227755,,227788 33,,445555,,006677

((款款)) 77 土土木木費費

((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△33,,003300 △△55,,228855 11 道道路路維維持持補補修修事事業業 △△11,,000000 1122 委委託託料料 △△11,,00000022 道道路路維維持持費費 111177,,990000 △△88,,331155 110099,,558855 1122 委委託託料料 △△88,,331155

自自治治体体管管路路新新設設工工事事委委託託料料

22 道道路路台台帳帳整整備備事事業業 △△33,,883399 1122 委委託託料料 △△33,,883399

道道路路台台帳帳整整備備委委託託料料 △△11,,669944

公公共共基基準準点点業業務務委委託託料料 △△22,,114455

55 地地籍籍調調査査整整備備事事業業 △△33,,447766 1122 委委託託料料 △△33,,447766

地地籍籍調調査査業業務務委委託託料料

△△1144,,661199 1111,,330000 33,,331199 44 自自転転車車ネネッットトワワーークク55 交交通通安安全全対対 9955,,441133 00 9955,,441133

整整備備事事業業 00策策費費
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 55 農農林林水水産産業業費費 ((項項)) 11 農農業業費費

共共済済組組合合補補給給金金

計計 2299,,447700 660000 3300,,007700 660000

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199

((款款)) 66 商商工工費費

((項項)) 11 商商工工費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

557788,,558800 11 産産業業振振興興対対策策事事業業 557788,,558800 1122 委委託託料料 557788,,55880022 商商工工業業振振興興 222288,,111199 557788,,558800 880066,,669999 1122 委委託託料料 557788,,558800

泉泉大大津津くくららしし応応援援ククーーポポンン事事業業委委託託料料費費

計計 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199 557788,,558800

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,773300,,334455 △△227755,,227788 33,,445555,,006677

((款款)) 77 土土木木費費

((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△33,,003300 △△55,,228855 11 道道路路維維持持補補修修事事業業 △△11,,000000 1122 委委託託料料 △△11,,00000022 道道路路維維持持費費 111177,,990000 △△88,,331155 110099,,558855 1122 委委託託料料 △△88,,331155

自自治治体体管管路路新新設設工工事事委委託託料料

22 道道路路台台帳帳整整備備事事業業 △△33,,883399 1122 委委託託料料 △△33,,883399

道道路路台台帳帳整整備備委委託託料料 △△11,,669944

公公共共基基準準点点業業務務委委託託料料 △△22,,114455

55 地地籍籍調調査査整整備備事事業業 △△33,,447766 1122 委委託託料料 △△33,,447766

地地籍籍調調査査業業務務委委託託料料

△△1144,,661199 1111,,330000 33,,331199 44 自自転転車車ネネッットトワワーークク55 交交通通安安全全対対 9955,,441133 00 9955,,441133

整整備備事事業業 00策策費費

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 55 農農林林水水産産業業費費 ((項項)) 11 農農業業費費

共共済済組組合合補補給給金金

計計 2299,,447700 660000 3300,,007700 660000

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199

((款款)) 66 商商工工費費

((項項)) 11 商商工工費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

557788,,558800 11 産産業業振振興興対対策策事事業業 557788,,558800 1122 委委託託料料 557788,,55880022 商商工工業業振振興興 222288,,111199 557788,,558800 880066,,669999 1122 委委託託料料 557788,,558800

泉泉大大津津くくららしし応応援援ククーーポポンン事事業業委委託託料料費費

計計 227799,,883399 557788,,558800 885588,,441199 557788,,558800

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,773300,,334455 △△227755,,227788 33,,445555,,006677

((款款)) 77 土土木木費費

((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△33,,003300 △△55,,228855 11 道道路路維維持持補補修修事事業業 △△11,,000000 1122 委委託託料料 △△11,,00000022 道道路路維維持持費費 111177,,990000 △△88,,331155 110099,,558855 1122 委委託託料料 △△88,,331155

自自治治体体管管路路新新設設工工事事委委託託料料

22 道道路路台台帳帳整整備備事事業業 △△33,,883399 1122 委委託託料料 △△33,,883399

道道路路台台帳帳整整備備委委託託料料 △△11,,669944

公公共共基基準準点点業業務務委委託託料料 △△22,,114455

55 地地籍籍調調査査整整備備事事業業 △△33,,447766 1122 委委託託料料 △△33,,447766

地地籍籍調調査査業業務務委委託託料料

△△1144,,661199 1111,,330000 33,,331199 44 自自転転車車ネネッットトワワーークク55 交交通通安安全全対対 9955,,441133 00 9955,,441133

整整備備事事業業 00策策費費
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

△△55,,550000 △△66,,110000 △△440000 11 道道路路改改良良事事業業 △△1122,,000000 1122 委委託託料料 △△1122,,00000066 道道路路新新設設改改 3333,,005577 △△1122,,000000 2211,,005577 1122 委委託託料料 △△1122,,000000

路路面面性性状状調調査査業業務務委委託託料料 △△22,,000000良良費費

工工事事監監督督等等技技術術支支援援業業務務委委託託料料 △△1100,,000000

計計 558888,,001177 △△2200,,331155 556677,,770022 △△2233,,114499 55,,220000 △△22,,336666

((項項)) 44 都都市市計計画画費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

558888 △△55,,558811 11 人人件件費費 0011 都都市市計計画画総総 117722,,118888 △△44,,999933 116677,,119955 1122 委委託託料料 △△44,,999933

務務費費

33 地地域域計計画画事事業業 △△44,,999933 1122 委委託託料料 △△44,,999933

用用途途地地域域見見直直しし検検討討業業務務委委託託料料 △△11,,228844

都都市市再再生生整整備備計計画画事事後後評評価価支支援援業業務務委委託託

料料 △△33,,770099

△△7722,,999922 △△117744,,770000 △△22,,115566 11 泉泉大大津津駅駅西西地地区区周周 1111 役役務務費費 △△11,,33335533 街街路路事事業業費費 335500,,004444 △△224499,,884488 110000,,119966 1111 役役務務費費 △△11,,333355

辺辺整整備備事事業業 △△224499,,884488 収収用用手手数数料料1122 委委託託料料 △△2255,,224411

1133 使使用用料料及及びび △△114466

1122 委委託託料料 △△2255,,224411賃賃借借料料

物物件件調調査査委委託託料料1144 工工事事請請負負費費 △△2266,,330022

1166 公公有有財財産産購購 △△4455,,220011

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△114466入入費費

会会場場使使用用料料1188 負負担担金金、、補補 △△883344

助助及及びび交交付付

1144 工工事事請請負負費費 △△2266,,330022金金

用用地地管管理理工工事事費費2211 補補償償、、補補填填 △△115500,,778899

及及びび賠賠償償金金

1166 公公有有財財産産購購入入費費 △△4455,,220011

用用地地購購入入費費

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△883344

収収用用負負担担金金

2211 補補償償、、補補填填及及びび賠賠償償金金 △△115500,,778899

補補償償費費

△△1133,,668855 1133,,220000 448855 22 公公園園施施設設整整備備事事業業 0044 公公園園管管理理費費 337744,,665566 00 337744,,665566

計計 999988,,559977 △△225544,,884411 774433,,775566 △△8866,,667777 △△116611,,550000 558888 △△77,,225522
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

△△55,,550000 △△66,,110000 △△440000 11 道道路路改改良良事事業業 △△1122,,000000 1122 委委託託料料 △△1122,,00000066 道道路路新新設設改改 3333,,005577 △△1122,,000000 2211,,005577 1122 委委託託料料 △△1122,,000000

路路面面性性状状調調査査業業務務委委託託料料 △△22,,000000良良費費

工工事事監監督督等等技技術術支支援援業業務務委委託託料料 △△1100,,000000

計計 558888,,001177 △△2200,,331155 556677,,770022 △△2233,,114499 55,,220000 △△22,,336666

((項項)) 44 都都市市計計画画費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

558888 △△55,,558811 11 人人件件費費 0011 都都市市計計画画総総 117722,,118888 △△44,,999933 116677,,119955 1122 委委託託料料 △△44,,999933

務務費費

33 地地域域計計画画事事業業 △△44,,999933 1122 委委託託料料 △△44,,999933

用用途途地地域域見見直直しし検検討討業業務務委委託託料料 △△11,,228844

都都市市再再生生整整備備計計画画事事後後評評価価支支援援業業務務委委託託

料料 △△33,,770099

△△7722,,999922 △△117744,,770000 △△22,,115566 11 泉泉大大津津駅駅西西地地区区周周 1111 役役務務費費 △△11,,33335533 街街路路事事業業費費 335500,,004444 △△224499,,884488 110000,,119966 1111 役役務務費費 △△11,,333355

辺辺整整備備事事業業 △△224499,,884488 収収用用手手数数料料1122 委委託託料料 △△2255,,224411

1133 使使用用料料及及びび △△114466

1122 委委託託料料 △△2255,,224411賃賃借借料料

物物件件調調査査委委託託料料1144 工工事事請請負負費費 △△2266,,330022

1166 公公有有財財産産購購 △△4455,,220011

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△114466入入費費

会会場場使使用用料料1188 負負担担金金、、補補 △△883344

助助及及びび交交付付

1144 工工事事請請負負費費 △△2266,,330022金金

用用地地管管理理工工事事費費2211 補補償償、、補補填填 △△115500,,778899

及及びび賠賠償償金金

1166 公公有有財財産産購購入入費費 △△4455,,220011

用用地地購購入入費費

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△883344

収収用用負負担担金金

2211 補補償償、、補補填填及及びび賠賠償償金金 △△115500,,778899

補補償償費費

△△1133,,668855 1133,,220000 448855 22 公公園園施施設設整整備備事事業業 0044 公公園園管管理理費費 337744,,665566 00 337744,,665566

計計 999988,,559977 △△225544,,884411 774433,,775566 △△8866,,667777 △△116611,,550000 558888 △△77,,225522

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

△△55,,550000 △△66,,110000 △△440000 11 道道路路改改良良事事業業 △△1122,,000000 1122 委委託託料料 △△1122,,00000066 道道路路新新設設改改 3333,,005577 △△1122,,000000 2211,,005577 1122 委委託託料料 △△1122,,000000

路路面面性性状状調調査査業業務務委委託託料料 △△22,,000000良良費費

工工事事監監督督等等技技術術支支援援業業務務委委託託料料 △△1100,,000000

計計 558888,,001177 △△2200,,331155 556677,,770022 △△2233,,114499 55,,220000 △△22,,336666

((項項)) 44 都都市市計計画画費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

558888 △△55,,558811 11 人人件件費費 0011 都都市市計計画画総総 117722,,118888 △△44,,999933 116677,,119955 1122 委委託託料料 △△44,,999933

務務費費

33 地地域域計計画画事事業業 △△44,,999933 1122 委委託託料料 △△44,,999933

用用途途地地域域見見直直しし検検討討業業務務委委託託料料 △△11,,228844

都都市市再再生生整整備備計計画画事事後後評評価価支支援援業業務務委委託託

料料 △△33,,770099

△△7722,,999922 △△117744,,770000 △△22,,115566 11 泉泉大大津津駅駅西西地地区区周周 1111 役役務務費費 △△11,,33335533 街街路路事事業業費費 335500,,004444 △△224499,,884488 110000,,119966 1111 役役務務費費 △△11,,333355

辺辺整整備備事事業業 △△224499,,884488 収収用用手手数数料料1122 委委託託料料 △△2255,,224411

1133 使使用用料料及及びび △△114466

1122 委委託託料料 △△2255,,224411賃賃借借料料

物物件件調調査査委委託託料料1144 工工事事請請負負費費 △△2266,,330022

1166 公公有有財財産産購購 △△4455,,220011

1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△114466入入費費

会会場場使使用用料料1188 負負担担金金、、補補 △△883344

助助及及びび交交付付

1144 工工事事請請負負費費 △△2266,,330022金金

用用地地管管理理工工事事費費2211 補補償償、、補補填填 △△115500,,778899

及及びび賠賠償償金金

1166 公公有有財財産産購購入入費費 △△4455,,220011

用用地地購購入入費費

1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△883344

収収用用負負担担金金

2211 補補償償、、補補填填及及びび賠賠償償金金 △△115500,,778899

補補償償費費

△△1133,,668855 1133,,220000 448855 22 公公園園施施設設整整備備事事業業 0044 公公園園管管理理費費 337744,,665566 00 337744,,665566

計計 999988,,559977 △△225544,,884411 774433,,775566 △△8866,,667777 △△116611,,550000 558888 △△77,,225522
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((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

△△886688 11 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△88668822 都都市市下下水水路路 44,,222299 △△886688 33,,336611 1188 負負担担金金、、補補 △△886688

合合負負担担金金事事業業（（都都市市 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金費費 助助及及びび交交付付

下下水水路路）） △△886688金金

計計 11,,336611,,007777 △△886688 11,,336600,,220099 △△886688

((項項)) 66 住住宅宅費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,772255 △△887755 44 民民間間住住宅宅耐耐震震促促進進事事 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△22,,66000011 住住宅宅管管理理費費 553377,,330033 △△22,,660000 553344,,770033 1188 負負担担金金、、補補 △△22,,660000

業業 △△22,,660000 既既存存民民間間建建築築物物耐耐震震診診断断補補助助金金 △△885500助助及及びび交交付付

木木造造住住宅宅耐耐震震設設計計補補助助金金 △△110000金金

木木造造住住宅宅耐耐震震改改修修補補助助金金 △△775500

空空家家除除却却補補助助金金 △△990000

33,,334466 11 二二田田・・寿寿市市営営住住宅宅整整 1144 工工事事請請負負費費 33,,33446633 住住宅宅整整備備事事 116633,,886655 33,,334466 116677,,221111 1144 工工事事請請負負費費 33,,334466

備備事事業業 33,,334466 建建替替工工事事費費業業費費

計計 770022,,009999 774466 770022,,884455 11,,662211 △△887755

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

((款款)) 88 消消防防費費

((項項)) 11 消消防防費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2233,,667766 11 人人件件費費 2233,,667766 22 給給料料 1111,,33229911 常常備備消消防防費費 880099,,555555 2233,,667766 883333,,223311 22 給給料料 1111,,332299

一一般般職職給給33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

地地域域手手当当 11,,112222

期期末末勤勤勉勉手手当当 88,,112288

時時間間外外勤勤務務手手当当 11,,332266

夜夜間間勤勤務務手手当当 339944

休休日日勤勤務務手手当当 11,,337777

計計 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200 2233,,667766

((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

△△886688 11 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△88668822 都都市市下下水水路路 44,,222299 △△886688 33,,336611 1188 負負担担金金、、補補 △△886688

合合負負担担金金事事業業（（都都市市 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金費費 助助及及びび交交付付

下下水水路路）） △△886688金金

計計 11,,336611,,007777 △△886688 11,,336600,,220099 △△886688

((項項)) 66 住住宅宅費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,772255 △△887755 44 民民間間住住宅宅耐耐震震促促進進事事 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△22,,66000011 住住宅宅管管理理費費 553377,,330033 △△22,,660000 553344,,770033 1188 負負担担金金、、補補 △△22,,660000

業業 △△22,,660000 既既存存民民間間建建築築物物耐耐震震診診断断補補助助金金 △△885500助助及及びび交交付付

木木造造住住宅宅耐耐震震設設計計補補助助金金 △△110000金金

木木造造住住宅宅耐耐震震改改修修補補助助金金 △△775500

空空家家除除却却補補助助金金 △△990000

33,,334466 11 二二田田・・寿寿市市営営住住宅宅整整 1144 工工事事請請負負費費 33,,33446633 住住宅宅整整備備事事 116633,,886655 33,,334466 116677,,221111 1144 工工事事請請負負費費 33,,334466

備備事事業業 33,,334466 建建替替工工事事費費業業費費

計計 770022,,009999 774466 770022,,884455 11,,662211 △△887755

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

((款款)) 88 消消防防費費

((項項)) 11 消消防防費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2233,,667766 11 人人件件費費 2233,,667766 22 給給料料 1111,,33229911 常常備備消消防防費費 880099,,555555 2233,,667766 883333,,223311 22 給給料料 1111,,332299

一一般般職職給給33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

地地域域手手当当 11,,112222

期期末末勤勤勉勉手手当当 88,,112288

時時間間外外勤勤務務手手当当 11,,332266

夜夜間間勤勤務務手手当当 339944

休休日日勤勤務務手手当当 11,,337777

計計 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200 2233,,667766
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((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

△△886688 11 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△88668822 都都市市下下水水路路 44,,222299 △△886688 33,,336611 1188 負負担担金金、、補補 △△886688

合合負負担担金金事事業業（（都都市市 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金費費 助助及及びび交交付付

下下水水路路）） △△886688金金

計計 11,,336611,,007777 △△886688 11,,336600,,220099 △△886688

((項項)) 66 住住宅宅費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,772255 △△887755 44 民民間間住住宅宅耐耐震震促促進進事事 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△22,,66000011 住住宅宅管管理理費費 553377,,330033 △△22,,660000 553344,,770033 1188 負負担担金金、、補補 △△22,,660000

業業 △△22,,660000 既既存存民民間間建建築築物物耐耐震震診診断断補補助助金金 △△885500助助及及びび交交付付

木木造造住住宅宅耐耐震震設設計計補補助助金金 △△110000金金

木木造造住住宅宅耐耐震震改改修修補補助助金金 △△775500

空空家家除除却却補補助助金金 △△990000

33,,334466 11 二二田田・・寿寿市市営営住住宅宅整整 1144 工工事事請請負負費費 33,,33446633 住住宅宅整整備備事事 116633,,886655 33,,334466 116677,,221111 1144 工工事事請請負負費費 33,,334466

備備事事業業 33,,334466 建建替替工工事事費費業業費費

計計 770022,,009999 774466 770022,,884455 11,,662211 △△887755

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

((款款)) 88 消消防防費費

((項項)) 11 消消防防費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2233,,667766 11 人人件件費費 2233,,667766 22 給給料料 1111,,33229911 常常備備消消防防費費 880099,,555555 2233,,667766 883333,,223311 22 給給料料 1111,,332299

一一般般職職給給33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

地地域域手手当当 11,,112222

期期末末勤勤勉勉手手当当 88,,112288

時時間間外外勤勤務務手手当当 11,,332266

夜夜間間勤勤務務手手当当 339944

休休日日勤勤務務手手当当 11,,337777

計計 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200 2233,,667766

((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

△△886688 11 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△88668822 都都市市下下水水路路 44,,222299 △△886688 33,,336611 1188 負負担担金金、、補補 △△886688

合合負負担担金金事事業業（（都都市市 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金費費 助助及及びび交交付付

下下水水路路）） △△886688金金

計計 11,,336611,,007777 △△886688 11,,336600,,220099 △△886688

((項項)) 66 住住宅宅費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,772255 △△887755 44 民民間間住住宅宅耐耐震震促促進進事事 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△22,,66000011 住住宅宅管管理理費費 553377,,330033 △△22,,660000 553344,,770033 1188 負負担担金金、、補補 △△22,,660000

業業 △△22,,660000 既既存存民民間間建建築築物物耐耐震震診診断断補補助助金金 △△885500助助及及びび交交付付

木木造造住住宅宅耐耐震震設設計計補補助助金金 △△110000金金

木木造造住住宅宅耐耐震震改改修修補補助助金金 △△775500

空空家家除除却却補補助助金金 △△990000

33,,334466 11 二二田田・・寿寿市市営営住住宅宅整整 1144 工工事事請請負負費費 33,,33446633 住住宅宅整整備備事事 116633,,886655 33,,334466 116677,,221111 1144 工工事事請請負負費費 33,,334466

備備事事業業 33,,334466 建建替替工工事事費費業業費費

計計 770022,,009999 774466 770022,,884455 11,,662211 △△887755

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200

((款款)) 88 消消防防費費

((項項)) 11 消消防防費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2233,,667766 11 人人件件費費 2233,,667766 22 給給料料 1111,,33229911 常常備備消消防防費費 880099,,555555 2233,,667766 883333,,223311 22 給給料料 1111,,332299

一一般般職職給給33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

33 職職員員手手当当等等 1122,,334477

地地域域手手当当 11,,112222

期期末末勤勤勉勉手手当当 88,,112288

時時間間外外勤勤務務手手当当 11,,332266

夜夜間間勤勤務務手手当当 339944

休休日日勤勤務務手手当当 11,,337777

計計 882233,,774444 2233,,667766 884477,,442200 2233,,667766

− 277 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,449911,,119988 11,,661177,,667766 55,,110088,,887744

((款款)) 99 教教育育費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 11 教教育育総総務務費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

66,,990000 11 人人件件費費 66,,990000 33 職職員員手手当当等等 66,,00000022 事事務務局局費費 440066,,336688 66,,990000 441133,,226688 33 職職員員手手当当等等 66,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当44 共共済済費費 990000

44 共共済済費費 990000

共共済済組組合合補補給給金金

△△11,,336600 55 情情報報環環境境整整備備事事業業（（ 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,33660033 教教育育支支援援セセ 447766,,115544 △△11,,336600 447744,,779944 1133 使使用用料料及及びび △△11,,336600

教教育育支支援援セセンンタターー）） △△11,,336600 ササーービビスス使使用用料料ンンタターー費費 賃賃借借料料

△△11,,776600 44 学学校校部部活活動動支支援援事事業業 △△11,,776600 11 報報酬酬 △△11,,77660044 教教育育指指導導費費 220088,,775511 △△11,,776600 220066,,999911 11 報報酬酬 △△11,,776600

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

1166,,551133 22 介介助助員員配配置置事事業業 1166,,551133 11 報報酬酬 1122,,11779955 支支援援教教育育費費 113388,,331188 1166,,551133 115544,,883311 11 報報酬酬 1122,,117799

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 44,,333344

33 職職員員手手当当等等 44,,333344

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

44 11 佐佐野野幸幸子子基基金金積積立立事事 2244 積積立立金金 4466 佐佐野野幸幸子子基基 2222 44 2266 2244 積積立立金金 44

業業 44 佐佐野野幸幸子子基基金金積積立立金金金金費費

計計 11,,223355,,114433 2200,,229977 11,,225555,,444400 44 2200,,229933

((項項)) 22 小小学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

330077,,227777 11,,227799,,000000 44,,776611 22 小小学学校校維維持持管管理理事事業業 44,,665555 1100 需需用用費費 44,,66555511 学学校校管管理理費費 771133,,445566 11,,559911,,003388 22,,330044,,449944 1100 需需用用費費 44,,665555

光光熱熱水水費費1122 委委託託料料 5533,,773311

1144 工工事事請請負負費費 11,,553322,,665522

55 小小学学校校施施設設整整備備事事業業 1144 工工事事請請負負費費 2255,,332288

（（教教育育政政策策課課）） 2255,,332288 補補修修工工事事費費 1188,,991144

設設置置工工事事費費 66,,441144

66 小小学学校校施施設設整整備備 1122 委委託託料料 5533,,773311

事事業業（（資資産産活活用用 工工事事監監理理委委託託料料

課課）） 11,,556611,,005555

1144 工工事事請請負負費費 11,,550077,,332244

補補修修工工事事費費
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,449911,,119988 11,,661177,,667766 55,,110088,,887744

((款款)) 99 教教育育費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 11 教教育育総総務務費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

66,,990000 11 人人件件費費 66,,990000 33 職職員員手手当当等等 66,,00000022 事事務務局局費費 440066,,336688 66,,990000 441133,,226688 33 職職員員手手当当等等 66,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当44 共共済済費費 990000

44 共共済済費費 990000

共共済済組組合合補補給給金金

△△11,,336600 55 情情報報環環境境整整備備事事業業（（ 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,33660033 教教育育支支援援セセ 447766,,115544 △△11,,336600 447744,,779944 1133 使使用用料料及及びび △△11,,336600

教教育育支支援援セセンンタターー）） △△11,,336600 ササーービビスス使使用用料料ンンタターー費費 賃賃借借料料

△△11,,776600 44 学学校校部部活活動動支支援援事事業業 △△11,,776600 11 報報酬酬 △△11,,77660044 教教育育指指導導費費 220088,,775511 △△11,,776600 220066,,999911 11 報報酬酬 △△11,,776600

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

1166,,551133 22 介介助助員員配配置置事事業業 1166,,551133 11 報報酬酬 1122,,11779955 支支援援教教育育費費 113388,,331188 1166,,551133 115544,,883311 11 報報酬酬 1122,,117799

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 44,,333344

33 職職員員手手当当等等 44,,333344

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

44 11 佐佐野野幸幸子子基基金金積積立立事事 2244 積積立立金金 4466 佐佐野野幸幸子子基基 2222 44 2266 2244 積積立立金金 44

業業 44 佐佐野野幸幸子子基基金金積積立立金金金金費費

計計 11,,223355,,114433 2200,,229977 11,,225555,,444400 44 2200,,229933

((項項)) 22 小小学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

330077,,227777 11,,227799,,000000 44,,776611 22 小小学学校校維維持持管管理理事事業業 44,,665555 1100 需需用用費費 44,,66555511 学学校校管管理理費費 771133,,445566 11,,559911,,003388 22,,330044,,449944 1100 需需用用費費 44,,665555

光光熱熱水水費費1122 委委託託料料 5533,,773311

1144 工工事事請請負負費費 11,,553322,,665522

55 小小学学校校施施設設整整備備事事業業 1144 工工事事請請負負費費 2255,,332288

（（教教育育政政策策課課）） 2255,,332288 補補修修工工事事費費 1188,,991144

設設置置工工事事費費 66,,441144

66 小小学学校校施施設設整整備備 1122 委委託託料料 5533,,773311

事事業業（（資資産産活活用用 工工事事監監理理委委託託料料

課課）） 11,,556611,,005555

1144 工工事事請請負負費費 11,,550077,,332244

補補修修工工事事費費

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,449911,,119988 11,,661177,,667766 55,,110088,,887744

((款款)) 99 教教育育費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 11 教教育育総総務務費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

66,,990000 11 人人件件費費 66,,990000 33 職職員員手手当当等等 66,,00000022 事事務務局局費費 440066,,336688 66,,990000 441133,,226688 33 職職員員手手当当等等 66,,000000

期期末末勤勤勉勉手手当当44 共共済済費費 990000

44 共共済済費費 990000

共共済済組組合合補補給給金金

△△11,,336600 55 情情報報環環境境整整備備事事業業（（ 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,33660033 教教育育支支援援セセ 447766,,115544 △△11,,336600 447744,,779944 1133 使使用用料料及及びび △△11,,336600

教教育育支支援援セセンンタターー）） △△11,,336600 ササーービビスス使使用用料料ンンタターー費費 賃賃借借料料

△△11,,776600 44 学学校校部部活活動動支支援援事事業業 △△11,,776600 11 報報酬酬 △△11,,77660044 教教育育指指導導費費 220088,,775511 △△11,,776600 220066,,999911 11 報報酬酬 △△11,,776600

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬

1166,,551133 22 介介助助員員配配置置事事業業 1166,,551133 11 報報酬酬 1122,,11779955 支支援援教教育育費費 113388,,331188 1166,,551133 115544,,883311 11 報報酬酬 1122,,117799

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 44,,333344

33 職職員員手手当当等等 44,,333344

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

44 11 佐佐野野幸幸子子基基金金積積立立事事 2244 積積立立金金 4466 佐佐野野幸幸子子基基 2222 44 2266 2244 積積立立金金 44

業業 44 佐佐野野幸幸子子基基金金積積立立金金金金費費

計計 11,,223355,,114433 2200,,229977 11,,225555,,444400 44 2200,,229933

((項項)) 22 小小学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

330077,,227777 11,,227799,,000000 44,,776611 22 小小学学校校維維持持管管理理事事業業 44,,665555 1100 需需用用費費 44,,66555511 学学校校管管理理費費 771133,,445566 11,,559911,,003388 22,,330044,,449944 1100 需需用用費費 44,,665555

光光熱熱水水費費1122 委委託託料料 5533,,773311

1144 工工事事請請負負費費 11,,553322,,665522

55 小小学学校校施施設設整整備備事事業業 1144 工工事事請請負負費費 2255,,332288

（（教教育育政政策策課課）） 2255,,332288 補補修修工工事事費費 1188,,991144

設設置置工工事事費費 66,,441144

66 小小学学校校施施設設整整備備 1122 委委託託料料 5533,,773311

事事業業（（資資産産活活用用 工工事事監監理理委委託託料料

課課）） 11,,556611,,005555

1144 工工事事請請負負費費 11,,550077,,332244

補補修修工工事事費費
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

計計 776622,,778833 11,,559911,,003388 22,,335533,,882211 330077,,227777 11,,227799,,000000 44,,776611

((項項)) 33 中中学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,332222 1100,,660000 4455 44 中中学学校校施施設設整整備備事事業業 1155,,996677 1144 工工事事請請負負費費 1155,,99667711 学学校校管管理理費費 333344,,009988 1155,,996677 335500,,006655 1144 工工事事請請負負費費 1155,,996677

補補修修工工事事費費

△△11,,000000 22 中中学学校校就就学学援援助助事事業業 △△11,,000000 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△11,,00000022 教教育育振振興興費費 3344,,119944 △△11,,000000 3333,,119944 1188 負負担担金金、、補補 △△11,,000000

就就学学援援助助費費助助及及びび交交付付

金金

計計 336688,,229922 1144,,996677 338833,,225599 55,,332222 1100,,660000 △△995555

((項項)) 44 幼幼稚稚園園費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

44,,227755 △△1122,,115555 77 幼幼稚稚園園障障ががいい児児支支 11 報報酬酬 △△99,,99000011 幼幼稚稚園園費費 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233 11 報報酬酬 △△99,,990000

援援事事業業 △△1144,,110000 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 △△44,,220000

1199 扶扶助助費費 66,,222200

33 職職員員手手当当等等 △△44,,220000

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

88 特特定定教教育育・・保保育育施施設設 1199 扶扶助助費費 66,,222200

施施設設型型給給付付事事業業 66,,222200 施施設設型型給給付付費費

計計 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233 44,,227755 △△1122,,115555

((項項)) 55 社社会会教教育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,770055 11 図図書書館館運運営営事事業業 11,,770055 11 報報酬酬 88221133 図図書書館館費費 220099,,335577 11,,770055 221111,,006622 11 報報酬酬 882211

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 888844

33 職職員員手手当当等等 888844

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

33,,339988 11,,669977 22 留留守守家家庭庭児児童童会会指指導導 11 報報酬酬 22,,99551188 留留守守家家庭庭児児 119911,,998822 55,,009955 119977,,007777 11 報報酬酬 22,,995511

員員配配置置事事業業 55,,009955 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬童童会会費費 33 職職員員手手当当等等 22,,114444

33 職職員員手手当当等等 22,,114444
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

計計 776622,,778833 11,,559911,,003388 22,,335533,,882211 330077,,227777 11,,227799,,000000 44,,776611

((項項)) 33 中中学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,332222 1100,,660000 4455 44 中中学学校校施施設設整整備備事事業業 1155,,996677 1144 工工事事請請負負費費 1155,,99667711 学学校校管管理理費費 333344,,009988 1155,,996677 335500,,006655 1144 工工事事請請負負費費 1155,,996677

補補修修工工事事費費

△△11,,000000 22 中中学学校校就就学学援援助助事事業業 △△11,,000000 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△11,,00000022 教教育育振振興興費費 3344,,119944 △△11,,000000 3333,,119944 1188 負負担担金金、、補補 △△11,,000000

就就学学援援助助費費助助及及びび交交付付

金金

計計 336688,,229922 1144,,996677 338833,,225599 55,,332222 1100,,660000 △△995555

((項項)) 44 幼幼稚稚園園費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

44,,227755 △△1122,,115555 77 幼幼稚稚園園障障ががいい児児支支 11 報報酬酬 △△99,,99000011 幼幼稚稚園園費費 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233 11 報報酬酬 △△99,,990000

援援事事業業 △△1144,,110000 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 △△44,,220000

1199 扶扶助助費費 66,,222200

33 職職員員手手当当等等 △△44,,220000

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

88 特特定定教教育育・・保保育育施施設設 1199 扶扶助助費費 66,,222200

施施設設型型給給付付事事業業 66,,222200 施施設設型型給給付付費費

計計 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233 44,,227755 △△1122,,115555

((項項)) 55 社社会会教教育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,770055 11 図図書書館館運運営営事事業業 11,,770055 11 報報酬酬 88221133 図図書書館館費費 220099,,335577 11,,770055 221111,,006622 11 報報酬酬 882211

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 888844

33 職職員員手手当当等等 888844

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

33,,339988 11,,669977 22 留留守守家家庭庭児児童童会会指指導導 11 報報酬酬 22,,99551188 留留守守家家庭庭児児 119911,,998822 55,,009955 119977,,007777 11 報報酬酬 22,,995511

員員配配置置事事業業 55,,009955 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬童童会会費費 33 職職員員手手当当等等 22,,114444

33 職職員員手手当当等等 22,,114444

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

計計 776622,,778833 11,,559911,,003388 22,,335533,,882211 330077,,227777 11,,227799,,000000 44,,776611

((項項)) 33 中中学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,332222 1100,,660000 4455 44 中中学学校校施施設設整整備備事事業業 1155,,996677 1144 工工事事請請負負費費 1155,,99667711 学学校校管管理理費費 333344,,009988 1155,,996677 335500,,006655 1144 工工事事請請負負費費 1155,,996677

補補修修工工事事費費

△△11,,000000 22 中中学学校校就就学学援援助助事事業業 △△11,,000000 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△11,,00000022 教教育育振振興興費費 3344,,119944 △△11,,000000 3333,,119944 1188 負負担担金金、、補補 △△11,,000000

就就学学援援助助費費助助及及びび交交付付

金金

計計 336688,,229922 1144,,996677 338833,,225599 55,,332222 1100,,660000 △△995555

((項項)) 44 幼幼稚稚園園費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

44,,227755 △△1122,,115555 77 幼幼稚稚園園障障ががいい児児支支 11 報報酬酬 △△99,,99000011 幼幼稚稚園園費費 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233 11 報報酬酬 △△99,,990000

援援事事業業 △△1144,,110000 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 △△44,,220000

1199 扶扶助助費費 66,,222200

33 職職員員手手当当等等 △△44,,220000

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

88 特特定定教教育育・・保保育育施施設設 1199 扶扶助助費費 66,,222200

施施設設型型給給付付事事業業 66,,222200 施施設設型型給給付付費費

計計 228800,,220033 △△77,,888800 227722,,332233 44,,227755 △△1122,,115555

((項項)) 55 社社会会教教育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,770055 11 図図書書館館運運営営事事業業 11,,770055 11 報報酬酬 88221133 図図書書館館費費 220099,,335577 11,,770055 221111,,006622 11 報報酬酬 882211

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 888844

33 職職員員手手当当等等 888844

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

33,,339988 11,,669977 22 留留守守家家庭庭児児童童会会指指導導 11 報報酬酬 22,,99551188 留留守守家家庭庭児児 119911,,998822 55,,009955 119977,,007777 11 報報酬酬 22,,995511

員員配配置置事事業業 55,,009955 会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬童童会会費費 33 職職員員手手当当等等 22,,114444

33 職職員員手手当当等等 22,,114444
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 55 社社会会教教育育費費

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 668899,,223355 66,,880000 669966,,003355 33,,339988 33,,440022

((項項)) 66 保保健健体体育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△44,,119900 △△33,,335566 22 団団体体等等育育成成支支援援事事業業 △△44,,119900 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△44,,11990022 ススポポーーツツ振振 2211,,112244 △△77,,554466 1133,,557788 1122 委委託託料料 △△33,,335566

総総合合型型地地域域ススポポーーツツククララブブ支支援援事事業業補補助助興興費費 1188 負負担担金金、、補補 △△44,,119900

金金助助及及びび交交付付

金金

33 地地域域運運動動部部活活動動推推進進 1122 委委託託料料 △△33,,335566

事事業業 △△33,,335566 地地域域運運動動部部活活動動推推進進事事業業委委託託料料

計計 114499,,008899 △△77,,554466 114411,,554433 △△44,,119900 △△33,,335566

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999

((款款)) 1100 公公債債費費

((項項)) 11 公公債債費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△33,,552266 11 長長期期債債元元金金償償還還事事業業 △△33,,552266 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△33,,55226611 元元金金 22,,117722,,224477 △△33,,552266 22,,116688,,772211 2222 償償還還金金、、利利 △△33,,552266

長長期期債債元元金金償償還還金金子子及及びび割割引引

料料

330011 △△3311,,991100 11 長長期期債債利利子子償償還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△3311,,66009922 利利子子 223388,,118877 △△3311,,660099 220066,,557788 2222 償償還還金金、、利利 △△3311,,660099

業業 △△3311,,660099 長長期期債債利利子子子子及及びび割割引引

料料

計計 22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999 330011 △△3355,,443366
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 55 社社会会教教育育費費

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 668899,,223355 66,,880000 669966,,003355 33,,339988 33,,440022

((項項)) 66 保保健健体体育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△44,,119900 △△33,,335566 22 団団体体等等育育成成支支援援事事業業 △△44,,119900 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△44,,11990022 ススポポーーツツ振振 2211,,112244 △△77,,554466 1133,,557788 1122 委委託託料料 △△33,,335566

総総合合型型地地域域ススポポーーツツククララブブ支支援援事事業業補補助助興興費費 1188 負負担担金金、、補補 △△44,,119900

金金助助及及びび交交付付

金金

33 地地域域運運動動部部活活動動推推進進 1122 委委託託料料 △△33,,335566

事事業業 △△33,,335566 地地域域運運動動部部活活動動推推進進事事業業委委託託料料

計計 114499,,008899 △△77,,554466 114411,,554433 △△44,,119900 △△33,,335566

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999

((款款)) 1100 公公債債費費

((項項)) 11 公公債債費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△33,,552266 11 長長期期債債元元金金償償還還事事業業 △△33,,552266 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△33,,55226611 元元金金 22,,117722,,224477 △△33,,552266 22,,116688,,772211 2222 償償還還金金、、利利 △△33,,552266

長長期期債債元元金金償償還還金金子子及及びび割割引引

料料

330011 △△3311,,991100 11 長長期期債債利利子子償償還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△3311,,66009922 利利子子 223388,,118877 △△3311,,660099 220066,,557788 2222 償償還還金金、、利利 △△3311,,660099

業業 △△3311,,660099 長長期期債債利利子子子子及及びび割割引引

料料

計計 22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999 330011 △△3355,,443366

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 55 社社会会教教育育費費

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 668899,,223355 66,,880000 669966,,003355 33,,339988 33,,440022

((項項)) 66 保保健健体体育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△44,,119900 △△33,,335566 22 団団体体等等育育成成支支援援事事業業 △△44,,119900 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△44,,11990022 ススポポーーツツ振振 2211,,112244 △△77,,554466 1133,,557788 1122 委委託託料料 △△33,,335566

総総合合型型地地域域ススポポーーツツククララブブ支支援援事事業業補補助助興興費費 1188 負負担担金金、、補補 △△44,,119900

金金助助及及びび交交付付

金金

33 地地域域運運動動部部活活動動推推進進 1122 委委託託料料 △△33,,335566

事事業業 △△33,,335566 地地域域運運動動部部活活動動推推進進事事業業委委託託料料

計計 114499,,008899 △△77,,554466 114411,,554433 △△44,,119900 △△33,,335566

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999

((款款)) 1100 公公債債費費

((項項)) 11 公公債債費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△33,,552266 11 長長期期債債元元金金償償還還事事業業 △△33,,552266 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△33,,55226611 元元金金 22,,117722,,224477 △△33,,552266 22,,116688,,772211 2222 償償還還金金、、利利 △△33,,552266

長長期期債債元元金金償償還還金金子子及及びび割割引引

料料

330011 △△3311,,991100 11 長長期期債債利利子子償償還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 △△3311,,66009922 利利子子 223388,,118877 △△3311,,660099 220066,,557788 2222 償償還還金金、、利利 △△3311,,660099

業業 △△3311,,660099 長長期期債債利利子子子子及及びび割割引引

料料

計計 22,,441100,,443344 △△3355,,113355 22,,337755,,229999 330011 △△3355,,443366
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

444499,,669988 △△334422 444499,,335566

((款款)) 1111 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1111 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 上上水水道道事事業業費費

((項項)) 22 上上水水道道事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△334422 11 水水道道事事業業会会計計繰繰出出金金 2277 繰繰出出金金 △△33442211 上上水水道道事事業業 1122,,115566 △△334422 1111,,881144 2277 繰繰出出金金 △△334422

事事業業 △△334422 水水道道事事業業会会計計へへのの繰繰出出費費

計計 1122,,115566 △△334422 1111,,881144 △△334422
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

444499,,669988 △△334422 444499,,335566

((款款)) 1111 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1111 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 上上水水道道事事業業費費

((項項)) 22 上上水水道道事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△334422 11 水水道道事事業業会会計計繰繰出出金金 2277 繰繰出出金金 △△33442211 上上水水道道事事業業 1122,,115566 △△334422 1111,,881144 2277 繰繰出出金金 △△334422

事事業業 △△334422 水水道道事事業業会会計計へへのの繰繰出出費費

計計 1122,,115566 △△334422 1111,,881144 △△334422

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

444499,,669988 △△334422 444499,,335566

((款款)) 1111 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1111 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 上上水水道道事事業業費費

((項項)) 22 上上水水道道事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△334422 11 水水道道事事業業会会計計繰繰出出金金 2277 繰繰出出金金 △△33442211 上上水水道道事事業業 1122,,115566 △△334422 1111,,881144 2277 繰繰出出金金 △△334422

事事業業 △△334422 水水道道事事業業会会計計へへのの繰繰出出費費

計計 1122,,115566 △△334422 1111,,881144 △△334422
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給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書
１　特 　別 　職

給　　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　　費

区        分 職員数 期末手当 その他の 共　済　費 合　　計 備　考

報　　 酬 給　　 料 （年間支給率分） 地域手当 手当 合　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

長 等 3 28,560 13,473 1,714 192 43,939 7,175 51,114

補

議 員 16 106,683 49,073 155,756 28,615 184,371

正

その他の

後 1,511 102,724 102,724 102,724
特 別 職

計 1,530 209,407 28,560 62,546 1,714 192 302,419 35,790 338,209

長 等 3 28,560 13,473 1,714 192 43,939 7,175 51,114

補

議 員 16 106,683 48,540 155,223 28,615 183,838

正

その他の

前 1,511 103,341 103,341 103,341
特 別 職

計 1,530 210,024 28,560 62,013 1,714 192 302,503 35,790 338,293

長 等

比

議 員 533 533 533

その他の

△ 617 △ 617 △ 617

較 特 別 職

計 △ 617 533 △ 84 △ 84
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２　一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)    　    (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
（527）
530

964,991 1,993,214 2,089,016 5,047,221 930,263 5,977,484

補 正 前
（527）
530

941,575 1,979,189 1,948,185 4,868,949 925,576 5,794,525

比　 較
（0）
0

23,416 14,025 140,831 178,272 4,687 182,959

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 53,713 198,022 1,241,611 88,872 49,184 41,299 144,071 12,312

補   正   前 53,713 196,583 1,168,823 88,872 49,184 41,299 145,245 12,312

比　　　 較 0 1,439 72,788 0 0 0 △ 1,174 0

 管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務  特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 232,260 4,924 0 0 21,122 1,626 2,089,016

補   正   前 165,944 4,530 0 0 19,745 1,935 1,948,185

比　　　 較 66,316 394 0 0 1,377 △ 309 140,831

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

職

員

手

当

の

内

訳

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

備　　　　　考

　 合　　計

          (千円)
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
（8）
518

1,961,082 1,763,119 3,724,201 718,541 4,442,742

補 正 前
（8）
518

1,948,853 1,641,179 3,590,032 713,854 4,303,886

比　 較 （0）
0

12,229 121,940 134,169 4,687 138,856

（　　）内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 53,713 195,192 927,188 88,872 48,184 41,299 144,071 12,312

補   正   前 53,713 194,070 872,974 88,872 48,184 41,299 145,245 12,312

比　　　 較 0 1,122 54,214 0 0 0 △ 1,174 0

 管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務  特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 224,616 4,924 0 0 21,122 1,626 1,763,119

補   正   前 158,300 4,530 0 0 19,745 1,935 1,641,179

比　　　 較 66,316 394 0 0 1,377 △ 309 121,940

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

職　員　手　当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補 正 後
(519)
12

964,991 32,132 325,897 1,323,020 211,722 1,534,742

補 正 前
(516)
12

941,575 30,336 307,006 1,278,917 211,722 1,490,639

比　 較
(3)
0

23,416 1,796 18,891 44,103 0 44,103

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期 末 勤 勉 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務   退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補   正   後 2,830 314,423 1,000 0 0 7,644 0 325,897

補   正   前 2,513 295,849 1,000 0 0 7,644 0 307,006

比　　　 較 317 18,574 0 0 0 0 0 18,891

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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(2) 　給与費の増減額の明細

区 分   増減額(千円)    　 説　　明

23,416 23,416

14,025 14,025

140,831 140,831

増減事由別内訳（千円） 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

給与改定に
伴う増減分

給与改定に
伴う増減分

報 酬

給 料

職 員 手 当

給与改定に
伴う増減分
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(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補正後の額

１．普  通  債 15,218,524 1,792,200 1,127,800 2,920,000 974,186 974,186 16,036,538 17,164,338

(1) 総務債 671,690 452,400 452,400 43,993 43,993 1,080,097 1,080,097

(2) 民生債 622,582 237,900 △ 5,500 232,400 36,276 36,276 824,206 818,706

(3) 衛生債 240,307 26,600 26,600 33,347 33,347 233,560 233,560

(4) 農林水産業債 2,739 366 366 2,373 2,373

(5) 土木債 4,503,709 578,700 △ 156,300 422,400 353,385 353,385 4,729,024 4,572,724

(6) 公営住宅債 655,654 334,700 334,700 37,013 37,013 953,341 953,341

(7) 消防債 677,037 5,100 5,100 70,510 70,510 611,627 611,627

(8) 教育債 7,844,806 156,800 1,289,600 1,446,400 399,296 399,296 7,602,310 8,891,910

２．災 害 復 旧 債 100,630 20,124 20,124 80,506 80,506

(1) 民生債 6,125 1,225 1,225 4,900 4,900

(2) 衛生債 3,688 737 737 2,951 2,951

(3) 土木債 71,066 14,212 14,212 56,854 56,854

(4) 公営住宅債 875 175 175 700 700

(5) 消防債 1,125 225 225 900 900

(6) 教育債 17,751 3,550 3,550 14,201 14,201

３．そ の 他 債 11,528,738 1,174,410 1,174,410 10,354,328 10,354,328

(1) 減税補てん債 19,265 13,409 13,409 5,856 5,856

(2)
臨 時 財 政
対 策 債

11,441,180 1,156,356 1,156,356 10,284,824 10,284,824

(3) 減収補てん債 68,293 4,645 4,645 63,648 63,648

26,847,892 1,792,200 1,127,800 2,920,000 2,168,720 2,168,720 26,471,372 27,599,172

.

当該年度末現在高見込額
 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

合　　　計

地 方 債 の 当 該 年 度 中 に お け る 増 減 見 込 額 及 び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　分
前年度末
現在高

当該年度中の増減見込額
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 令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算

（補正第３号）

− 293 −





議案第１８号

令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正

予算

令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５，３８３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，６２３，７２８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

33 府府支支出出金金 55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

11 府府補補助助金金 55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

55 繰繰入入金金 884455,,441188 99,,002288 885544,,444466

11 他他会会計計繰繰入入金金 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911

66 繰繰越越金金 11 2277,,003377 2277,,003388

11 繰繰越越金金 11 2277,,003377 2277,,003388

歳歳 入入 合合 計計 77,,558888,,334455 3355,,338833 77,,662233,,772288

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 総総務務費費 116655,,558811 33,,004499 116688,,663300

11 総総務務管管理理費費 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611

国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納
33 22,,002277,,990044 00 22,,002277,,990044

付付金金

11 医医療療給給付付費費分分 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133

22 後後期期高高齢齢者者支支援援金金等等分分 442200,,558855 00 442200,,558855

33 介介護護納納付付金金分分 114488,,110066 00 114488,,110066

44 保保健健事事業業費費 110088,,772244 114455 110088,,886699

11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業費費 9944,,447700 114455 9944,,661155

55 基基金金積積立立金金 339955 1144,,550000 1144,,889955

11 基基金金積積立立金金 339955 1144,,550000 1144,,889955

77 諸諸支支出出金金 77,,114411 1177,,668899 2244,,883300

22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 66,,555511 55,,665577 1122,,220088

33 繰繰出出金金 00 1122,,003322 1122,,003322

歳歳 出出 合合 計計 77,,558888,,334455 3355,,338833 77,,662233,,772288
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

33 府府支支出出金金 55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

11 府府補補助助金金 55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

55 繰繰入入金金 884455,,441188 99,,002288 885544,,444466

11 他他会会計計繰繰入入金金 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911

66 繰繰越越金金 11 2277,,003377 2277,,003388

11 繰繰越越金金 11 2277,,003377 2277,,003388

歳歳 入入 合合 計計 77,,558888,,334455 3355,,338833 77,,662233,,772288

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 総総務務費費 116655,,558811 33,,004499 116688,,663300

11 総総務務管管理理費費 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611

国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納
33 22,,002277,,990044 00 22,,002277,,990044

付付金金

11 医医療療給給付付費費分分 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133

22 後後期期高高齢齢者者支支援援金金等等分分 442200,,558855 00 442200,,558855

33 介介護護納納付付金金分分 114488,,110066 00 114488,,110066

44 保保健健事事業業費費 110088,,772244 114455 110088,,886699

11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業費費 9944,,447700 114455 9944,,661155

55 基基金金積積立立金金 339955 1144,,550000 1144,,889955

11 基基金金積積立立金金 339955 1144,,550000 1144,,889955

77 諸諸支支出出金金 77,,114411 1177,,668899 2244,,883300

22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 66,,555511 55,,665577 1122,,220088

33 繰繰出出金金 00 1122,,003322 1122,,003322

歳歳 出出 合合 計計 77,,558888,,334455 3355,,338833 77,,662233,,772288
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 令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算に関する説明書

（補正第３号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

33 府府支支出出金金 ５５，，３３８８８８，，４４２２３３ △△６６８８２２ ５５，，３３８８７７，，７７４４１１

55 繰繰入入金金 ８８４４５５，，４４１１８８ ９９，，００２２８８ ８８５５４４，，４４４４６６

66 繰繰越越金金 １１ ２２７７，，００３３７７ ２２７７，，００３３８８

歳歳 入入 合合 計計 ７７，，５５８８８８，，３３４４５５ ３３５５，，３３８８３３ ７７，，６６２２３３，，７７２２８８

− 300 −



歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

33 府府支支出出金金 ５５，，３３８８８８，，４４２２３３ △△６６８８２２ ５５，，３３８８７７，，７７４４１１

55 繰繰入入金金 ８８４４５５，，４４１１８８ ９９，，００２２８８ ８８５５４４，，４４４４６６

66 繰繰越越金金 １１ ２２７７，，００３３７７ ２２７７，，００３３８８

歳歳 入入 合合 計計 ７７，，５５８８８８，，３３４４５５ ３３５５，，３３８８３３ ７７，，６６２２３３，，７７２２８８
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 総総務務費費 116655,,558811 33,,004499 116688,,663300 33,,004499

33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金 22,,002277,,990044 00 22,,002277,,990044 △△882277 55,,997799 △△55,,115522

44 保保健健事事業業費費 110088,,772244 114455 110088,,886699 114455

55 基基金金積積立立金金 339955 1144,,550000 1144,,889955 1144,,550000

77 諸諸支支出出金金 77,,114411 1177,,668899 2244,,883300 1177,,668899

歳歳 出出 合合 計計 77,,558888,,334455 3355,,338833 77,,662233,,772288 △△668822 99,,002288 2277,,003377
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 総総務務費費 116655,,558811 33,,004499 116688,,663300 33,,004499

33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金 22,,002277,,990044 00 22,,002277,,990044 △△882277 55,,997799 △△55,,115522

44 保保健健事事業業費費 110088,,772244 114455 110088,,886699 114455

55 基基金金積積立立金金 339955 1144,,550000 1144,,889955 1144,,550000

77 諸諸支支出出金金 77,,114411 1177,,668899 2244,,883300 1177,,668899

歳歳 出出 合合 計計 77,,558888,,334455 3355,,338833 77,,662233,,772288 △△668822 99,,002288 2277,,003377
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

((款款)) 33 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 府府支支出出金金 ((項項)) 11 府府補補助助金金

((項項)) 11 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 保保険険給給付付費費等等交交付付金金 55,,338811,,113399 114455 55,,338811,,228844 22 保保険険給給付付費費等等交交付付 114455 保保険険者者努努力力支支援援分分

金金（（特特別別交交付付金金））

22 老老人人等等医医療療費費助助成成補補助助金金 77,,228844 △△882277 66,,445577 22 障障ががいい者者医医療療費費助助 △△664400 障障ががいい者者医医療療費費助助成成補補助助金金

成成補補助助金金

33 ひひととりり親親家家庭庭医医療療 △△118877 ひひととりり親親家家庭庭医医療療費費助助成成補補助助金金

費費助助成成補補助助金金

計計 55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

884455,,441188 99,,002288 885544,,444466

((款款)) 55 繰繰入入金金

((項項)) 11 他他会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 11 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 △△11,,441133 保保険険料料軽軽減減分分

金金（（保保険険料料軽軽減減分分

））

22 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 1144,,774455 保保険険者者支支援援分分

金金（（保保険険者者支支援援分分

））

33 未未就就学学児児均均等等割割保保 △△11,,668822 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料繰繰入入金金

険険料料繰繰入入金金
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

((款款)) 33 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 府府支支出出金金 ((項項)) 11 府府補補助助金金

((項項)) 11 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 保保険険給給付付費費等等交交付付金金 55,,338811,,113399 114455 55,,338811,,228844 22 保保険険給給付付費費等等交交付付 114455 保保険険者者努努力力支支援援分分

金金（（特特別別交交付付金金））

22 老老人人等等医医療療費費助助成成補補助助金金 77,,228844 △△882277 66,,445577 22 障障ががいい者者医医療療費費助助 △△664400 障障ががいい者者医医療療費費助助成成補補助助金金

成成補補助助金金

33 ひひととりり親親家家庭庭医医療療 △△118877 ひひととりり親親家家庭庭医医療療費費助助成成補補助助金金

費費助助成成補補助助金金

計計 55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

884455,,441188 99,,002288 885544,,444466

((款款)) 55 繰繰入入金金

((項項)) 11 他他会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 11 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 △△11,,441133 保保険険料料軽軽減減分分

金金（（保保険険料料軽軽減減分分

））

22 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 1144,,774455 保保険険者者支支援援分分

金金（（保保険険者者支支援援分分

））

33 未未就就学学児児均均等等割割保保 △△11,,668822 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料繰繰入入金金

険険料料繰繰入入金金

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

((款款)) 33 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 府府支支出出金金 ((項項)) 11 府府補補助助金金

((項項)) 11 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 保保険険給給付付費費等等交交付付金金 55,,338811,,113399 114455 55,,338811,,228844 22 保保険険給給付付費費等等交交付付 114455 保保険険者者努努力力支支援援分分

金金（（特特別別交交付付金金））

22 老老人人等等医医療療費費助助成成補補助助金金 77,,228844 △△882277 66,,445577 22 障障ががいい者者医医療療費費助助 △△664400 障障ががいい者者医医療療費費助助成成補補助助金金

成成補補助助金金

33 ひひととりり親親家家庭庭医医療療 △△118877 ひひととりり親親家家庭庭医医療療費費助助成成補補助助金金

費費助助成成補補助助金金

計計 55,,338888,,442233 △△668822 55,,338877,,774411

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

884455,,441188 99,,002288 885544,,444466

((款款)) 55 繰繰入入金金

((項項)) 11 他他会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911 11 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 △△11,,441133 保保険険料料軽軽減減分分

金金（（保保険険料料軽軽減減分分

））

22 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 1144,,774455 保保険険者者支支援援分分

金金（（保保険険者者支支援援分分

））

33 未未就就学学児児均均等等割割保保 △△11,,668822 未未就就学学児児均均等等割割保保険険料料繰繰入入金金

険険料料繰繰入入金金
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 55 繰繰入入金金 ((項項)) 11 他他会会計計繰繰入入金金

44 産産前前産産後後保保険険料料繰繰 △△997711 産産前前産産後後保保険険料料繰繰入入金金

入入金金

55 職職員員給給与与費費等等繰繰入入 33,,004499 職職員員給給与与費費等等繰繰入入金金

金金

77 財財政政安安定定化化支支援援事事 △△33,,887722 財財政政安安定定化化支支援援事事業業繰繰入入金金

業業繰繰入入金金

88 そそのの他他繰繰入入金金 △△882288 そそのの他他繰繰入入金金

計計 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 2277,,003377 2277,,003388

((款款)) 66 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 2277,,003377 2277,,003388 11 繰繰越越金金 2277,,003377 繰繰越越金金

計計 11 2277,,003377 2277,,003388

− 306 −



（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 55 繰繰入入金金 ((項項)) 11 他他会会計計繰繰入入金金

44 産産前前産産後後保保険険料料繰繰 △△997711 産産前前産産後後保保険険料料繰繰入入金金

入入金金

55 職職員員給給与与費費等等繰繰入入 33,,004499 職職員員給給与与費費等等繰繰入入金金

金金

77 財財政政安安定定化化支支援援事事 △△33,,887722 財財政政安安定定化化支支援援事事業業繰繰入入金金

業業繰繰入入金金

88 そそのの他他繰繰入入金金 △△882288 そそのの他他繰繰入入金金

計計 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 2277,,003377 2277,,003388

((款款)) 66 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 2277,,003377 2277,,003388 11 繰繰越越金金 2277,,003377 繰繰越越金金

計計 11 2277,,003377 2277,,003388

（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 55 繰繰入入金金 ((項項)) 11 他他会会計計繰繰入入金金

44 産産前前産産後後保保険険料料繰繰 △△997711 産産前前産産後後保保険険料料繰繰入入金金

入入金金

55 職職員員給給与与費費等等繰繰入入 33,,004499 職職員員給給与与費費等等繰繰入入金金

金金

77 財財政政安安定定化化支支援援事事 △△33,,887722 財財政政安安定定化化支支援援事事業業繰繰入入金金

業業繰繰入入金金

88 そそのの他他繰繰入入金金 △△882288 そそのの他他繰繰入入金金

計計 883355,,886633 99,,002288 884444,,889911

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 2277,,003377 2277,,003388

((款款)) 66 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 2277,,003377 2277,,003388 11 繰繰越越金金 2277,,003377 繰繰越越金金

計計 11 2277,,003377 2277,,003388

− 307 −



３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

116655,,558811 33,,004499 116688,,663300

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33,,004499 11 人人件件費費 33,,004499 33 職職員員手手当当等等 33,,00449911 一一般般管管理理費費 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611 33 職職員員手手当当等等 33,,004499

期期末末勤勤勉勉手手当当 11,,554499

時時間間外外勤勤務務手手当当 11,,550000

計計 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611 33,,004499

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,002277,,990044 00 22,,002277,,990044

((款款)) 33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金

((項項)) 11 医医療療給給付付費費分分

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△882277 11,,334466 △△551199 11 国国民民健健康康保保険険事事業業費費11 医医療療給給付付費費 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133

納納付付金金 00分分

計計 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133 △△882277 11,,334466 △△551199

((項項)) 22 後後期期高高齢齢者者支支援援金金等等分分

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,339966 △△22,,339966 11 国国民民健健康康保保険険事事業業費費11 後後期期高高齢齢者者 442200,,558855 00 442200,,558855

納納付付金金 00支支援援金金等等分分

計計 442200,,558855 00 442200,,558855 22,,339966 △△22,,339966

− 308 −



３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

116655,,558811 33,,004499 116688,,663300

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33,,004499 11 人人件件費費 33,,004499 33 職職員員手手当当等等 33,,00449911 一一般般管管理理費費 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611 33 職職員員手手当当等等 33,,004499

期期末末勤勤勉勉手手当当 11,,554499

時時間間外外勤勤務務手手当当 11,,550000

計計 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611 33,,004499

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,002277,,990044 00 22,,002277,,990044

((款款)) 33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金

((項項)) 11 医医療療給給付付費費分分

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△882277 11,,334466 △△551199 11 国国民民健健康康保保険険事事業業費費11 医医療療給給付付費費 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133

納納付付金金 00分分

計計 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133 △△882277 11,,334466 △△551199

((項項)) 22 後後期期高高齢齢者者支支援援金金等等分分

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,339966 △△22,,339966 11 国国民民健健康康保保険険事事業業費費11 後後期期高高齢齢者者 442200,,558855 00 442200,,558855

納納付付金金 00支支援援金金等等分分

計計 442200,,558855 00 442200,,558855 22,,339966 △△22,,339966

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

116655,,558811 33,,004499 116688,,663300

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33,,004499 11 人人件件費費 33,,004499 33 職職員員手手当当等等 33,,00449911 一一般般管管理理費費 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611 33 職職員員手手当当等等 33,,004499

期期末末勤勤勉勉手手当当 11,,554499

時時間間外外勤勤務務手手当当 11,,550000

計計 112266,,441122 33,,004499 112299,,446611 33,,004499

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,002277,,990044 00 22,,002277,,990044

((款款)) 33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金

((項項)) 11 医医療療給給付付費費分分

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△882277 11,,334466 △△551199 11 国国民民健健康康保保険険事事業業費費11 医医療療給給付付費費 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133

納納付付金金 00分分

計計 11,,445599,,221133 00 11,,445599,,221133 △△882277 11,,334466 △△551199

((項項)) 22 後後期期高高齢齢者者支支援援金金等等分分

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,339966 △△22,,339966 11 国国民民健健康康保保険険事事業業費費11 後後期期高高齢齢者者 442200,,558855 00 442200,,558855

納納付付金金 00支支援援金金等等分分

計計 442200,,558855 00 442200,,558855 22,,339966 △△22,,339966

− 309 −



((項項)) 33 介介護護納納付付金金分分
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金 ((項項)) 介介護護納納付付金金分分

22,,223377 △△22,,223377 11 国国民民健健康康保保険険事事業業納納11 介介護護納納付付金金 114488,,110066 00 114488,,110066

付付金金 00分分

計計 114488,,110066 00 114488,,110066 22,,223377 △△22,,223377

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

110088,,772244 114455 110088,,886699

((款款)) 44 保保健健事事業業費費

((項項)) 11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

114455 11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業 114455 11 報報酬酬 996611 特特定定健健康康診診 9944,,447700 114455 9944,,661155 11 報報酬酬 9966

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬査査等等事事業業費費 33 職職員員手手当当等等 4499

33 職職員員手手当当等等 4499

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 9944,,447700 114455 9944,,661155 114455

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

339955 1144,,550000 1144,,889955

((款款)) 55 基基金金積積立立金金

((項項)) 11 基基金金積積立立金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

1144,,550000 11 基基金金積積立立金金 1144,,550000 2244 積積立立金金 1144,,55000011 財財政政調調整整基基 339955 1144,,550000 1144,,889955 2244 積積立立金金 1144,,550000

財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金積積立立金金

計計 339955 1144,,550000 1144,,889955 1144,,550000

− 310 −



((項項)) 33 介介護護納納付付金金分分
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金 ((項項)) 介介護護納納付付金金分分

22,,223377 △△22,,223377 11 国国民民健健康康保保険険事事業業納納11 介介護護納納付付金金 114488,,110066 00 114488,,110066

付付金金 00分分

計計 114488,,110066 00 114488,,110066 22,,223377 △△22,,223377

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

110088,,772244 114455 110088,,886699

((款款)) 44 保保健健事事業業費費

((項項)) 11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

114455 11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業 114455 11 報報酬酬 996611 特特定定健健康康診診 9944,,447700 114455 9944,,661155 11 報報酬酬 9966

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬査査等等事事業業費費 33 職職員員手手当当等等 4499

33 職職員員手手当当等等 4499

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 9944,,447700 114455 9944,,661155 114455

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

339955 1144,,550000 1144,,889955

((款款)) 55 基基金金積積立立金金

((項項)) 11 基基金金積積立立金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

1144,,550000 11 基基金金積積立立金金 1144,,550000 2244 積積立立金金 1144,,55000011 財財政政調調整整基基 339955 1144,,550000 1144,,889955 2244 積積立立金金 1144,,550000

財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金積積立立金金

計計 339955 1144,,550000 1144,,889955 1144,,550000

((項項)) 33 介介護護納納付付金金分分
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 国国民民健健康康保保険険事事業業費費納納付付金金 ((項項)) 介介護護納納付付金金分分

22,,223377 △△22,,223377 11 国国民民健健康康保保険険事事業業納納11 介介護護納納付付金金 114488,,110066 00 114488,,110066

付付金金 00分分

計計 114488,,110066 00 114488,,110066 22,,223377 △△22,,223377

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

110088,,772244 114455 110088,,886699

((款款)) 44 保保健健事事業業費費

((項項)) 11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

114455 11 特特定定健健康康診診査査等等事事業業 114455 11 報報酬酬 996611 特特定定健健康康診診 9944,,447700 114455 9944,,661155 11 報報酬酬 9966

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬査査等等事事業業費費 33 職職員員手手当当等等 4499

33 職職員員手手当当等等 4499

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 9944,,447700 114455 9944,,661155 114455

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

339955 1144,,550000 1144,,889955

((款款)) 55 基基金金積積立立金金

((項項)) 11 基基金金積積立立金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

1144,,550000 11 基基金金積積立立金金 1144,,550000 2244 積積立立金金 1144,,55000011 財財政政調調整整基基 339955 1144,,550000 1144,,889955 2244 積積立立金金 1144,,550000

財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金積積立立金金

計計 339955 1144,,550000 1144,,889955 1144,,550000
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

77,,114411 1177,,668899 2244,,883300

((款款)) 77 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,665577 11 国国・・府府支支出出金金返返還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 55,,66557722 償償還還金金 11 55,,665577 55,,665588 2222 償償還還金金、、利利 55,,665577

業業 55,,665577 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

計計 66,,555511 55,,665577 1122,,220088 55,,665577

((項項)) 33 繰繰出出金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

1122,,003322 11 一一般般会会計計前前年年度度精精算算 2277 繰繰出出金金 1122,,00332211 一一般般会会計計繰繰 00 1122,,003322 1122,,003322 2277 繰繰出出金金 1122,,003322

金金返返還還事事業業 1122,,003322 一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 00 1122,,003322 1122,,003322 1122,,003322
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

77,,114411 1177,,668899 2244,,883300

((款款)) 77 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,665577 11 国国・・府府支支出出金金返返還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 55,,66557722 償償還還金金 11 55,,665577 55,,665588 2222 償償還還金金、、利利 55,,665577

業業 55,,665577 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

計計 66,,555511 55,,665577 1122,,220088 55,,665577

((項項)) 33 繰繰出出金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

1122,,003322 11 一一般般会会計計前前年年度度精精算算 2277 繰繰出出金金 1122,,00332211 一一般般会会計計繰繰 00 1122,,003322 1122,,003322 2277 繰繰出出金金 1122,,003322

金金返返還還事事業業 1122,,003322 一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 00 1122,,003322 1122,,003322 1122,,003322

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

77,,114411 1177,,668899 2244,,883300

((款款)) 77 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,665577 11 国国・・府府支支出出金金返返還還事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 55,,66557722 償償還還金金 11 55,,665577 55,,665588 2222 償償還還金金、、利利 55,,665577

業業 55,,665577 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

計計 66,,555511 55,,665577 1122,,220088 55,,665577

((項項)) 33 繰繰出出金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

1122,,003322 11 一一般般会会計計前前年年度度精精算算 2277 繰繰出出金金 1122,,00332211 一一般般会会計計繰繰 00 1122,,003322 1122,,003322 2277 繰繰出出金金 1122,,003322

金金返返還還事事業業 1122,,003322 一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 00 1122,,003322 1122,,003322 1122,,003322
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一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料   職 員 手 当      計 共  済  費 合       計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後
(1)
12

2,871 44,383 38,471 85,725 16,437 102,162

補正前
(1)
12

2,775 44,383 35,373 82,531 16,437 98,968

比　 較 0 96 0 3,098 3,194 0 3,194

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 1,728 4,746 22,836 1,344 748 336 6,565 168

補　正　前 1,728 4,746 21,238 1,344 748 336 5,065 168

比　　　 較 0 0 1,598 0 0 0 1,500 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 0 0 0 0 0 0 38,471

補　正　前 0 0 0 0 0 0 35,373

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 3,098

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

職

員

手

当

の

内

訳

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

備　　　　　考

　 合　　計

          (千円)
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 12 44,383 37,358 81,741 16,437 98,178

補正前 12 44,383 34,309 78,692 16,437 95,129

比　 較 0 0 3,049 3,049 0 3,049

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 1,728 4,746 21,723 1,344 748 336 6,565 168

補　正　前 1,728 4,746 20,174 1,344 748 336 5,065 168

比　　　 較 0 0 1,549 0 0 0 1,500 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 0 0 0 0 0 0 37,358

補　正　前 0 0 0 0 0 0 34,309

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 3,049

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

  職 員 手 当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料  職 員 手 当      計 共  済  費 合       計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 (1) 2,871 0 1,113 3,984 0 3,984

補正前 (1) 2,775 0 1,064 3,839 0 3,839

比　 較 0 96 0 49 145 0 145

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期 末 勤 勉 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務 退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 0 1,113 0 0 0 0 0 1,113

補　正　前 0 1,064 0 0 0 0 0 1,064

比　　　 較 0 49 0 0 0 0 0 49

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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（2）　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分   増減額(千円) 説 明　増減事由別内訳（千円） 備 考

報 酬 96
給与改定
に伴う
増減分

96

職 員 手 当 3,098
給与改定
に伴う
増減分

3,098
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令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算

（補正第３号）
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議案第１９号

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，００１千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，００６，２０８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

44 府府支支出出金金 11,,004499,,660011 △△77,,000011 11,,004422,,660000

22 府府補補助助金金 9988,,443333 △△77,,000011 9911,,443322

歳歳 入入 合合 計計 88,,001133,,220099 △△77,,000011 88,,000066,,220088

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 総総務務費費 222299,,222244 △△77,,000011 222222,,222233

11 総総務務管管理理費費 115533,,004411 △△77,,000011 114466,,004400

歳歳 出出 合合 計計 88,,001133,,220099 △△77,,000011 88,,000066,,220088
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

44 府府支支出出金金 11,,004499,,660011 △△77,,000011 11,,004422,,660000

22 府府補補助助金金 9988,,443333 △△77,,000011 9911,,443322

歳歳 入入 合合 計計 88,,001133,,220099 △△77,,000011 88,,000066,,220088

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 総総務務費費 222299,,222244 △△77,,000011 222222,,222233

11 総総務務管管理理費費 115533,,004411 △△77,,000011 114466,,004400

歳歳 出出 合合 計計 88,,001133,,220099 △△77,,000011 88,,000066,,220088
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第 2 表　繰 越 明 許 費

款 項

１総務管理費 千円

事　　　　業　　　　名 金　　　　　額

１ 総 務 費
介 護 施 設 等 整 備
事 業 補 助 金

41,500
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 令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算
 に関する説明書

（補正第３号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

44 府府支支出出金金 １１，，００４４９９，，６６００１１ △△７７，，００００１１ １１，，００４４２２，，６６００００

歳歳 入入 合合 計計 ８８，，００１１３３，，２２００９９ △△７７，，００００１１ ８８，，００００６６，，２２００８８
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

44 府府支支出出金金 １１，，００４４９９，，６６００１１ △△７７，，００００１１ １１，，００４４２２，，６６００００

歳歳 入入 合合 計計 ８８，，００１１３３，，２２００９９ △△７７，，００００１１ ８８，，００００６６，，２２００８８
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 総総務務費費 222299,,222244 △△77,,000011 222222,,222233 △△77,,000011

歳歳 出出 合合 計計 88,,001133,,220099 △△77,,000011 88,,000066,,220088 △△77,,000011

− 328 −



歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 総総務務費費 222299,,222244 △△77,,000011 222222,,222233 △△77,,000011

歳歳 出出 合合 計計 88,,001133,,220099 △△77,,000011 88,,000066,,220088 △△77,,000011
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,004499,,660011 △△77,,000011 11,,004422,,660000

((款款)) 44 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 44 府府支支出出金金 ((項項)) 22 府府補補助助金金

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金 4488,,550011 △△77,,000011 4411,,550000 11 現現年年度度分分 △△77,,000011 介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金

計計 9988,,443333 △△77,,000011 9911,,443322
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,004499,,660011 △△77,,000011 11,,004422,,660000

((款款)) 44 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 44 府府支支出出金金 ((項項)) 22 府府補補助助金金

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金 4488,,550011 △△77,,000011 4411,,550000 11 現現年年度度分分 △△77,,000011 介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金

計計 9988,,443333 △△77,,000011 9911,,443322

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,004499,,660011 △△77,,000011 11,,004422,,660000

((款款)) 44 府府支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 44 府府支支出出金金 ((項項)) 22 府府補補助助金金

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金 4488,,550011 △△77,,000011 4411,,550000 11 現現年年度度分分 △△77,,000011 介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金

計計 9988,,443333 △△77,,000011 9911,,443322
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

222299,,222244 △△77,,000011 222222,,222233

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△77,,000011 11 介介護護施施設設等等整整備備事事業業 △△77,,000011 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△77,,00001122 介介護護施施設設等等 4488,,550011 △△77,,000011 4411,,550000 1188 負負担担金金、、補補 △△77,,000011

介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金整整備備事事業業補補 助助及及びび交交付付

助助金金 金金

計計 115533,,004411 △△77,,000011 114466,,004400 △△77,,000011
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

222299,,222244 △△77,,000011 222222,,222233

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△77,,000011 11 介介護護施施設設等等整整備備事事業業 △△77,,000011 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△77,,00001122 介介護護施施設設等等 4488,,550011 △△77,,000011 4411,,550000 1188 負負担担金金、、補補 △△77,,000011

介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金整整備備事事業業補補 助助及及びび交交付付

助助金金 金金

計計 115533,,004411 △△77,,000011 114466,,004400 △△77,,000011

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

222299,,222244 △△77,,000011 222222,,222233

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△77,,000011 11 介介護護施施設設等等整整備備事事業業 △△77,,000011 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△77,,00001122 介介護護施施設設等等 4488,,550011 △△77,,000011 4411,,550000 1188 負負担担金金、、補補 △△77,,000011

介介護護施施設設等等整整備備事事業業補補助助金金整整備備事事業業補補 助助及及びび交交付付

助助金金 金金

計計 115533,,004411 △△77,,000011 114466,,004400 △△77,,000011
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（補正第３号）

令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算
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議案第２０号

令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算

令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８，６８６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３４８，２９５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

22 繰繰入入金金 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

歳歳 入入 合合 計計 11,,330099,,660099 3388,,668866 11,,334488,,229955

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
22 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811

合合納納付付金金

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
11 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811

合合納納付付金金

33 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666

11 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666

歳歳 出出 合合 計計 11,,330099,,660099 3388,,668866 11,,334488,,229955
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

22 繰繰入入金金 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

歳歳 入入 合合 計計 11,,330099,,660099 3388,,668866 11,,334488,,229955

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
22 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811

合合納納付付金金

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
11 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811

合合納納付付金金

33 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666

11 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666

歳歳 出出 合合 計計 11,,330099,,660099 3388,,668866 11,,334488,,229955
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（補正第３号）

 令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予
 算に関する説明書
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 ９９２２４４，，２２７７１１ ５５１１，，８８６６７７ ９９７７６６，，１１３３８８

22 繰繰入入金金 ３３３３５５，，００５５２２ △△１１３３，，１１８８１１ ３３２２１１，，８８７７１１

歳歳 入入 合合 計計 １１，，３３００９９，，６６００９９ ３３８８，，６６８８６６ １１，，３３４４８８，，２２９９５５
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 ９９２２４４，，２２７７１１ ５５１１，，８８６６７７ ９９７７６６，，１１３３８８

22 繰繰入入金金 ３３３３５５，，００５５２２ △△１１３３，，１１８８１１ ３３２２１１，，８８７７１１

歳歳 入入 合合 計計 １１，，３３００９９，，６６００９９ ３３８８，，６６８８６６ １１，，３３４４８８，，２２９９５５

− 343 −



歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 3388,,552255

33 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666 116611

歳歳 出出 合合 計計 11,,330099,,660099 3388,,668866 11,,334488,,229955 3388,,668866
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 3388,,552255

33 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666 116611

歳歳 出出 合合 計計 11,,330099,,660099 3388,,668866 11,,334488,,229955 3388,,668866
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

((款款)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 普普通通徴徴収収保保険険料料 444433,,665500 5511,,886677 449955,,551177 11 現現年年度度分分 5511,,886677 現現年年度度分分

計計 992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

((款款)) 22 繰繰入入金金

((項項)) 11 一一般般会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711 22 事事務務費費繰繰入入金金 116611 事事務務費費繰繰入入金金

33 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 △△1133,,334422 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入金金

金金

計計 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

((款款)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 普普通通徴徴収収保保険険料料 444433,,665500 5511,,886677 449955,,551177 11 現現年年度度分分 5511,,886677 現現年年度度分分

計計 992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

((款款)) 22 繰繰入入金金

((項項)) 11 一一般般会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711 22 事事務務費費繰繰入入金金 116611 事事務務費費繰繰入入金金

33 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 △△1133,,334422 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入金金

金金

計計 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

((款款)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 普普通通徴徴収収保保険険料料 444433,,665500 5511,,886677 449955,,551177 11 現現年年度度分分 5511,,886677 現現年年度度分分

計計 992244,,227711 5511,,886677 997766,,113388

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711

((款款)) 22 繰繰入入金金

((項項)) 11 一一般般会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711 22 事事務務費費繰繰入入金金 116611 事事務務費費繰繰入入金金

33 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入 △△1133,,334422 保保険険基基盤盤安安定定繰繰入入金金

金金

計計 333355,,005522 △△1133,,118811 332211,,887711
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

3388,,552255 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 3388,,55225511 後後期期高高齢齢者者 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 1188 負負担担金金、、補補 3388,,552255

連連合合納納付付事事業業 3388,,552255 保保険険料料等等負負担担金金医医療療広広域域連連 助助及及びび交交付付

合合納納付付金金 金金

計計 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 3388,,552255

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,550055 116611 44,,666666

((款款)) 33 保保健健事事業業費費

((項項)) 11 保保健健事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

116611 11 保保健健事事業業 116611 11 報報酬酬 11009911 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666 11 報報酬酬 110099

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 5522

33 職職員員手手当当等等 5522

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 44,,550055 116611 44,,666666 116611
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

3388,,552255 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 3388,,55225511 後後期期高高齢齢者者 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 1188 負負担担金金、、補補 3388,,552255

連連合合納納付付事事業業 3388,,552255 保保険険料料等等負負担担金金医医療療広広域域連連 助助及及びび交交付付

合合納納付付金金 金金

計計 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 3388,,552255

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,550055 116611 44,,666666

((款款)) 33 保保健健事事業業費費

((項項)) 11 保保健健事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

116611 11 保保健健事事業業 116611 11 報報酬酬 11009911 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666 11 報報酬酬 110099

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 5522

33 職職員員手手当当等等 5522

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 44,,550055 116611 44,,666666 116611

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

3388,,552255 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 3388,,55225511 後後期期高高齢齢者者 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 1188 負負担担金金、、補補 3388,,552255

連連合合納納付付事事業業 3388,,552255 保保険険料料等等負負担担金金医医療療広広域域連連 助助及及びび交交付付

合合納納付付金金 金金

計計 11,,224411,,555566 3388,,552255 11,,228800,,008811 3388,,552255

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,550055 116611 44,,666666

((款款)) 33 保保健健事事業業費費

((項項)) 11 保保健健事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

116611 11 保保健健事事業業 116611 11 報報酬酬 11009911 保保健健事事業業費費 44,,550055 116611 44,,666666 11 報報酬酬 110099

会会計計年年度度任任用用職職員員報報酬酬33 職職員員手手当当等等 5522

33 職職員員手手当当等等 5522

期期末末勤勤勉勉手手当当((パパーートトタタイイムム会会計計年年度度任任

用用職職員員))

計計 44,,550055 116611 44,,666666 116611
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一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料   職 員 手 当      計 共  済  費 合       計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後
（１）
４

2,454 14,667 11,947 29,068 5,421 34,489

補正前
（１）
４

2,345 14,667 11,895 28,907 5,421 34,328

比　 較 0 109 0 52 161 0 161

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 506 1,518 8,172 0 430 672 649 0

補　正　前 506 1,518 8,120 0 430 672 649 0

比　　　 較 0 0 52 0 0 0 0 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 0 0 0 0 0 0 11,947

補　正　前 0 0 0 0 0 0 11,895

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 52

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

備　　　　考
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 4 14,667 10,996 25,663 5,421 31,084

補正前 4 14,667 10,996 25,663 5,421 31,084

比　 較 0 0 0 0 0 0

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 506 1,518 7,221 0 430 672 649 0

補　正　前 506 1,518 7,221 0 430 672 649 0

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 0 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 0 0 0 0 0 0 10,996

補　正　前 0 0 0 0 0 0 10,996

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 0

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

職 員 手 当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料   職 員 手 当      計 共  済  費 合       計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 (1) 2,454 0 951 3,405 0 3,405

補正前 (1) 2,345 0 899 3,244 0 3,244

比　 較 0 109 0 52 161 0 161

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期 末 勤 勉 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務 退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 0 951 0 0 0 0 0 951

補　正　前 0 899 0 0 0 0 0 899

比　　　 較 0 52 0 0 0 0 0 52

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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（2）　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分   増減額(千円) 説 明 備 考　増減事由別内訳（千円）

報 酬

職 員 手 当
給与改定
に伴う
増減分

52 52

109109
給与改定
に伴う
増減分
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令 和７年度泉大津市水道事業会計補正予算

（補正第３号）
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議案第２１号

令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算

第１条 令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第２条 令和７年度泉大津市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 水道事業収益 千円 △ 千円 千円

第１項 営業収益 千円 △ 千円 千円

第２項 営業外収益 千円 △ 千円 千円

第３項 特別利益 千円 千円 千円

支 出

第１款 水道事業費用 千円 △ 千円 千円

第１項 営業費用 千円 △ 千円 千円

第３条 予算第４条本文中「４１５，２９９千円」を「４１１，８８５千円」に、

「３４０，５３３千円」を「３３７，１１９千円」に改め、資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 資本的収入 千円 △ 千円 千円

第１項 企業債 千円 △ 千円 千円

第２項 工事負担金 千円 △ 千円 千円

第３項 固定資産売却代金 千円 千円 千円

支 出

第１款 資本的支出 千円 △ 千円 千円

第１項 建設改良費 千円 △ 千円 千円

第４条 予算第５条本文中「５６８，０００千円」を「３７０，５２２千円」に改
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める。

第５条 予算第７条本文中「１６０，７２０千円」を「１６１，７７０千円」に改

める。

第６条 予算第８条本文中「８，３３４千円」を「８，３０１千円」に改める。

令和８年２月２４日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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令和７年度泉大津市水道

受 託 工 事 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

営 業 費 用

受 託 工 事 費

総 係 費

収 益 的 収 入

款 項 目

収 入

款 項 目

水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

支 出

水 道 事 業 費 用

他 会 計 補 助 金

固 定 資 産 売 却 益

配 水 及 び 給 水 費

他 会 計 負 担 金
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事業会計補正予算実施計画

補 正 予 定 額

△ 23,387

△ 226

△ 342

計

千円 千円

△ 23,387

△ 20,562

既 決 予 定 額

収 入

既 決 予 定 額

千円

及び支出

支 出

△ 33

補 正 予 定 額 計

千円 千円

△ 20,200

千円

△ 20,200

△ 9,514

△ 309
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款 項 目

収 入

款 項 目

資 本 的 収 入

固 定 資 産 売 却 代 金

資 本 的 支 出

施 設 整 備 費

支 出

工 事 負 担 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 費

事 務 費

堺 泉 北 港 施 設 費

固 定 資 産 売 却 代 金

資 本 的 収 入

企 業 債

企 業 債
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既 決 予 定 額

収 入

既 決 予 定 額

△ 257,389

計

千円 千円 千円

△ 210,000

補 正 予 定 額 計

千円 千円 千円

支 出

△ 59,000

△ 59,000

△ 257,389

及び支出

△ 48,439

△ 253,975

補 正 予 定 額

△ 197,478

△ 197,478
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(単位：千円)

（１） 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

貸倒引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

賞与等引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入

受取利息

支払利息

資産減耗費

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

たな卸資産の増減額（△は増加）

その他流動負債の増減額（△は減少）

利息の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

（２） 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

（３） 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増減額（△は減少）

資金期首残高

資金期末残高

△ 7,936

△ 2,932

915

令令和和77年年度度泉泉大大津津市市水水道道事事業業予予定定キキャャッッシシュュ・・フフロローー計計算算書書

66,276

394,245

153

3,462

△ 138,229

△ 574

57,961

28,578

81,275

（ 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

小計 480,181

△ 3,013

△ 57,961

422,794

574

△ 647,995

29,877

6,914

△ 10,494

2,878,661

2,868,167

△ 611,204

370,522

△ 192,606

177,916
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１　総　　括

(　)内は、短時間勤務職員数及び会計年度任用企業職員(パートタイム)数の外数

33,373 4,332 1,435 1,326

比 較 0 50 250 0 0

住 居

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 2,364 7,551 33,623 4,332 1,435

給給 与与 費費 明明 細細 書書

区 分

職 員 数 給 与 費
法 定 福 利 費 合　　計

特別職 一般職 報　酬 給　料 職 員 手 当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

63,598 134,721 27,049 161,770
(4)

補正前 0 13 0 70,373 63,298 133,671 27,049 160,720
(4)

13 0 71,123補正後 0

比較 0 0 0 750 300 1,050 0 1,050
(0)

1,326

0

区 分
時 間 外 勤 務 特 殊 勤 務

管 理 職 員
退 職 給 付 費 合 計

特 別 勤 務
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

0 7,874 63,598

補 正 前 4,864 229 0 7,874 63,298

比 較 0 0 0 0 300

職

員

手

当

の

内

訳

区 分
扶 養 地 域 期 末 勤 勉 管 理 職 通 勤

補 正 前 2,364 7,501

補 正 後 4,864 229
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チェック

0

チェック

0

ア　会計年度任用企業職員以外の職員

区 分

職 員 数 給 与 費
法定福利費 合 計

特別職 一般職 報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 0 13 0 67,386 61,550 128,936 26,179 155,115
(2)

補正前 0 13 0 66,636 61,250 127,886 26,179 154,065
(2)

比較 0 0 0 750 300 1,050 0 1,050
(0)

(　)内は、短時間勤務職員数の外数

職

員

手

当

の

内

訳

区 分
扶 養 地 域 期 末 勤 勉 管 理 職 通 勤 住 居

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 2,364 7,177 32,050 4,332 1,411 1,326

補 正 前 2,364 7,127 31,800 4,332 1,411 1,326

比 較 0 50 250 0 0 0

区 分
時 間 外 勤 務 特 殊 勤 務

管 理 職 員
退 職 給 付 金 合 計

特 別 勤 務
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 4,824 192 0 7,874 61,550

補 正 前 4,824 192 0 7,874 61,250

比 較 0 0 0 0 300
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チェック

1,050

チェック

0

２　給与及び職員手当の増減額の明細

イ　会計年度任用企業職員

区 分

職 員 数 給 与 費
法 定 福 利 費 合 計

特別職 一般職 報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 0 0 0 3,737 2,048 5,785 870 6,655
(2)

補正前 0 0 0 3,737 2,048 5,785 870 6,655
(2)

比較 0 0 0 0 0 0 0 0
(0)

(　)内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外数

職

員

手

当

の

内

訳

区 分
地 域 期 末 勤 勉 通 勤 時 間 外 勤 務 特 殊 勤 務 退 職 給 付 金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 374 1,573 24 40 37 0

補 正 前 374 1,573 24 40 37 0

比 較 0 0 0 0 0 0

0
 そ の 他 の

区 分
合 計

（千円）

補 正 後 2,048

補 正 前 2,048

比 較 0

0
増　減　分

　人勧に伴う手当の増

区　分 増　減　額 　増 減 事 由 別 内 訳    説　　　明 備　　　　　　　　　　考

（千円） （千円）

給　　料 750
 そ の 他 の

750
増　減　分

　人勧に伴う給料の増

職員手当 300
 そ の 他 の

300
増　減　分

法定福利費
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算に関する説明書

（補正第３号）
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千円 千円 千円

△ 33

△ 23,387

△ 342

△ 23,387

収 益 的

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

水 道 事 業 収 益

固 定 資 産 売 却 益

特 別 利 益

営 業 収 益

受 託 工 事 収 益

他 会 計 補 助 金

営 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金

△ 9,514

△ 309
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千円 千円 千円

水道事業収益 営業収益

他 会 計 補 助 金

受 託 工 事 収 益

収 入

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

（款） （項）

固 定 資 産 売 却 益 旧泉北水道企業団所有地売却益

△ 23,387

△ 33福祉料金実施に要する補助金

仮設工事等負担金△ 23,387

△ 33

△ 309 人件費等負担金 △ 309他 会 計 負 担 金

　

千円 千円 千円

水道事業収益 営業収益

他 会 計 補 助 金

受 託 工 事 収 益

収 入

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

（款） （項）

固 定 資 産 売 却 益 旧泉北水道企業団所有地売却益

△ 23,387

△ 33福祉料金実施に要する補助金

仮設工事等負担金△ 23,387

△ 33

△ 309 人件費等負担金 △ 309他 会 計 負 担 金

− 371 −



　

千円 千円 千円

総 係 費

受 託 工 事 費 △ 20,562

配 水 及 び 給 水 費 △ 226

営 業 費 用 △ 20,200

収 益 的

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

水 道 事 業 費 用 △ 20,200

− 372 −



千円 千円

水道事業費用 営業費用

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

委 託 料 △ 226

請 負 工 事 費 △ 17,880

委 託 料 △ 2,682

（款） （項）

△ 2,682

配水管・給水台帳整備業務委託料 △ 226

△ 17,880

負 担 金 及 び 交 付 金 人件費等負担金

千円 千円

水道事業費用 営業費用

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

委 託 料 △ 226

請 負 工 事 費 △ 17,880

委 託 料 △ 2,682

（款） （項）

△ 2,682

配水管・給水台帳整備業務委託料 △ 226

△ 17,880

負 担 金 及 び 交 付 金 人件費等負担金

− 373 −



千円 千円 千円

固定資産売却代金

工 事 負 担 金 △ 59,000

固定資産売却代金

資 本 的

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

資 本 的 収 入 △ 253,975

工事負担金 △ 59,000

企　業　債 △ 197,478

企 業 債 △ 197,478

− 374 −



千円 千円

資本的収入 企業債

水 道 企 業 債 △ 197,478 △ 197,478

（款） （項）

工 事 負 担 金 △ 59,000

旧泉北水道企業団所有地売却代金固 定 資 産 売 却 代 金

収 入

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

堺泉北港水道施設工事負担金 △ 59,000

千円 千円

資本的収入 企業債

水 道 企 業 債 △ 197,478 △ 197,478

（款） （項）

工 事 負 担 金 △ 59,000

旧泉北水道企業団所有地売却代金固 定 資 産 売 却 代 金

収 入

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

堺泉北港水道施設工事負担金 △ 59,000

− 375 −



千円 千円 千円

資 本 的

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

資 本 的 支 出 △ 257,389

建設改良費 △ 257,389

事 務 費

堺 泉 北 港 施 設 費 △ 48,439

施 設 整 備 費 △ 210,000

− 376 −



千円 千円

資本的支出 建設改良費

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

給 料

（款）

請 負 工 事 費 △ 45,939

（項）

手 当 等 地域手当

期末勤勉手当

委 託 料 △ 2,500 設計業務委託料 △ 2,500

△ 210,000

△ 45,939

請 負 工 事 費 △ 210,000 5号配水池補修工事費

配水管布設工事費

千円 千円

資本的支出 建設改良費

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

給 料

（款）

請 負 工 事 費 △ 45,939

（項）

手 当 等 地域手当

期末勤勉手当

委 託 料 △ 2,500 設計業務委託料 △ 2,500

△ 210,000

△ 45,939

請 負 工 事 費 △ 210,000 5号配水池補修工事費

配水管布設工事費

− 377 −










